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「日薬学術大会広島大会」開催まであと161日（平成17年５月１日現在）

会期：平成17年10月9日（日）・10月10日（月）



広島県薬剤師会誌　2005 Vol.30  No.3 1

１．開催期日

平成17年10月９日（日）～10日（月・祭日）

２．開催場所

広島国際会議場、広島県立総合体育館、
リーガロイヤルホテル広島

３．主　　催

6日本薬剤師会、6広島県薬剤師会

４．メインテーマ

「薬剤師大改革　大きな信頼と結果を」
～選ばれるために～

５．日　　程

10月９日（日）
開会式、特別講演、テーマ別分科会（講
演・シンポジウム・会員口頭発表）、ポス
ター発表、懇親会

10月10日（月・祭日）
テーマ別分科会（講演・シンポジウム・会
員口頭発表）、ポスター発表
展示（開催期間中）：新薬、薬科機器、

ＯＡ機器、専門図書等

６．登 録 費

予約登録：一般　9,000円　　学生　1,000円
当日登録：一般 10,000円　　学生　1,000円

７．懇親会費

9,000円（会場：リーガロイヤルホテル広島）

８．開会式特別記念講演

「薬剤師大改革
～壁を乗り越えるためには～（仮題）」

北里大学大学院教授・東京大学名誉教授
養老　孟司　先生

９．テーマ別分科会

本大会では、薬剤師の将来に大きく関わる薬
学教育改革、医療制度改革、薬事制度改革、介
護・福祉制度改革などを踏まえ、メインテーマ
として「薬剤師大改革　大きな信頼と結果を～
選ばれるために～」を掲げ、以下の分科会を開
催いたします。
１）薬学教育改革と薬剤師①

～薬学教育と実務実習への取り組み～

２）薬学教育改革と薬剤師②

～薬剤師生涯教育～

３）医療制度改革と薬剤師①

～薬剤師を取り巻く医療制度とその変化～

４）医療制度改革と薬剤師②

～薬剤師業務のビジョンと調剤報酬～

５）薬事制度改革と薬剤師①

～薬剤師を取り巻く薬事制度とその変化～

６）薬事制度改革と薬剤師②

規制緩和！これからどうする薬剤師

～医薬品の開発・流通から使用まで～

７）介護・福祉制度改革と薬剤師

～薬剤師を取り巻く

介護・福祉制度とその変化～

８）社会と薬剤師①

～10年計画の折り返し点「健康日本21」～

９）社会と薬剤師②

～災害と薬剤師～

10）社会と薬剤師③

～グローバリゼーションと薬剤師～

11）信頼され・選ばれるために①

～薬剤師が守る安全と安心～

12）信頼され・選ばれるために②

～地域・職域で活躍する薬剤師～

13）信頼され・選ばれるために③

～薬局機能の充実に向けて～

14）信頼され・選ばれるために④

～情報化と薬剤師業務への応用～

15）信頼され・選ばれるために⑤

～セルフメディケーションと薬剤師～

第38回日本薬剤師会学術大会開催案内（予告④）
―5月6日より、会員発表の募集を開始いたします―
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16）信頼され・選ばれるために⑥

～病院薬剤師の職能と

医療の質向上への貢献～

10．会員研究発表の募集について
会員の皆様からの研究発表を以下の要領によ
り募集いたします。応募の受付開始は５月６日
（金）からです。ご準備の上、ふるってご応募
ください。
１）応募資格：日本薬剤師会会員に限ります

（共同発表者はこの限りでは
ありません）。

２）応募期間：口頭発表・ポスター発表とも
に、平成17年５月６日（金）
～６月30日（木・必着）

３）応募方法：口頭・ポスターともに、広島
県薬剤師会のホームページを
通じた「インターネットから
の応募のみ」とさせていただ
きます。

４）応募様式：発表様式等の詳細については、
広島県薬剤師会ホームページ
をご参照下さい。

11．大会に関するお問い合わせ
〒730-8601 広島市中区富士見町11-42

広島県薬剤師会内
日本薬剤師会学術大会準備委員会
TEL 082-246-4317
FAX 082-249-4589
URL http://www. or.jp/
E-mail gaku@ or.jp

〒150-8389 東京都渋谷区渋谷2-12-15
長井記念館４階
日本薬剤師会事務局学術大会係
TEL 03-3406-1171
FAX 03-3406-1499
URL http://www.nichiyaku.or.jp/
E-mail gaku@nichiyaku.or.jp
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同窓会開催予定のご連絡を！

第38回日本薬剤師会学術大会広島大会（10月９日・10日）にあわせて、出身薬科

大学、出身薬学部等の同窓会の開催予定がある場合は県薬事務局までお知らせくだ

さい。

http://www.nichiyaku.or.jp
mailto:gaku@nichiyaku.or.jp
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表紙写真　オオシマザクラ（バラ科）

野生のサクラの樹皮を桜皮として薬用に使います。樹皮を煮詰めた
ものをブロチン液と呼び鎮咳去痰薬として使います。桜皮は十味敗
毒湯に入り皮膚病に使われます。オオシマザクラは伊豆半島に多く
葉を塩付けして桜餅に使います。香りはクマリンによります。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）
撮影場所：江田島町・古鷹山

福利厚生
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第38回日薬学術大会に会員全員参加登録を決議！！

第34回広島県薬剤師会通常代議員会開催される

第34回広島県薬剤師会通常代議員会は、去る３

月20日（日）午前11時から、広島県薬事衛生会館

において開催された。

会議は宗 文彦常務理事の司会のもと開会され、

まず、木平健治副会長の開会の辞、参議院議員

藤井基之先生、日本薬剤師会長中西敏夫先生の祝

電披露の後、正・副議長選出のため仮議長を司会

者指名により、中本博代議員（呉）を選出し、次

に、出席代議員数の確認があり、出席代議員数63

名であり、定款第27条の規定する２分の１の定足

数に達しているので、会議の成立宣告があり、直

ちに開議された。続いて正・副議長の選出に移り、

選考委員５名による選考が行われた結果、議長に

多森繁美代議員（三原）、副議長に郡司久美子代議

員（広島佐伯）が選出された。

次に、正・副議長が着席され、まず、議席の指

定、会期を１日（20日）と決定、続いて、議事録

署名人に、原 俊樹代議員（三原）、星野 響代議

員（行政）を議長指名によって選任、また、第34

回広島県薬剤師会通常総会におけるこの代議員会

報告者に上記の２氏を指名した。

次に、平成16年度の物故会員に対して、ご冥福

を祈り黙祷が捧げられた。

次に、会長演述に移り、前田泰則会長から別掲

のとおり演述があった。

次に、選挙管理委員会委員の委嘱に移り、議長

から山本和彦（広島）、神原俟子（広島）、檜井

義彦（安佐）、作田利一（福山）、藏田元二（廿日

市佐伯）の５氏に委嘱された。

次に、議案等の審議に入り、直ちに報告事項５

件、議案６件を一括上程議題とし、次のとおり各

担当理事等から報告事項の説明並びに議案の提案

理由の説明等が行われた。

（報告事項説明）

１．報告第１号　日本薬剤師会代議員会報告

松下日薬代議員

２．報告第２号　平成16年度広島県薬剤師会会務

並びに事業執行状況報告

森井 副会長

３．報告第３号　平成16年度広島県薬剤師会収支

予算執行状況報告

谷川常務理事

４．報告第４号　平成16年度保険薬局部会事業執

行状況報告

豊見 副会長

５．報告第５号　平成16年度保険薬局部会収支予

算執行状況報告

野村常務理事

以上の報告事項の説明終了後、暫時休憩した。

＜休憩 午後０時14分、再開 午後０時45分＞

会議再開後、引き続き各議案の提案理由の説明

が、次のとおり行われた。

（議案説明）

６．議案第１号　社団法人広島県薬剤師会定款細

則の一部改正について（案）

森井 副会長

７．議案第２号　平成17年度広島県薬剤師会事業

計画（案） 森井 副会長

８．議案第３号　平成17年度広島県薬剤師会収支

予算（案） 谷川常務理事

９．議案第４号　平成17年度保険薬局部会事業計

画（案） 豊見 副会長

10．議案第５号　平成17年度保険薬局部会収支予

算（案） 野村常務理事

11．議案第６号　社団法人広島県薬事衛生会館か

らの財産及び業務引継ぎについ

て（案） 森井副 会長



以上の説明後、直ちに質問に入り、各代議員か

ら活発なる質問・質疑があり、理事者との間に極

めて熱心な討議が行われた。

その、質問・質疑の主なものは次のとおりで

ある。

○第６号議案「社団法人広島県薬事衛生会館から

の財産及び業務引継ぎについて」、その財政状

況、事業全体の運営状況はどうか

○市町村合併とこれに伴う医療圏の在り方につ

いて

○保険薬局部会の財政状況と医薬分業施設設備整

備積立金の運用について

○24時間医薬品供給体制整備への支援について

○財政準備積立金の運用について

○支部会営薬局の在り方について

○第38回日本薬剤師会学術大会の財務と参加につ

いて

○日本薬剤師会の財政と事務所の移転問題につ

いて

○その他

質疑終了後、採決に入り報告第１号から報告第

５号までの各報告事項は、いずれも報告のとおり

承認され、議案第１号から第６号までの各議案は

いずれも賛成多数により原案のとおり可決された。

次に、「第38回日本薬剤師会学術大会に関する

決議案（別掲）」が永野孝夫代議員（広島）から

提案され、一部修正の上可決された。

以上で議事を終了し、平井紀美恵副会長の閉会

の辞をもって閉会された。

＜閉会　午後２時50分＞
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《前田会長演述》

社団法人広島県薬剤師会代議員会に御出席の皆
様、おはようございます。
本日は連休にもかかわりませず本会代議員会に
ご出席いただきまして、誠にありがとうござい
ます。
今年は、第38回日本薬剤師会学術大会が10月９
日・10日に、ここ広島で開催される運びとなり
ました。
薬学６年制法案が成立し、薬学生の受け入れ実
習等の予算化も実現し、今後は、薬剤師も大いに
変わらなければ！という意気込みで大会テーマを
決めさせていただきました。
「薬剤師大改革　大きな信頼と結果を」

～選ばれるために～
松山大会・福岡大会・青森大会に引き続き、今
大会においても開催担当県薬として会員全員参加
を、本日の代議員会において決意表明をしていた
だきたいと思います。
大会準備のために、ご協力をいただいている諸
先生方に厚く御礼申し上げます。
昨年大いに吹き荒れました医薬品の規制緩和問
題も、本年以降もまた同じような内容で対応を迫
られるのではないかと懸念しております。
国民への三つの約束、
１．夜間・休日に必要な医薬品を入手しやすいよ

うにします。
２．医薬品購入者への適切な説明、服薬指導を徹
底します。

３．薬剤師の名札を着用し、責任の所在を明確に
します。
薬剤師の行動計画に新規に付け加える事とし

て、「厚生労働省への副作用報告」の徹底とあり
ます。
国民への三つの約束を守るためにも「行動計画

2004」の調査にご協力をお願いします。
ＤＥＭの調査をはじめ、薬の相談の調査、薬局
の経営実態の調査は、次期の調剤報酬改定に直結
します。
薬剤師の存在感や調剤報酬の動静が、そのよう
なアンケートや調査の結果で決まって行くのです。
薬剤師の、そして薬剤師会の行方を決めてしま
う可能性があることを思えば、是非とも積極的に
ご協力をお願いしたいと思います。
平成20年へ向けて、福祉・年金・医療等の見直

しが目白押しに並んでいます。
最近は、インターネットを利用して向精神薬を

全国ネットで販売したり、処方せんを悪用したり
の巧妙な手口に、我々薬剤師として犯罪の抑止力
となりうる手だてを組織的に考える必要があり
ます。
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また、少子高齢社会にあって、薬剤師として、
患者さんと同じ目線でお付き合いをさせていただ
くためにも、今後は医療の現場へ出て行く必要性
があります。
病院薬剤師であれば、病棟へ。開局薬剤師であ

れば、在宅へ。日本の人口構成が逆ピラミッド型
に変化して行く中で薬剤師自身が変わって行く必
要があるのではないでしょうか？
我々、広島県薬剤師会として組織的な大変革を
求められているそのきっかけが、４月から全面施
行される個人情報保護法です。
それは、薬剤師会の会運営全体および会費（一

般会計・保険部会）に関わってくる可能性もあり
ます。
薬剤師会といえば、市町村合併に伴う支部の構

成を今後どうするかを改めて考え直す必要がある
と思います。

例えば、医療圏ごとにブロック単位で見直す
か？その際には、支部単位の財産をどうするか？
等々の問題も生じてきます。
今後、数年かけて社団法人としての薬剤師会全
体の在り方を各支部の皆様方と意見交換しながら
考えて行きたいと思います。
また、社団法人広島県薬事衛生会館の統合に関
する問題ですが、土地購入を視野に入れて計画し
ている事は以前の代議員会で触れました。会館の
収支予算等は県薬会報に記載されているとおりで
ございます。時期的に４月以降夏までには結論を
得たいと思います。
本年も、課題が山積みではありますが、慎重審
議のうえ、ご承認いただければと念願しており
ます。
第34回広島県薬剤師会代議員会開催にあたりま
して開会の挨拶といたします。

医療の高度化、高齢社会の到来、医薬分業の進展などに伴い、医療の担い手

としての薬剤師の役割は大きく変化してきている。

また、明年４月から薬剤師養成のための薬学教育年限が６年に延長されるな

ど、薬剤師を取り巻く環境も大きく変わろうとしている。

この様な中で、広島県薬剤師会は、本年10月９日及び10日の２日間にわたっ

て、全国の薬剤師約６千名の参集を得て広島市で開催する第38回日本薬剤師会

学術大会について、薬剤師の職能を根本から見直し、将来をしっかりと見据え

た有意義な大会となることを目指している。

広島県薬剤師会会員は、この大会の成功を期すために、全員が率先して参加

登録を行い、一致団結の下、会員一人ひとりがその準備及び運営に関わる役割

を自覚して、積極的に取り組むことを決議する。

平成17年３月20日

社団法人広島県薬剤師会

代議員会議長　多森　繁美

広島県薬剤師会における第38回日本薬剤師会
学術大会の成功に向けた取り組みに関する決議
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3月20日（日）、福岡県西方沖地震が発生した２

～３分後より、第34回広島県薬剤師会通常代議員

会が開催されました。2001年には、芸予地震の発

生の次の日に、その年の代議員会が開かれており、

本当に地震と縁の深い代議員会だと思います。

今回の代議員会も先輩の先生方をさしおいて、

若輩者の私が、議長の役を指名して頂き、代議員

会の進行は、会議に支障をきたさないようにス

ムーズに行くように心掛けながら、議事を始めさ

せて頂きました。

代議員会は、前田会長演述から始まり、役員の

紹介後、議案審議に入りました。

報告第１号から第５号、議案第１号から第６号

の説明をそれぞれ執行部より行われた後、各項目

について質疑応答がなされました。いずれの議案

も可決承認されました。

その後、永野代議員（広島）より、広島市で開

催される、第38回日本薬剤師会学術大会の成功に

向けた取り組みに関する決議案が緊急動議として

出されました。この決議案も原案のとおり可決

されました。

今回の代議員会で可決された、薬事衛生会館の

統合が、会員皆様の協力によりスムーズに遂行さ

れ、可決承認された第38回日本薬剤師会学術大会

が、会員全員参加の元で盛大に行われ、成功裡に

終了する事を祈念いたします。

最後に、拙い進行役の議長を支えて頂き、無事

に代議員会が終了出来るようご協力頂きました代

議員の先生方に深く感謝申し上げます。

定刻に各地区代議員63名の出席で始まりました。

まず、前田会長の挨拶で、「医薬分業が50％を

超える進展の中、医療業界の情勢について…規制

緩和に始まり、処方せん医薬品の指定、個人情報

保護法の開始そして平成18年度には抜本的改革が

あり…混合診療、調剤報酬の改定があること等々

…さらに薬学教育が６年制になること等、薬剤師

を取り巻く環境が大きく変化している」と話され

ました。今後を考えると身が引き締まる思いです。

次に、日薬代議員会報告に続き、平成16年度事

業報告、会計報告、平成17年度事業計画案及び予

算案が提示され賛成多数で議決されました。

その後、一般代議員の質問があり、その中で強

く印象に残ったのは、「かかりつけ薬局機能の強

化」で24時間医薬品供給体制の整備を今後行って

いくにあたり、マンツーマンの薬局では、人件費

等の問題もあり支部レベルで考えるべきだという

意見が出ていたこと…難しい問題だと思いました。

それから、保険部会の積立金貸出について、今

の金額制度の上限枠の拡大について検討して欲し

いとの意見が出ていました。

最後に、第38回学術大会の成功に向けての決議

案があり薬剤師が一致団結して取り組んでいくこ

とで終了しました。

今回の出席で、薬剤師会の動きが今まで以上に

分かった反面、一般会員との意見交換及び啓蒙活

動の場が今後もっと必要だと思いました。

◇　報告Ⅱ　◇

初めて代議員会に出席して
尾道支部　下田　篤子

◇　報告Ⅰ　◇
三原支部　多森　繁美
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日　時：平成17年2月26日（土）13：30～・27日（日）10：00～

場　所：東京　虎ノ門パストラル

この会議には、豊見、松下、増田、玉浦代議員

の４名が出席しました。

開会の辞から始まり、代議員149名中147名が出

席、会長演述があり審議に入り、提出議題は報告

１件、議案６件を審議しました。これらの議案が

上程され、石井専務理事から重要事項の４項目経

過報告があり、北海道ブロックをトップに５ブ

ロックの代表質問があり初日の審議を終了しまし

た。そのあと引き続き、藤井先生の国政報告があ

り、午後６時に終わりました。

２日目は午前10時から残りの６ブロック代表質

問から始まり、13時より13の一般質問があり、審

議終了後、採決に入りました。報告１件、議案６

件、執行部の原案どおり賛成多数で可決され、午

後３時30分に閉会しました。

詳細は日薬雑誌８月号に掲載されますので参照

して下さい。ここでは、重要事項の経過報告と論

点の中心となった案件を報告いたします。

医療法へ薬局の位置づけは、石井専務が重要事

項の報告中で、第５次医療法改正の社会保障審議

医療部会で審議されていると説明し、その内容は、

医療提供体制の改革に関する主な論点整理案中で

審議され、医療機能の分化・連携の推進の事項の

「薬局等医薬品の供給体制の位置づけ」という項

目で論議されていると述べられました。これらに

係わる不安事項の各ブロックからの代表質問につ

いても、山本（信）常務が明快な回答をされ、な

んらの不安も無い状況である説明態度が伺われ、

はっきりと医療法の薬局の位置づけは決まってい

るという明言は避けたが、次回の代議員会では、

明言されると思われます。そして、石井専務は

「薬事法の薬局」と「医療法の薬局」の違いをはっ

きりと説明され、それに基づいて法案改正に努力

していると述べられ、その熱意には心から敬意を

表します。

指導薬剤師の養成については、各ブロックから

質問が相次ぎました。薬学教育６年制の法案が通

過したばかりで、学生の実務実習に係わる付帯的

事項が具体化されてない。そのために、文科省、

厚生労働省、大学、日薬、日病薬等で構成される

新薬剤師養成問題懇談会（新六者懇）が発足され、

出来たばかりでの、この時期の議論だけに、お互

い手探りという状況は致し方が無いという感じで

した。でも大事なのは、各ブロックから出された

問題で、日薬もこれからの新六者懇でより具体的

に、実のある議論がなされ、指導薬剤師の養成に

実践的な方針が出されて行く事は間違いないと強

く感じました。

この二日間、薬剤師の取り巻く環境の変化が、

分業率50％超えたこの時点で急激に表れ、そのた

め各法の改正、整備が激流のごとく行われている

という事を強く意識させられた代議員会でした。

第98回日本薬剤師会通常代議員会報告
―医療法へ薬局の位置付けと指導薬剤師の養成が論点に―

日本薬剤師会代議員 玉浦　巖
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日　時：平成17年2月6日（日）10：00～

場　所：クレイトンベイホテル

２月６日、呉市で「平成16年度圏域地対協研修

会」が開催され、保健・医療・福祉の関係者350

人が参加。今年度は「子育て支援」～子供を産み

育てやすい社会をめざして～というテーマでした。

小児医療専門委員会は、県内の開業小児科医60

名の参加で「小児救急電話相談広島」を組織し、

土、日、祝日、年末年始の18：00～23：00の５時

間を相談時間として、ここ２年間に寄せられた相

談について発表されました。4351件の相談内容

は、一般の病気については68.0％、急病に関して

18.4％、そして薬に関する相談は6.0％でした。

平成２年の1.57ショック以降、国は平成６年の

エンゼルプラン「緊急保育対策５ヶ年事業」に始

まって次々と少子化対策の事業計画を示しました

が、平成15年には出生率は1.29となり、その後も

出生率は低下しています。加えて内科小児科開業

医の閉院、小児科開業医の夜間休診が増え、子育

てに暗い影を投げかけているようです。

大竹市には小方港から10km沖合いに周囲12km

人口330人の阿多田島があり、島には就学前幼児

施設としては唯一児童館があります。一年余り前

からこの児童館の閉鎖問題が持ちあがっていま

す。既に市内で何ヶ所かの施設が閉鎖されまし

た。若い母親達の不安な顔が目に浮かびます。

先日の国会中継で総理大臣が「子育て支援は、

もっと真剣に考えていく必要がある」と答弁して

いました。政治の力と地域の力を併せて、安心し

て子供を産み育てやすい社会になるよう願ってい

ます。

「子育て支援」の問題から離れますが、当日の

心筋梗塞予報推進委員会の発表を紹介します。こ

の特別委員会は、2001年から３年間救急隊による

心筋梗塞症例の搬送状況と気象条件の関連を広島

県下３地区で調査しました。湿度補正をした平均

気温が６℃未満、平均気圧が 未満で心筋

梗塞が多発しており、その頻度は平均の1.4倍と

いう結果を得たとのことでした。

平成16年度 圏域地対協研修会に参加して

大竹支部 佐々木　浩子
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日　時：平成17年2月24日（木）14：00～

場　所：鯉城会館

広島県と広島県食品添加物協会主催の標記講演
会は、２月24日14時より16時過ぎまで、広島市の
鯉城会館で「健康食品の安全性・有効性について」
と題して（独）国立健康・栄養研究所　健康影響
評価研究室室長　梅垣敬三先生（薬剤師）を講師
に開催されました。

１．「健康食品」の種類と内容

・「健康食品」とは？
・保健効果を期待させる食品の種類
・保健機能食品の名称、特定保健用食品
・特定保健用食品が創設された背景
・一般の人に認識されている健康食品、機能性
食品と特定保健用食品の違い
・栄養機能食品
・栄養機能食品の表示に関する問題
２．健康障害・法違反の事例

・ダイエット食品
・「雪茶」との関連が疑われる肝障害の事例
・アイストロキア酸の問題
・健康食品のアマメンバによる健康障害の発生
・医薬品成分を添加した健康食品の事例
・国によって食薬の区分が異なる
３．安全性・有効性において考慮すべき事項

・医薬品の開発における安全性と有効性の試験
・安全性に影響する種々の因子
・食品は安全性が最も重要
・食物の形態と安全性の関連
・ハーブ類について
・野菜等加工に伴う成分の変化
・野菜等が関連した健康情報の誤った解釈
・食品成分の安全性・有効性を考えるときは生
体内濃度が重要
・科学的な方法で検討する必要性
・科学的な根拠のある情報－結果の解釈の問題
・科学論文情報の問題点

４．利用において考慮すべき事項

・適切な利用方法の提供が必要
・安易に特殊な食品を選択するのではなく原因
を除去することがより重要
・「健康食品」の選択に関する考え方
５．健康食品の安全性・有効性情報ネット

・保健機能を期待させる食品の現状
・「健康食品」の現状と「健康食品安全情報
ネット」
・「健康食品」の安全性に関する情報ネット
ワーク構築プロジェクト
・「健康食品」の安全性・有効性情報
・「健康食品」の安全性・有効性情報のページ
で重視していること
・選択時には商品に特有の品質が重要
６．対策（正しい情報の普及と被害情報の把握）

・「健康食品」の虚偽誇大な広告の例
・選択・利用において留意する事項
・健康食品の摂取と健康障害発生の因果関係を
証明するための、些細な危害情報の収集・解
析と蓄積
・監視だけでは十分な対応はできない

最後に、「優れた『健康食品』でも、その利用
目的、方法、摂取量に十分配慮しなければ、その
効果を期待することはできない。また基本は、食
事・運動・休養のバランスと生活リズムを重視す
ることです」とまとめられた。
今回の講演会は、広島県地域保健対策協議会の
健康食品の正しい知識の普及に関する特別委員会
の委員を拝命した関係で出席しました。
講師の梅垣先生には、10月10日（広島市で開催

の第38回日本薬剤師会学術大会終了後の）県民公
開講座（広島市中区の県民文化センター・ホール）
での講演を予定しております。

平成16年度食品衛生講演会参加報告

副会長 森井　紀夫
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標記の日程で在宅服薬管理指導

員研修会が開催されました。この

研修会は平成16年度広島県薬剤師

会の事業、介護保険制度への対応

の中の在宅服薬管理ステーション（仮称）の設置

の一環として行われました。この事業は医薬分業

の推進及び社会保険制度への対応の「在宅医療の

推進」事業にも関連して行われています。

森井副会長の開会のあいさつの後、本委員会委

員村上先生の司会により進行しました。まず有村

常務理事より「在宅服薬指導員」事業の趣旨説明

が行われた後、高知県薬剤師会理事で日本薬剤師

会　高齢者・介護保険等検討会委員　川添哲嗣先

生による

①薬剤師による在宅訪問ＡtoＺ～準備、実践そ

して請求業務まで～

②医療と介護を結びつけるテクニック

～体調チェックチャートを用いて～

と題してご講演いただきました。

川添先生のお話は、薬局において実践活動を

なさっている事に加え、日薬で高齢者介護保険

等検討会で「薬剤師による食事・排出・睡眠を通

した体調チェック・フローチャート」作りに携っ

た関係で話のポイント、また実際の在宅訪問から

請求業務まで解りやすくご説明いただきました。

また当日配布された資料も、今後薬剤師が在宅

において何をすべきか、また実際のアセスメント

表で、医師への報告様式までもご提供いただきま

した。私自身、在宅服薬管理指導を行ったのは、

たった一度しか経験がありません。この研修会に

参加した事によって、在宅医療への取り組みをも

う一度見直す時期にきているのだと感じました。

第２回目の在宅服薬管理指導員研修会の予定

「在宅服薬管理指導推進モデル事業」説明会

日時：平成17年４月17日　10：00～

場所：広島県薬事衛生会館　４Ｆホール

この会誌が発行される時には上記研修会も開催

された後になると思われますが、当研修会の目的

を簡単にまとめますと、広島県薬剤師会では、県

地対協在宅服薬管理指導特別委員会の検討をもと

に「平成17年度在宅における服薬指導の推進のた

めのモデル事業」を行うことになりました。

このモデル事業に協力いただく参加薬局の在宅

服薬管理指導員への、事業推進手順・アセスメン

ト表・モニタリング表・報告様式等の説明予定。

平成17年３月23日（水）付中国新聞に広告が掲

載されました（次頁広告参照）。

自宅で悩んでいませんか？薬局・薬剤師にご相

談ください！「自宅でくすりの管理は大丈夫！」

そんな方のために、薬局・薬剤師が自宅に訪問し

ご相談にお応えしています。「でも近くに相談で

きる薬剤師がいない…」

広島県薬剤師会では、そのような方に、在宅訪

問薬剤師のご紹介もしています。介護されている

方々からのご相談も受け付けております。

上記文面で広報されましたが、広島県薬剤師会

では在宅ステーションを立ち上げ、訪問薬剤師の

連絡調整、支部地域薬局への調整等行う予定です。

日　時：平成17年2月27日（日）14：00～

場　所：広島県薬事衛生会館

「在宅服薬管理ステーション（仮称）」設置に伴う薬局研修会

◇　報告Ⅰ　◇

常務理事　宗　文彦
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この事業を成功させるためには、登録薬局だけで

なく県下全薬局の協力が必要となってきます。会

員の皆様のご協力よろしくお願いします。

去る平成17年２月27日、在宅管

理服薬ステーション設置に伴う薬

剤師のための在宅服薬指導研修会

に、高知県薬剤師会理事　川添先

生を講師にお迎えして大変貴重なお話をうかがう

ことが出来ました。介護保険導入後、今まで在宅

服薬の管理について患者さんの立場に立って何か

出来ることをと思ってはいたものの、なかなか患

者さんのご自宅を訪問する機会もなく、Drと一

緒に訪問することはあっても、こちらからの一方

的な説明にとどまり、服用中の薬に関して深く説

明することも服用状況を確認することも難しい状

況でした。

近隣のDrに在宅訪問をさせていただく機会を

お願いしても、制度そのものを理解していただけ

ず残念にも思っていました。

ところが研修会に参加して気付かされました。

在宅訪問はDrからの指示を待っているだけでは

なく、進んで薬剤師自ら行動を起こすものだと。

こちらから声をかけ積極的に動くことが必要だと

痛感しました。確かに毎日の薬局内での服用指導

時に気になる患者さんもいらっしゃることも事実

です。とくに十数種類ものお薬が処方されている

患者さんに限ってのコンプライアンスの悪さが目

につき、自分には必要がないと訴える方もいらっ

しゃいます。在宅時にこの服用指導を行うことが

できれば、患者さん自身にとって本当に必要な薬

だと説明することにより、コンプライアンスの向

上にもつながると、その必要性を確信しました。

また、服用方法のこまやかなケアーの必要な患者

さんに対しての工夫も川添先生のアイディアには

驚かされ、患者さん本人による管理の難しさなど

を勉強することができました。

これからの核家族化に伴う家庭環境における薬

剤師の役割として、在宅での服薬指導の重要性を

改めて考えさせられ、今後の薬剤師としての仕事

の幅を拡げていく大きなきっかけと思い、町かど

薬局としておくすり相談を気軽にしていただける

薬局作りに励みたいと思います。

◇　報告Ⅱ　◇

廿日市佐伯支部　藤山　りさ
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平成16年度の事業の中での防災
体制「災害時における薬剤師の派
遣及び医薬品等の供給」について
の研修を目的とした災害担当支部
担当者向けの研修会が薬事衛生会

館において開催されました。この事業は、平成17

年度防災ネットワークの構築を目的としたもので
もあります。
前田会長による開会のあいさつから始まり、

増田常務理事の司会により進行しました。
第１部は、新潟県薬剤師会常務理事仲村スイ子
先生による「新潟県中越大震災における新潟県薬
剤師会としての対応」について、災害における生
の声、活動状況についてご報告いただきました。
第２部「平成16年度集団医療救護訓練に参加し
て」広島大学病院薬剤部　畝井浩子先生、広島佐
伯支部理事　平賀忠久先生により、トリアージに
ついて実際にトリアージタグの見本を手にしてご
説明、また実際に医師と医療チームを組んで参加
した体験をご報告いただきました。
第３部は広島佐伯支部による「佐伯区三師会災
害時対策規約・連絡網」について作成までの経緯
を呑田敬三先生に、最後に今回実際にこのマニュ
アル・連絡網の立案、作成に携った広島市佐伯区
医師会理事　中野豊先生に災害対策への取り組み
をお話いただきました。中野先生は第２部平賀先
生とチームを組んで参加された先生でもいらっ
しゃいます。
第４部は災害時連絡網訓練として会館内におけ
る模擬訓練として、トランシーバーを使用して災
害対策本部からあらかじめ各支部へ要請、依頼し
た医薬品供給可能数、派遣薬剤師数を通信状況も
含めて報告、それを本部集計する方法で行いま
した。
最後に、森井副会長に総括をご報告いただき、

松下副会長の閉会の辞で研修会を終了しました。
今回の研修を終えての感想ですが、大変実のあ
る研修会であった事、また反省点としては、内容
の充実をはかるため、何もかも一度に行おうとし

た事で時間配分がうまく調整できなかった事を教
訓として来年度の研修へとつなげていきたいと思
います。

新潟県薬剤師会の仲村スイ子先生より、新潟県
中越大地震の生々しい様子、新潟県薬剤師会やボ
ランティア薬剤師の方々のご苦労ご活躍をお聴き
し、思わず今福山に大地震が起きたらなどと考え
ていました。印象に残ったことは、自分自身の
衣･食･住･移動手段がある人でないとボランティ
ア活動はかえって迷惑になること、新潟県薬の
ホームページの掲示板が役立ったこと、コーディ
ネーターの存在が必要である、状況に応じて考え
て行動することが大切（マニュアルが使えないこ
とがある）などです。行動内容は、支援物資の分
類整理、グループで避難所に移動、アンケート用
紙に記載の上薬剤交付、ということですが、寒さ
と余震の恐怖にふるえながらの活動、普段の道路
の不通も多々あったとききます。私共のはかりし
れない行為に敬意を払います。
佐伯区の取り組みについての報告のあと、昨年

10月２日に広大病院で行われた医療救護訓練につ
いてお聴きしました。混乱して設備も整わない現
場で薬剤師として何ができるのだろうと、考えさ
せられました。そのときになってあわてないため
にも、佐伯区のように地区別の連絡網や行動マ
ニュアルを作っておいたり、携帯電話不通時に
備えトランシーバーを用意されている佐伯区医師
会のような取り組み、災害時用のセット処方せん
を作っておく、トリアージについて知っておく
（皆さんドラマの『救命救急24時』をご覧になり
ましたか？）など今からでもできることを準備し
ておかなくてはいけません。
そうしているうちにも福岡での大地震、スマト
ラで２回目の大地震がありました。さあ、救命袋
はありますか？中に水と乾パンは入っています
か？自宅にも職場にも用意しておいてください。
まず、自分のことができての救護活動ですから。

日　時：平成17年3月13日（日）13：00～

場　所：広島県薬事衛生会館

災害時医薬品等供給マニュアルに基づく支部担当者研修会

◇　報告Ⅰ　◇
常務理事　宗　文彦

◇　報告Ⅱ　◇
福山支部　藤井　妙美
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１．事件の概要

被疑者（40歳女と36歳男）が、携帯電話のイン
ターネット機能を利用して、リタリン等向精神薬
及び医薬品を密売するための携帯電話向けホーム
ページを開設し、全国から客を募り密売していた
もの。
二人は、公定価格の数倍から数十倍の価格を設

定し、２年間で約2,000万円を売上げており、携
帯電話から注文できる手軽さから、客の中には未
成年の者もいた。
また、希望する客に対しては、本やインター

ネットからの知識を元に、その利用方法など処方
せんまがいの文章を併せて送付したり、カウンセ
リングに応じるなどしていたことから、客の中に
は、主治医の指示を無視し、被疑者のアドバイス
に従って向精神薬等を大量購入する者もいた。

２．向精神薬等の仕入先について

被疑者逮捕時、自宅アパートの一室からは４万
錠以上の向精神薬等が発見されているが、被疑者
は、その主な入手先として、ホームページを通じ
た全国の患者からの薬の買い取りを供述している。
つまり、被疑者は、全国の患者等から
○患者等が通院する病院から処方されたものの
余った薬
○患者等が買い取り価格の高い薬の入手を目的
に、不正な“多重受診”や“多量処方”（販
売目的で向精神薬等を入手）により入手し
た薬

を安価に買い取り密売していた。

３．不正な“多重受診”や“多量処方”に対する

対策について

このように、不正な“多重受診”や“多量処方”

が今回の密売事件の温床となっていることが判明
したことから、平成17年３月３日付で、広島県福
祉保健部長名で、薬剤師会、医師会に対し、再発
防止のための留意事項に関する通知文が発出さ
れ、更に、平成17年３月15日（火）、広島南警察
署において、行政（県・市）、社会保険事務局、
医師会、薬剤師会等の関係機関・団体が参加し、
合同検討会が開催された。
会議では、事件捜査を通じて判明した実態を基
に、積極的な意見交換を行い、各機関・団体が抱
える現状と問題点についての共通認識を持つと共
に、各機関・団体が連携して、再発防止に向けた
長・短期対策を検討し、実現に向け努力すること
で意見が一致した。
今回のような密売事件は、単に一つの“事件”

ではなく、例えば、未成年者が誤った用量で向精
神薬を服用するおそれがあるなど、まさに県民、
国民生活の基本となる“健康”を脅かす大きな問
題である。
よって、今まさに、「減らそう犯罪」県民総ぐ

るみの運動の一環として、
○病院、薬局等の医療現場
○制度・仕組みづくりを行う行政
○違法行為を取り締まる司法機関
が、共通認識の下、それぞれの立場で努力し、実
現できることから実践していくことが必要である。

〈参考メモ〉

～薬局（薬剤師）の皆様へ期待すること

不正な“多重受診”・“多量処方”（販売目的で
向精神薬等を入手）を防止するために、次のよう
な取組を期待します。
①　偽造処方せんの防止
多種多様な処方せんが持ち込まれることと

「向精神薬等密売を目的とした多重受診」対策に関する検討会
上記の検討会が、平成17年３月15日（火）14：00より、広島南警察署で開催されました。事件の内容

について警察から以下の資料が提供されましたので、中国新聞の記事と併せて掲載いたします。

インターネット利用による向精神薬等密売事件について

広島県警察本部生活安全部銃器薬物対策課、広島南警察署
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思いますが、
¡記載文字の異常（筆跡の違い、字体の
違い）

¡医師印の印影（不鮮明、にじみ、カラー
コピー）

等をできるだけチェックし、場合によっては
医師等に直接確認するなど、偽造処方せんの
発見に努めていただきたいと思います。
もし発見された場合は、最寄りの警察署又

は県薬務室まで通報願います。
② 不正な“多重受診”・“多量処方”の防止
処方せんに基づくことから、不正な“多重

受診”・“多量処方”の見分けは難しいと
思いますが、

¡「おくすり手帳」の交付を勧める
¡処方せん受付時に不備、不明な点があっ

た場合は、「保険証」の提示を求める
¡“他に受け取った薬がないか”等、簡単
な質問をする

¡大量・頻繁な処方について、メモを残し
継続的にチェックする

¡複数店舗を有する場合、店舗間で情報を
共有する

¡処方せん作成病院が遠方の場合、理由を
質問したり病院等へ問い合わせをする

¡場合により、行政に参考として情報提供
する

等していただき、悪意の被処方者に対して
“不正行為が出来ない”と思わせる姿勢に努
めていただきたいと思います。

中国新聞社提供／中国新聞平成17年３月16日朝刊
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健康日本21策定後の見直し、市町村合併が進展
する中、16年度の事業報告と決算、17年度の事業
計画案、規約について委員会が開催され、議決さ
れましたので報告します。

平成16年度事業報告
Ⅰ　基本方針

人口の急速な高齢化とともに、生活環境の変化、
これに伴うライフスタイルの変化等により、疾病
全体に占めるがん、心臓病、脳卒中、糖尿病等の
生活習慣病の割合は増加しており、県民一人ひと
りが健康寿命の延伸を目指して、積極的に健康づ
くりに取り組むことが求められている。
このため、広島県においては、県民が主体的に

取り組める健康づくり運動を総合的に推進するた
めの計画として「健康ひろしま21」が平成14年３
月に策定された。この計画を全県的な取り組みに
発展させ、県民一人ひとりの健康に対する意識の
向上を図るため、９月の健康増進普及月間を中心
に、構成団体が協力して「健康ひろしま21」に関
する普及啓発活動を実施した。
Ⅱ　テーマ

「栄養」、「食生活」、「身体活動・運動」
「たばこ対策」
Ⅲ　事業実施状況

１　健康福祉祭への参画
２ 健康ひろしま21の標語・シンボルマークの
募集・決定

標語「いつも　えがおで　いきいきと」

３　広報活動の実施
①新聞広告による広報活動の実施
②ＰＲグッズ等による広報活動に実施
③協賛、後援等による普及啓発活動の実施
４　健康づくり活動事例集の作成
５　実行委員会等の開催

平成17年度事業計画
Ⅰ　基本方針

16年度と同じ
Ⅱ　事業内容

健康関係の週間・月間を中心に、それぞれの団
体の特色を生かした健康づくりに関する活動及び
普及啓発等を実施する。
＊　世界禁煙デー・禁煙週間

５月31日～６月６日
＊　健康増進普及月間 ９月１日～９月30日
＊　生活習慣病予防週間 ２月１日～２月７日
１　健康づくり活動の実施
①健康福祉祭への参加
②人生はつらつ健康フェスティバルへの参加
③生活習慣病に関する講演会の開催等
２　広報活動の実施
健康関係の週間・月間中に、新聞広告等に

よる普及啓発活動の実施
①「わが街の掲示板（中国新聞）」への広告
による普及啓発
②県ホームページ等による普及啓発
③協賛、後援等による普及啓発活動の実施等
３ 人材の育成
地域の健康づくり活動の情報提供や健康づ

くり活動を推進する「健やかサポーター（仮
称）」の育成

4 実行委員会等の開催
Ⅲ　事業費

2,300,000円〔予定（16年度と同じ）〕

常務理事 増田　和彦

日　時：平成17年3月17日（木）13：30～

場　所：広島県健康福祉センター　中会議室

広島県健康増進普及啓発実行委員会報告

シンボルマーク
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標記の理事会は、３月23日18時30分より、広島
市内のホテルで開催され、地対協会長・広島県医
師会会長碓井静照先生のあいさつの後、報告事項
として、
１）平成16年度圏域地対協研修会について
２）平成16年度各委員会等の事業実施状況につ
いて

３）平成16年度一般会計並びに特別会計収支中
間報告について

４）その他
について、それぞれ報告説明後、了承されました。
続いて、議事として、
第１号議案　平成16年度一般会計並びに特別会

計収支補正予算（案）について
第２号議案　平成17年度事業計画（案）及び委

員会組織（案）並びに年間行事予
定について

第３号議案　平成17年度一般会計並びに特別会
計収支予算（案）について

以上の３案件が提案され、それぞれ説明審議され、
全て原案のとおり可決されました。
なお、平成16年度地対協に薬剤師会から委員が
出ている委員会関係では、
◎緩和ケア推進専門委員会
○事業目的・計画
広島県緩和ケア連絡協議会と連携し、各圏域

の緩和ケア地域連絡協議会との緩和ケアネット
ワークづくりを推進する。また県緩和ケア支援
センターの有効的活用と連携を図る。
○実施要領・検討項目
・地域における緩和ケア実施体制確立に向けた
調査
・在宅緩和ケアの関係職種連携のあり方検討
・緩和ケア医療技術の向上及び普及啓発の研究
・緩和ケア支援センターの有効的活用と連携方
策の検討
○進捗状況および成果
・８／４、３／28

・地域緩和ケア支援連絡協議会事業の課題整理
◎健康食品の正しい知識の普及に関する特別委
員会
○事業目的・計画
・健康食品の市場規模が拡大しているが、薬事

法違反や利用者の健康被害の発生、また購買
形態の多様化によって、被害の拡大防止が困
難である。関係者、県民に正しい認識を普及
啓発させる。
○実施要領・検討項目
・いわゆる健康食品で起きている問題を整理
し、共通認識をはかる
・医療関係者用の啓発資料作成
・県民公開講座
○進捗状況および成果
・６／24、９／25、11／26、２／14

・共通認識を得るために医療関係者の研修会
開催
・「医薬品と健康食品の相互作用等の情報案」
について作成協議、印刷準備中

◎健康づくり専門委員会
○事業目的・計画
「健康ひろしま21」および市町村が行う健康

づくり事業の推進に関する評価、助言・支援等
のあり方を検討
○実施要領・検討項目
テーマ「たばこ」と「健康ひろしま21」の効

果的、実質的な広報、普及啓発を実施、実施に
取り組む。
○進捗状況および成果
・６／４、７／16、小委員会：11／22

・「健康ひろしま21」を普及啓発するための広
告手段を検討
・事例集作成、講演会講師データベース作成を
検討中
・市町村が実施している健康づくり事業の調査
を実施

また、平成17年度地対協の薬剤師会関係委員会
では
◎緩和ケア推進専門委員会
◎健康食品の正しい知識の普及に関する特別委員
会、等引き続き事業が行われます。
特別講演として広島大学大学院医歯薬学総合研
究科　耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学教授　夜陣
紘治先生が「人の聴覚について」と題して、新生
児、乳幼児、老人の聴覚障害（難聴）について講
演されました。

副会長 森井　紀夫

日　時：平成17年3月23日（水）18：30～

場　所：広島全日空ホテル

平成16年度第2回広島県地域保健対策協議会定例理事会
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日　時：平成17年3月24日（木）19：00～

場　所：広島県薬事衛生会館

出席者：広島県福祉保健部薬務室　黐池　　　　（敬称略）

広島県薬剤師会　有村、村上、宗

平成17年度広島県地域保健対策協議会のモデル
事業「在宅服薬管理ステーション」と「在宅服薬
管理指導員」による在宅服薬管理対応チャート及
びマニュアル、受付手順、報告様式、対外広告、
運用方法、研修会日程等について協議されたので
以下に報告する。

１．受付手順

有村先生、村上先生による作成案２件（在宅
服薬管理対応チャート）について協議、ステー
ションから指導員への流れ、依頼者との連絡調
整・訪問・報告書の作成までの流れ、指導員派
遣不能時の対応について協議。

２．報　　酬

１月１件１患者あたり5,000円程度ではどう
か（初回レポート、報告書提出まで）

３．報告様式

在宅患者・訪問薬剤管理・指導簿をアレン
ジ、受付日、患者名、生年月日、性別、訪問薬
剤師名、服薬状況、保管状況、食事、排出、睡
眠、管理指導事項の項目を盛り込み作成予定。

４．指導員への依頼文

研修会までに作成、配布説明

５．対外広告

３月23日中国新聞へ掲載した在宅訪問薬剤師
の紹介広告「自宅で悩んでいませんか？薬局・
薬剤師にご相談下さい！」に引き続き予算化ポ
スター、ＩＤカード（写真、名前、身分証明と
なりえるもの）の作成

６．支部対応

あらかじめ内諾をいただいた支部推薦薬局を
紹介、ステーションから推薦薬局へ依頼、報告
書提出までの流れを調整。

７．研修会

４月17日（日）登録指導員を集めての第2回
目の研修会を予定、初回レポート（アセスメン
ト表）薬局用マニュアルを作成検討

８．まちかど相談との連携

継続して行う。薬局用ステッカー（Ｈ17年度
モデル事業在宅服薬管理指導薬局）の作成

在宅服薬管理対策特別委員会報告

常務理事　宗　文彦
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新潟県中越地震義援金について
新潟県中越地震の災害義援金について

は、会員皆様から温かいご協力を賜り衷
心から感謝申し上げます。
会誌１月号（No.195）にて、中国新聞

社会事業団へ寄託の状況をご報告いたし
ましたが、その後に届きました義援金を
日本赤十字社本社新潟県中越地震災害義
援金の方へ次のとおり寄託いたしました
のでご報告いたします。

記

平成16年12月27日 43,465円
平成17年４月11日 5,687円

fffffffffffffffffffff
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平成16年度 社会保険指導者研修会

日時：平成17年３月25日（金）10：00～
場所：中央合同庁舎第５号館（厚生労働省）講堂

（１）最近の保険行政の動向について
（２）平成16年度社会保険診療報酬等の改定及び
最近の動向について

（３）平成16年度における指導監査の結果について

診療報酬体制については、
①医療技術の適正な評価
②医療機関の機能等を適切に反映した総合的
な評価
③患者の視点の重視等の基本的な考え方に
立って見直しを進める

旨の説明がありました。薬局においては医薬品の
適正使用の観点から、情報提供や患者の服薬管理
の適正な推進等保険薬局の役割を踏まえた評価を
進めることとなります。
また、平成16年度における指導監査の結果はこ

の報告の最後に掲載します。

平成16年度 医薬分業指導者協議会

日時：平成17年３月25日（金）13：00～
場所：中央合同庁舎第５号館（厚生労働省）講堂
議題：医薬分業の進展と今後の薬剤師について

【１】医薬分業の推進施策について
（１）薬局機能評価の検討結果及び今後の展開
①平成14～15年度薬局機能評価検討事業結
果について

②平成16～１８年度薬局機能評価制度導入
整備事業について

（２）かかりつけ薬局としての取組みについて
①伊奈オリーブ薬局
②長野薬局

（３）日本薬剤師会の課題と取組みについて
【２】薬学教育６年制について
（１）薬学教育６年制をめぐる動きについて
（２）薬学教育６年制時代を迎えて医薬分業は
どうあるべきか？

（３）実務実習の充実について
①実務実習指導薬剤師の養成について
②薬局実習について
③病院実習について

【３】薬剤師に対する期待と厚生労働省の今後の
施策

薬局機能評価制度導入整備事業について、これ
までの経過及びこれからの展開について説明があ
りました。
薬学教育６年制については、制度見直しのポイ
ントとして学校教育法の改正（文部科学省）、薬
剤師法の改正（厚生労働省）について説明があり
ました。
６年制の導入に伴い薬局実務実習が約2.5ヶ月

となり、約7,000名の「認定実務実習指導薬剤師」
を養成し認定しておく必要があること。また、認
定実務実習指導薬剤師の要件についての説明等が
ありました。
学生実務実習の受け入れ、認定実務実習指導薬
剤師への志願、卒後研修の受け入れについて今後
とも会員のみなさんのご協力をお願いすることと
なります。

常務理事 野村　祐仁

平成16年度社会保険指導者研修会･医薬分業指導者協議会･
全国医薬分業担当者会議

毎年３月に開催される上記３つの会議に、今回は若手（？）が行って来いということで、初めて田口県
薬常務理事と私が参加し、前田県薬会長も日薬の理事として参加されました。
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薬剤師に対する期待として、
①十分な服薬指導
②医療関係者とのコミュニケーション
③薬物治療計画への貢献
④安全対策（薬歴管理／薬剤管理）
⑤患者自己負担への配慮
⑥問題発見→解決→学会等への発表

等の医療の担い手としての責任感＝研鑽努力が挙
げられ、副作用報告も積極的に行って欲しい要望
も挙がっていました。
平成17年度は診療報酬等の大きな改正もなく、

異例の質疑が一つもでず１日目は終了しました。

平成16年度　医薬分業担当者会議
―薬剤師業務の向上を目指して―

日時：平成17年３月26日（土）10：00～
場所：ホテルはあといん乃木坂　フルールの間

（１）薬局・薬剤師を巡る最近の動向について
①薬学教育６年制決定後の動き（日薬誌Ｈ
17.３月号Ｐ５参照）
②平成17年度医薬分業推進関係予算案の概
要
③規制改革について
2004年度版「消費者に対する今後の薬局・
薬剤師の行動計画（「行動計画2004」）」
（http: / /www.nichiyaku.or . jp /contents /
kiseikanwa/n040916.html）や、消費者アン
ケート調査等、これまでの報告と、これか
らも継続して対応していく旨の話がありま
した。
国民･患者から寄せられた意見･苦情など
（平成16年度）の資料掲載もあり、http://
www.nichiyaku.or.jp/member/minfo05/n05040
6.pdで閲覧できます。

（２）個人情報保護法完全施行への対応について
｢医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイドライン｣は日薬誌
Ｈ17.２月号Ｐ47に掲載されております。
また、個人情報保護法の施行に係る薬局向け
Ｑ＆Ａについてはhttp://www.nichiyaku.or.jp/
member/kojin/default.htmlで閲覧できます。

（３）薬局機能評価制度導入整備事業の実施につ
いて
これまでの事業報告とこれからの展開方法に

ついての話があり、引き続き会員皆さんのご協
力をよろしくお願いいたします。

（４）調剤事故防止関連事業について
インシデント事例の収集･分析結果より調剤

経験年数１～３年の者がミスを起こす傾向が高
いことが明らかになっており、「新任薬剤師の
ための調剤事故防止テキスト」を作成したこ
となどの報告がありました。

（５）介護保険法の改正について
健康介護まちかど相談薬局事業を含む法改正

の主な内容の説明がありました。
（６）協議

最後に「薬剤師業務の向上のために何をすべ
きか」をテーマに協議が行われ活発な意見交換
があり、二日間の日程を終了しました。

平成16年度特定共同指導等における主な指摘事項
医科・特定共同指導（薬剤部における指摘事項）

１．院内感染防止対策（院内感染防止対策委員会
に薬剤部門の責任者が含まれるため）
○院内感染防止対策委員会のメンバーに院長、
看護部長が入っていない
○院内感染防止対策委員会の設置はされている
が月1回程度定期的に開催されていない
○院内感染防止対策について、病棟における手
指消毒など、院内感染対策に係る周知、励行
について、病院管理者はじめ病院全職員及び
患者のほか、面会者に対してポスター、お知
らせ等で充実を図ること
○各病室の入口に消毒液を設置しているが、院
内感染防止対策の趣旨を理解し、職員及び患
者の家族、面会者など職員以外についても、
病室に入る際には手指消毒を徹底すること
○各病室に水道または消毒液を設置している
が、空の容器が散見される
○汚染された寝具が、医療機材庫に置かれてお
り、衛生管理上不適切である。院内感染防止
対策の趣旨を理解し、清潔、不潔の区分を明
確にすること
○「感染情報レポート」が週1回程度作成され
ていないので、作成すること

http://www.nichiyaku.or.jp/member/minfo05/n05040
http://www.nichiyaku.or.jp/member/minfo05/n05040
http://www.nichiyaku.or.jp
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２．特定薬剤治療管理料
○薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に
記載していない
○算定要件を満たしていない患者で算定して
いる

３．薬剤管理指導料
○薬剤管理指導料を算定するにあたっての算定
要件を十分に理解するとともに、薬剤管理指
導記録及び薬剤管理指導業務のあり方を根本
的に改めること
○薬学的管理の立場から患者管理及び指導を行
うに当たり、担当薬剤師による患者の基礎情
報収集、処方内容の情報収集及び整理が不十
分である。薬物療法において、有効性及び安
全性の両面から、管理・指導を行うには、当
該情報の収集及び整理が非常に重要であるこ
とを再認識すること
○医師の同意を得るための連絡及び確認体制を
改善すること
○薬剤管理指導記録に必要事項の記載が不十分
である
・投与・注射歴の記載がない
・副作用歴、アレルギー歴等の基本情報の記
載がない
・指導を行った薬剤師の署名又は捺印がない
○記録内容が、薬の服用方法・処方の変更・服
薬に関する注意事項等に限定されており、薬
学的管理に係る事項の記録が不十分である
○薬学的管理の立場からの分析・検討が不十分
である
○薬剤管理指導を行った結果、担当薬剤師は必
要に応じ、その要点を文書で医師（主治医）
に提供すること。さらに、提供及び情報を共
有出来る体制を検討すること
○当該患者に投薬された医薬品について、担当
薬剤師が医薬品緊急安全性情報等を知ったと
きは、主治医に対して速やかに文書で情報提
供を行うこと
○医薬品緊急安全性情報等の文書保存と速やか
な提供方法について、体制を整備すること
○記録の書式、保管方法を改善すること。さら
に、中央病歴管理室も薬剤管理指導記録の保
管状況を把握すること
○電子媒体のみで記録を保存する場合におい

て、真正性を確保できない場合は、紙媒体を
用いて保存すること
○電子システムにあっては、薬剤管理指導料の
算定要件を意識した仕様に早急に改めること
○その他
・判読困難な記録がある
・修正液、塗りつぶし及び上書きにより訂正
している
・鉛筆による記載がある
・薬剤管理指導の実施日と異なる日付で算定
している
・算定する日の間隔が６日以上となってい
ない
・算定にあたり、薬剤部と請求部門の連絡を
密にすること

３－１．退院時服薬指導加算
○退院時服薬指導加算を算定する場合において
は、薬剤管理指導料の算定において、患者の
基礎的情報の収集と薬学的管理の立場からの
評価、確認を十分に行うこと
○薬剤管理指導における管理及び指導が不十分
な患者に対して算定している
○一度の指導で薬剤管理指導料と退院時服薬指
導加算を同時に算定している例があるが、薬
剤管理指導料の算定要件を満たしていない
○算定要件を満たしていない
・入院中における指導内容、薬剤情報、退院
後の外来診療に基づく投薬又は保険薬局で
の調剤に必要な情報について、患者に文書
で提供していない
・患者に提供した文書の写しを薬剤管理指導
記録に添付していない
・患者に提供した文書（入院中における指導
内容の記載と薬剤情報）の内容が、薬剤管
理指導記録と異なる
・退院していない患者を算定している

３－２．麻薬管理指導加算
○薬剤管理指導における管理及び指導が不十分
な患者に対して算定している
○算定要件を満たしていない
・麻薬の服薬状況、疼痛緩和の状況等麻薬に
係る薬学的管理内容の記載が不十分である
・麻薬に係る患者への指導及び患者からの相
談事項が不十分である
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・その他麻薬に係る事項が不十分である
○麻薬管理指導加算を退院時服薬指導加算とし
て算定している

４．薬剤情報提供料
○算定するにあたり、処方の都度、主治医が提
供の必要性を判断すること
○提供した文書に、用法・副作用・相互作用
に関する情報がない、もしくは不十分な例
がある
○複数の効能又は効果を有する薬剤について、
個々の患者の病状に応じた情報を提供してい
ない
○薬剤情報を提供した旨を診療録に記載してい
ない
○その他
・薬剤情報の内容を精査すること
・オーダリングシステム上、常時「提供する」
になっているので、提供の有無について選
択できるよう検討すること

５．投薬
○院外処方せん及び院内外来処方せんで、投与
期間に上限が設けられている医薬品であるに
もかかわらず、１回につき定められた日数分
以上投与している例（いわゆる倍量処方）が
ある（向精神薬、ロヒプノール、ハルシオン、
マイスリー、ユーロジン、サイレース、レン
ドルミン等）
○オーダリングシステムにおいて、用法外使用、
禁忌投与及び過量投与についての警告表示機
能が不十分なので改善すること
○院外処方せんの取扱いが不適切である
・処方せんを発行する際に、処方医自身が処
方せんに押印していない
・「医師の指示通り」については具体的な指
示に改めること
・処方中に不適切な文言が認められるので改
めること（「倍量処方」、「糖」）
・いわゆる倍量処方と疑われる処方内容が
ある
・14日を越えて投与できない新医薬品を、い
わゆる倍量処方として投与している

６．請求事務等に係る事項
○使用した薬剤を適切な区分で請求していない
・エスポー皮下用2400は手術で算定すること

○その他
・包括評価において、包括されるべき薬剤を
出来高で算定している
・院外処方せんの交付に際し、患者誘導と思
われる掲示及び特定の保険薬局（門前薬局）
の地図を指示している
・院外処方せんを受入れる薬局の情報につい
て、薬剤師会会員の薬局のみならず、非会
員の薬局の情報も提供できる体制を整備す
ること
・院外処方せんの交付を行っている患者に老
人薬剤情報提供料を算定している

７．特定療養費（医薬品の治験）
○治験実施期間中に行われた、検査・画像診断
を請求している
○治験実施期間中に、治験薬の予定されている
効能又は効果を有する医薬品を請求している
○「治験実施期間」の理解が誤っている
○請求部門と治験管理部門の密な連携を図る
こと
○レセプトに添付する治験概要の治験実施期間
の記載が誤っている
○レセプトヘの記載が要件どおりに行われてい
ない（薬治、および検査画像診断の実施日の
記載がない）

薬局・特定共同指導／共同指導

１．事務的事項
（１）届出事項
届出事項に変更があった場合は、その都度

速やかに地方社会保険事務局長あてに変更・
異動届を提出すること。
○保険薬剤師の異動
○保険薬剤師の変更（非常勤⇔常勤）
○開設者の変更（異動）
○保険薬剤師の氏名の変更
○開局時間、休日の変更
（２）掲示事項
保険薬局の掲示事項に関して、次の掲示が

されていないので早急に改善すること。
○「保険薬局」の文字の掲示
○保険薬局の掲示事項に関して、患者から見
やすい位置に掲示するよう検討すること
・薬剤服用歴管理・指導料
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・基準調剤加算1

・在宅患者訪問薬剤管理指導料
○開局時間に関する事項
・届出と異なる開局時間の掲示がされて
いる

○保険医療機関内に設置しているＦＡＸの利
用を勧める掲示があったが、誘導ととられ
かねないので表現を工夫すること

（３）一部負担金
一部負担金の徴収に次のような問題が認め

られたので早急に改善すること。
○一部負担金を徴収していない
○一部負担金の計算誤り、徴収誤りがある
（４）薬局の管理等
薬局の管理等に次のような問題が認められ

たので早急に改善すること。
○管理薬剤師が開設者に保健衛生上支障を生
ずるおそれがないよう必要な意見を述べる
ことを怠っている
○開設者は管理薬剤師の意見を十分に尊重す
ること

（５）保険薬局の運営
保険薬局の運営に次のような問題が認めら

れたので改善すること。
○薬剤師の資格を有しないものが調剤してい
る場合がある（計数調剤）ので、調剤の流
れを整備すること
○薬剤師以外のものが処方せんのチェックを
行っている疑いがあるので、処方せんにお
ける処方欄の薬学的確認は薬剤師が行う
こと
○勤務表上出勤となっていない薬剤師が調
剤・指導等を行っていた日が確認されたの
で、事実関係を早急に確認の上、文書にて
社会保険事務局に報告すること

（６）保険薬局の独立性
保険薬局の独立性に関し「保険薬局及び保

険薬剤師療養担当規則（薬担規則）」第2条の
3の規定等に違反していると疑われる例が認
められるので、早急に改善を図ること。
―構造面―
○保険医療機関と、駐車場が共有されている
○保険医療機関から保険薬局へいわゆる公道
を通らずに行き来できる（フェンスの区切

りが不十分である）
―機能面―
○患者の誘導が行われている
○特定の保険医療機関に調剤済の薬剤を運
び、薬剤服用歴管理・指導を行っている
○特定の保険医療機関へ医薬品の譲渡が慣例
として行われている
○約束処方、略名が認められる
（７）その他
○支払基金からの増減点連絡票の内容を、以
後の調剤に反映すること
○日計表について、患者毎の内訳を出力、点
検又は把握をしていない
○資格関係の返戻が認められることから、処
方せんまたは被保険者証により確認に努め
ること

２．調剤と調剤技術料
（１）処方せんの受付
処方せんの受付に次のような問題が認めら
れた。
○患者又はその直接の看護人以外のものが持
参した処方せんに基づき調剤を行っている
○調剤した薬剤の宅配方法に問題が認められ
た（FAXによる処方せんに基づき調剤して、
保険医療機関にいる患者に配達している）
○保険薬剤師が、ＦＡＸによって電送された
ものと患者が持参した処方せん原本が同一
であることを確認せず調剤して投薬して
いる

（２）不備な処方せん
受付た処方せんに、不備があるにもかかわ
らずそのまま調剤している例が認められた。
処方せんの受付にあたっては不備な点がない
かどうか必ず確認するとともに、必要に応じ
て積極的に処方医等に連絡・確認を行うこと。
○処方医の記名押印又は署名がないもの
○処方医の署名が判読できないもの
○医薬品の規格単位等が示されていないもの
（漢方薬の会社名）
○用法・用量の指示等の記載が不完全である
もの（アイビナール、ザジテン点眼液、ヒ
ルドイド、キンダベート軟膏、パルミコー
ト、メプチンエアー、ベナパスタ、ラキソ
ベロン、イソジンガーグル、インタール吸
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入液、フルタイドエアー、イドメシン
コーワ、ペンフィルＮ・30Ｒ、ナパゲル
ンローション、フルナーゼ、フルメトロン、
レスタミンコーワ、サルタノールインヘ
ラー、ヒアレイン、マイティア、モーラス、
デスモプレシン点鼻液、クロマイＰ軟膏、
グロウジェクトＢＣ、ノボリン30Ｒ、ＭＳ
冷シップ、リンデロンＶＧ軟膏、プロスタン
ディン軟膏、ヘルッアＳ、ボルタレンゲル）
○約束処方、略号等による処方が行われてい
るもの（ファンギゾン含嗽水、ツムラ－9、
P－cold、オイラックスメントール、レス
タミンメントール）
○訂正の経緯が明らかでないもの（錠剤の変
更が不明である）
○意味不明な指示のまま調剤しているもの
（アサ後、ユウ後、ス、ネ）

（３）処方内容に対する連絡・確認
薬学的に問題が疑われるにもかかわらず、

処方医への疑義照会が行われていない次のよ
うな例が認められた。疑わしい点がある場合
には処方医に積極的に疑義照会を行い、疑義
照会した内容と処方医の返答内容については
その要点を調剤録等に必ず記録すること。
○薬事法による承認内容と異なる用法・用量
で処方されているもの（ナウゼリン、アダ
ラートＣＲ・Ｌ、テオドール、テオロング、
ユニフィル、アイトロール、フランドル、
デパケンＲ、セレニカＲ、エパデール、漢
方薬、リポバス、ロレルコ、ローコール、
リピトール、ＭＳコンチン、カルデナリン、
レニベース、アマリール、ノルバスク、ア
ムロジン、セロケン、ユベラN、アルファ
ロール、アレビアチン、カリクレイン、コ
レバイン、クレメジン、アロシトール、ベ
プシド、サイトテック、ジルテック、キネ
ダック、ベイスン、グルコバイ、ファス
ティック、ペリシッド、ザジテン、アル
ロイドＧ、シングレア、バップフォー、バ
ファリン、ワーファリン、バイアスピリン、
ミカルディス、ブロプレス、ガスター、パ
ルミコート、ディオバン、アレロック、タ
ケプロン、オメプラール、ソロン、リスパ
ダール、テグレトール、イトリゾール、ヘ

ルベッサー、カルタン、サンリズム、パン
スポリンＴ、アイピーディ、リマクタン、
タンボコール、クラビット、ガスポート）
○薬事法による承認内容と異なる適応症への
使用が疑われるもの（炭カル錠、沈降炭酸
カルシウム、イノリン、ゾビラックス眼軟
膏、Ｄ－ソルビトール、コルヒチン、クラ
リス、ビオフェルミンＲ、ラックビーＲ、
レベフェン、乳酸カルシウム、レベニン）
○過量投与されているもの、または疑われる
もの（高齢者にハルシオン錠0.25mg、ノ
ルバスク）
○重複投薬・不必要と思われる多剤併用が認
められるもの（レンドルミンとマイスリー、
アローゼンとチネラック、アモバンとロ
ヒプノールとレンドルミン、オメプラール
とランサップ）
○禁忌例への使用が薬剤の処方内容より疑わ
れるもの（消化性潰瘍の患者にロキソニ
ン・ボルタレン・ポンタール・バイアスピ
リン・ワーファリン）（前立腺肥大の患者
にルジオミール・カフコデＮ・ゼスラン・
ポララミン・トランコロン）（うっ血性心
不全の患者にプレタール・テノーミン・リ
スモダン・ワソラン・メインテート・サン
リズム・ヘルベッサー）（虚血性心疾患の
患者にエシドライ・カドラール）（緑内障
の患者にメイラックス）（透析の患者にア
ルサルミン）（腎障害の患者にユリノーム）
（肝障害の患者にウロリープ・小柴胡湯）
（アスピリン喘息の患者にモーラス）
○相互作用（併用禁忌）があるもの（アスベ
リンシロップとアクディームシロップ）
○投与期間の上限が設けられている医薬品が
その上限を超えて投薬されているもの（い
わゆる倍量処方）（ハルシオン、ワイパッ
クス、レンドルミン、グッドミン、ユーロ
ジン、ロヒプノール、マイスリー）
○漫然と長期に渡り処方されている医薬品が
あるもの（サアミオン・セロクラールの12

週を越える投与）（ゾビラックスの５日間
を越える投与）（ガスモチン、メチコバール）
○投与日数が重複していると疑われるもの
（28日分処方した後、14日後に前回と同じ
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内容の処方せんが発行されている）
（４）調剤内容
○受付た処方せんを見ずに、薬歴に基づき調
剤の一部を行っているため、早急に改善す
ること

（５）処方変更
○薬剤の変更・追加、用法・用量の変更につ
いて処方医の同意を得ていない
○処方の変更や訂正の経緯を処方せん、調剤
録および薬剤服用歴管理・指導記録に記載
されていない
○処方せんを再発行している疑いがある
（６）調剤済みの処方せん
○調剤済みとなった場合に（又は調剤済とな
らなかった場合）に処方せんに記載すべき
事項の一部が記載されていない
・調剤済みの旨
・調剤年月日
・保険薬局の名称及び所在地
・保険薬剤師の記名押印又は署名
○管理薬剤師・開設者が代表して記名・押印
又は署名を行っている

（７）調剤録の記載
○調剤録に必要な事項が記載されていない
・調剤した薬剤師の氏名
・処方せんに記載された医薬品を変更して
調剤した場合の変更の内容及び医師等に
疑わしい点を確かめた場合の回答の内容
・用量、既調剤量、使用期間
○調剤した薬剤師の氏名の記録を代表者が一
括して行っている
○調剤した薬剤師の氏名が、2名記入されて
いるため責任の所在が不明である
○訂正の方法が適切でない（訂正は訂正事項
を塗りつぶすことなく、訂正事項が事後に
明確であるように行うこと）
・二本線で抹消し押印すること
・修正液の使用
・上から紙の貼付
○処方せんの裏面を調剤録として使用する場
合はのり付けを行うこと

（８）調剤録の電子保存
○電子媒体のみを用いて保存されているが、
記録されている情報につき真正性・見読

性・保存性が確保されているとはいいが
たい
○書面にて保存するとともに、早急にシステ
ムの改善を図ること
○「診療録等の電子媒体による保存について
（平11.４.22健政発第517号・医薬発第587

号・保発第82号）」の通知を十分に理解し、
今後の業務に反映させること

（９）処方せんおよび調剤録の保存
○処方せんおよび調剤録はその完結の日から
３年間、当該薬局に保存すること

（10）調剤技術料
調剤技術料の請求に不適切な例が認められ
た。調剤技術料の算定要件を十分に理解し適
切に請求すること。
○調剤基本料の区分が不適切である
・（Ⅰa）→（Ⅱa）
○調剤料の算定が誤っている（頓服→内服薬）
○一包化薬の算定が誤っている
・治療上の必要性が乏しいと思われる患者
において算定している
・錠剤と散剤が同時に処方されている場合
に、錠剤と散剤を一包化していない（錠
剤と散剤を別包とする理由が、服薬にお
ける安全性の確保の観点等ではない）
・服用時点の異なる2種類以上の内服用固
形剤が処方されていない
・薬剤師が一包化の必要性を認めた場合に
必要な事項が調剤録等に記載されていな
い（一包化の理由）
・吸湿性が疑われるものを一包化している
・不適切な一包化がある（口腔内崩壊錠）
・嚥下困難者用製剤加算との重複算定をし
ている
・一包化薬と別に調剤料を算定している
○基準調剤加算の算定が誤っている
・緊急時等の開局時間以外の時間における
調剤に対応できる体制が整備されてい
ない
・調剤従事者等の資質向上を図るため研修
会の実施・出席を積極的に行っていない。
また、実施計画書が作成されていない
・医薬品緊急安全性情報、医薬品等安全性
情報等を随時提供できるよう、情報の整
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理を行っていない。また、情報収集に積
極性がない

○自家製剤加算の算定が誤っている
・計量混合加算として算定すべき
・割線がない錠剤を半錠にして算定して
いる

○計量混合調剤加算の算定が誤っている
・算定対象の処方内容ではない（乳糖の
賦形）
・分包品を使用している

３．患者指導
（１）薬剤服用歴管理・指導料（薬歴簿）
薬剤服用歴管理・指導料の算定に当たり次
のような問題が認められたので、早急に改善
すること。
○処方内容の十分なチェックや患者への充実
した薬剤服用歴管理・指導を行うために、
薬剤服用歴管理・指導記録を、処方せん受
付から調剤、監査、服薬指導、投薬の各時
点において活用すること
―記録内容―
○患者情報の記録が不十分、不適切である
（具体性に欠ける）
・アレルギー歴・副作用歴
○調剤についての記録が適切に行われてい
ない
・処方内容に関する照会の要点等
○その他（全般的に以下の情報収集が不十分）
・患者又はその家族等からの相談事項の
要点
・服薬状況
・患者の服薬中の体調の変化
・併用薬（ＯＴＣを含む）の情報
・合併症の情報（既往歴）
・他科受診の有無
・副作用が疑われる症状の有無
―記録方法及び書式―
○薬剤師でないものが、事前に指導の記録を
行っている例が認められた。薬剤師が実際
に指導を行った上で算定することとし、指
導の記録も薬剤師が実際に行った行為につ
いて薬剤師が行うこと
○実際に指導を行った薬剤師の氏名を記載す
ること

○活用できる薬剤服用歴管理・指導記録を作
成するためにその書式、作成方法に工夫す
ること
○原本を特定すること
○何時、誰が聴取し記録したのかが不明でか
つ時系列に記録されていない
○継続的薬剤服用歴管理・指導において新た
な患者情報の収集があった際には特記事項
として薬剤服用歴管理・指導記録の表紙に
追記すること
○チェックの記入方法が不適切である
○薬剤服用歴管理・指導記録への記録方法が
適切に行われていない
・判読不可能である
・鉛筆で記載
・指導の内容が記号化（do等）
・メモ等を付箋で貼りつけている
○訂正の方法が適切でない（訂正は訂正事項
を塗りつぶすことなく、訂正事項が事後に
明確であるように行うこと）
・二本線で抹消すること
・修正液の使用
・塗りつぶし
・文字の上書き
・紙の上貼り
―管理―
○同一患者についての全ての記録が必要に応
じて直ちに参照できる保存・管理体制に
なっていない
○電子媒体のみを用いて保存されているが、
記録されている情報につき真正性・見読
性・保存性が確保されているとはいいがた
い。書面にて保存するとともに、早急にシ
ステムの改善を図ること。また、過去の紙
媒体の指導記録も参考にすること
―その他―
○現地視察において、患者に対する実際の指
導等を確認したところ、電子媒体保存の過
去の指導記録画面を確認せず、指導を行っ
ていた
○機械的に一律算定されている（自動算定）
（２）特別指導加算
特別指導加算の算定において次のような問

題が認められた。特別指導加算の算定に当
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たっては、薬剤服用歴管理・指導における患
者の基礎的情報の収集・整理が十分になされ
ている必要があり、さらに当該情報を材料と
した薬学的立場からの分析・検討が不可欠で
ある点に注意すること。
○収集した患者情報をもとに分析・検討を
行った結果の記録がない
○指導事項の具体的な内容（指導の要点）の
記録が不十分である（具体性に欠ける）
○患者情報を材料として、薬剤師が薬学的知
識に基づき分析を行い薬剤の適正使用のた
めの指導を行っていない
○患者指導において、薬学的な知識が生かさ
れていない
○現地視察において、患者に適切な説明がな
されていないものがあった
○指導内容が少なくとも1月に1回、過去の薬
剤服用歴の記録を参考に見直されていない
（見直された記録が明確でない）
○機械的に一律算定されている（自動算定）
（３）麻薬管理指導加算
○指導の要点が、薬剤服用歴管理・指導記録
に記載されていない

（４）薬剤情報提供料
薬剤情報提供に次のような問題が認められ

たので、算定要件を十分に理解し適切に行う
こと。
○手帳に下記事項を記録する欄がない
・連絡先等
・患者のアレルギー歴、副作用歴等
・患者の主な既往歴等
○文書に下記事項が記録されていない
・形状（色、剤型等）
・一日用量
・副作用
・相互作用
○文書に処方されたすべての薬剤について情
報提供をしていない
○情報提供の内容が適切でない（抗悪性腫瘍
剤、複数の異なる薬効を有する薬剤）
○一部の情報提供を付箋で行っている
○情報提供の必要性の有無を考慮していない
（手帳を忘れた場合の対応について、適切
に対応すること。薬剤名を印字したシール

を渡すのみでは算定不可である）
○薬剤情報提供料2の算定につき、処方の変
更がなされていないにもかかわらず、1月
に２回以上算定されている
○機械的に一律算定されている（自動算定）
（５）長期投薬情報提供料１

長期投薬情報提供料1に次のような問題が
認められた。
○患者又はその家族等の同意を文書により得
ていない
○同意文書が保存されていない
○服薬期間中に知り得た新たな重要な情報を
提供していない（パナルジン等）

（６）在宅患者訪問薬剤管理指導
在宅患者訪問薬剤管理指導の指導内容に次
のような問題が認められたので、算定要件を
十分に理解し適切に行うこと。
○医師の指示がないにもかかわらず算定され
ている疑いがあるので、早急に改善する
こと

４．調剤報酬の請求
（１）明細書の記載方法
調剤報酬明細書の記載方法に誤りが認めら
れたので、記載要領を十分に理解すること。
○処方せんの用法・用量と異なる内容を記載
している
○剤数の扱いに誤りがある
（２）その他
○保険薬剤師は、必ず処方せん、調剤録、レ
セプトとの突合チェックを十分に行うこと
○健康保険法をはじめとする薬剤師法、薬事
法、医療法等関係法令に関する理解が不十
分である
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今回研修に参加して率直に感じ
たこと、それは「今の私のレベル
では学生さんに笑われてしまう。
そして国を挙げて薬剤師のレベル
をアップさせようとする動きに、

うかうかしていると取り残されてしまう」という
危機感です。
私が勤めている薬局では日曜日に福山大学の院

生がバイトに来てくれています。これまで何人か
の院生が入れ替わり来てくれましたが、どの院生
も礼儀正しく、仕事が的確でそのレベルの高さに
驚かされます。患者さんへの投薬も、親切で安心
して聞いていられます。たまたま良い院生に当
たったのか？それとも先生方の指導が良いのか？
院生の話を聞いていると、どうも私たちが学生
だった頃とは違い実践に即した授業をしていると
いう事、先生方の指導がとても熱心なものだとい
うことが分かりました。
少し話がそれますが、この春高校生になる娘が

塾の先生に進路の希望を聞かれ、自信満々に薬学
部と答えますと、「今薬学部の人気は高く、偏差
値が非常に高くなっています。今年も薬学部を目
指していた人の多くが進路を変えました。薬学部
が無理なので歯学部に変える、そういった状況で
す。頑張れますか？」

今の薬学生でさえ高度だと思うのに、その後
にもっとレベルの高い学生が生まれようとしてい
ます。今回、薬学生の薬局実務実習を受け入れる
指導薬剤師講習会を福山大学の先生方が中心とな
って行われ「こういう事を学生に研修させて欲し
い」と講義を受けましたが、その裏には「これか
らレベルの高い薬剤師が生まれますよ。今薬剤師
として働いている先生方もそれに合わせてレベル
を上げてくださいよ」と言われたように思います。
今回の研修内容、いただいた三冊のテキスト、

日々の仕事にも大いに参考にさせていただき、早
速会社全体のレベル向上のツールとして使わせて
いただきたいと思います。そして私も今の立場に
胡坐をかくことなく、じっくり勉強したいと思い
ます。

福山大学で３月27日に行われ
た薬局実務実習に関する講習会
に参加した。数名のグループ毎
にテーマを割りあてられワーク
ショップを行った。

Ｄグループに与えられたテーマは、
①薬局カウンターで一般用医薬品を学ぶ。
②地域で活躍する薬剤師について学ぶ。
（例えば、かかりつけ薬局・薬剤師、在宅医
療、医療福祉活動、学校薬剤師、街の科学
者としての役わりなど）

以上の到達目標毎に、その学習方法・場所・時
間配分を考えてゆく作業であった。
個人的な話になるが、私は、調剤主体の薬局と
一般薬主体の量販店に勤務したのち、個人で薬局
を開設し、いわゆる相談薬局を目標に薬局製剤の
販売、健康食品の販売も行った。広域病院の院外
処方せん発行を機に、ひとり薬剤師薬局の限界を
痛感し、閉店、現在の会社に勤務することになっ

日　時：平成17年3月27日（日）10：00～

場　所：福山大学

広島県薬剤師会薬局実務実習指導薬剤師講習会報告

「講習会に参加して」

府中支部　内海　美保

「遠い道のり」

福山支部　川崎　清美
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た。この間に、ケアマネの資格も取り、介護保険
の認定調査員も経験した。
今回のテーマは、これまでの経験から私には考
え易い内容であると、初めはそう思った。
しかし、すぐにそれは思い違いであったことが
わかる。自分が理解していること、実習生にそれ
を体験・理解させることには、大きな隔たりがあ
るからだ。
イメージできないことの中に、現代の薬学生の
学習内容がある。今さら薬学部に入り直す必要は
ないけれど、大学側からの情報は欠かせない。
また、巾広いテーマを話として聞かせるのでは
なく実際に体験させるためには、ひとつの薬局で
は不可能と思う。地域単位での連携が必要となる
だろう。
来年度入学する６年制の学生が実習を始めるま
でに準備し調整すべきことが、まだ多くありそう
だ。今回の研修で、それが軌道に乗るまでの道の
りがいかに遠いのか、少しだけわかった気がする。
できる限りの協力を惜しむまい。
「遠い道のり」の先に開ける未来を楽しみに待
ちたいものだ。
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「薬局業務運営ガイドライン」についての打合会 アンケートの集計結果

副会長 松下　憲明

広島県薬剤師会では、「薬局業務運営ガイドラ
イン」（管理記録簿に掲載）の見直しを検討して
います。
検討事項等につきまして、広島県福祉保健部薬

務室（薬事グループ）と協議を重ねています。

昨年11月に、アンケート調査を会員薬局の管理
薬剤師の方にお願いいたしました。
今後の検討課題が山積ですが、アンケート結果
の一部をご報告いたします。

１．休日・夜間の対応について（調剤・OTC）
ａ．休日･夜間の連絡先の表示をしていますか
・はい…………………………………450

・いいえ………………………………599

ｂ．「ａ」で「はい」と答えた方、下記のいずれかの
ものですか
・県薬で作成したもの………………440

・支部で作成したもの ………………57

・独自で作成したもの………………465

ｃ．実際に対応したことがありますか
・ある…………………………………493

・いいえ………………………………732

ｄ．「ｃ」の対応について、「ある」と答えた方、
どのように対応しましたか
・患者に納得のいく対応ができた…409

・後日対応となった …………………74

・近隣の薬局を紹介した ……………14

・その他 ………………………………37

２．訪問薬剤管理指導について（配達のみを除く）
ａ．患家を訪問して服薬指導をしたことが
ありますか
・ある…………………………………362

・ない ………………………………1033

ｂ．「ａ」で「ある」と答えた方、次のどれですか
（複数可）

・患者の希望があったから…………158

・家族やヘルパー等の希望が
あったから ……………………84

・薬局側の考えに基づいて …………99

・医師からの指示があったから……196

ｃ．「ａ」で「ない」と答えた方、次のどれですか
（複数可）

・訪問することが不可能だから……300

一人薬剤師だから…………176

時間的に無理である………135

その他 ………………………59

・患者からの要望もないし、
医師からの指示もないから……724

３．薬剤師と他者（非薬剤師）との区別について
ａ．区別の出来る対応をしていますか
・している …………………………1252

・していない…………………………145

ｂ．「ａ」で「している」と答えた方、どのように
していますか
・ネームプレート着用 ……………1182

・制服で区別してる…………………270

ｃ．「ａ」で「していない」と答えた方、それは
なぜですか
・薬剤師が一人なので

区別の必要がない ……………71

・地域の人に薬剤師は誰か
分かっているから ……………54

・その他 ………………………………24

４．同じ薬剤師が同一患者に対応していますか
・おおむね対応している……………937

・対応していない……………………445

その必要はないと思っている…184
忙しいから…………………164

｛

｛
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講演資料%%ライブラリー

【ＣＤ】

薬事情報事業の一環として、講演などの資料を掲載することとなりました。会員の皆様の講演資料作成
等に役立てていただければと思います。無料でお貸し出しできる物を掲載していますので、各資料で興
味のある方は県薬事務局にご連絡ください。又、新しく入手した資料につきましては、順次掲載します。

題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式
1 スモーキングベイビー（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
2 肺癌（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
3 みみず（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
4 Every cigarette is doing you damage♂（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
5 Every cigarette is doing you damage♀（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
6 小学生向けスライド１（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
7 小学生向けスライド２（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
8 小学生向けスライド３（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
9 キラキラ10／４（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
10 青少年に（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
11 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
12 受動喫煙で血管収縮（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
13 オーストラリアの禁煙CM（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
14 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
15 軽いタバコの嘘（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
16 手遅れ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
17 １年分のタール（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
18 ニコチン依存ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
19 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
20 脳出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
21 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
22 レイン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
23 smoker's face（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
24 コロンビア・ライト（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
25 デビ・オースチン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
26 ユル・ブリンナー（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
27 悪魔のacademy（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
28 眼底出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
29 喫煙サル（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
30 喫煙で能率低下（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
31 低体重ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
32 副流煙とウェイトレス（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
33 好奇心（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
34 禁煙指導用スライド 増田和彦 （パワーポイント）
35 分煙 増田和彦 （パワーポイント）
36 ニコチン依存症 増田和彦 （パワーポイント）
37 薬の基礎知識（一般消費者啓発用） 三次 （パワーポイント）
38 薬物乱用はダメ、ゼッタイ　スターディショップⅡ（指導者用） 呉
39 薬局薬剤師の接遇マニュアル 研修用 平成16年９月（（社）日本薬剤師会） 呉 （パワーポイント）
40 健康くれ21「健康くれ体操」 呉
41 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」 呉

42
GSK e 情報（高尿酸血症用情報・うつ病情報・単純ヘルペスと上手につきあ
う・よりよいぜんそくのコントロール）（グラクソスミスクライン） 府中
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題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式

1
くすりを正しく使って健康ファミリー
“お年寄りとその家族のみなさんへ” 呉 24分

2
あなたの街の保険薬局“処方せんをもらったら”
（（社）日本薬剤師会） 呉

3 「薬の飲み合せ」 呉
4 日常生活と成人病シリーズ 呉 133分
5 お年寄りが薬と上手に付合う方法 呉 15分
6 薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫ　きょうの健康） 呉
7 薬と上手につき合う（ＮＨＫ　きょうの健康） 呉
8 訪問薬剤管理指導の実践（（財）日本薬剤師研修センター） 呉
9 健康くれ21 「健康くれ体操」 呉
10 保険薬局スキルアップシリーズ　スキルアップ　ザ・接遇 府中 20分
11 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　ベーシック編 府中 20分
12 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　アドバンス編 府中 23分
13 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　マスター編 府中 26分
14 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　応用編 府中 21分

15
信頼される薬剤師へ　薬学生の挑戦①　あなたはもっ
ていますか？医療人としてのこころがまえ 府中 20分

16 Ｏ-157腸管感染症　その病態と抗菌薬療法の効果 府中 19分
17 パニック障害の障害と治療 府中 20分
18 小児のための服薬指導 コンプライアンスを高めるために 府中 15分

19
インフルエンザの新しい治療法　インフルエンザにか
かったら 府中 8分

【ビデオ】

★これは！！と思われる資料がありましたら県薬事務局までご連絡ください。
無料で貸し出します。

★また、提供したい資料や、“これ、もっといて”という資料がありましたら
ご連絡ください。お預かりします。
★会員の皆様からの、こんな資料を作って…というご意見にもお答えします。

まずはご連絡を！！！
広島県薬剤師会事務局　電話（０８２）２４６－４３１７

資料を提供していただいた支部担当役員の方、個人の方、感謝の意を込めて掲載させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。（個人名以外は支部名を表示しています。）

題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式
1 薬から高齢者の健康を考える 安佐 テキスト 15ページ
2 薬から高齢者の健康を考えるⅡ 安佐 テキスト 19ページ
3 漢方入門 安佐 テキスト 20ページ
4 薬草と親しむ 安佐 テキスト 31ページ
5 喫煙と健康 得能敬治 テキスト 437ページ
6 薬剤師のためのいざというとき頼りになるこの一冊 府中 書籍 133ページ
7 動き出した医学教育改革　良き臨床医を育てるために 府中 書籍 211ページ
8 心血管系疾患とレニン・アンジオテンシン系 府中 書籍 255ページ
9 臨床医のための処方せんの書きかた（東大医学部薬剤部） 府中 書籍 97ページ
10 アトピー性皮フ炎 府中 冊子 10ページ
11 皮脂欠乏症（乾皮症） 府中 冊子 10ページ

【書籍・冊子・資料】



リースキン　家庭用事業部　広島北営業所 2
リースキン　家庭用事業部　広島西営業所 2
リースキン　家庭用事業部　広島東営業所 2
※500円につき1ポイントです。

くすり・ドラッグ
くるみ薬局　矢野店 1
康仁薬局　八幡東店 1

フラワーショップ
桜井花店　本店 1

家具・寝具
井口家具百貨店 1

交　　　通
八本松タクシー 1
広島第一交通㈱（第一） 1
広島第一交通㈱（平和） 1
広島電鉄　金券取扱窓口
広島電鉄　安佐出張所 ※2
広島電鉄　アルパーク案内所 ※2
広島電鉄　五日市駅 ※2
広島電鉄　熊野出張所 ※2
広島電鉄　西広島定期券売場 ※2
広島電鉄　沼田営業課 ※2
広島電鉄　廿日市駅 ※2
広島電鉄　広島北営業課 ※2
広島電鉄　広島南営業課 ※2
広島電鉄　吉田出張所 ※2
広島電鉄　楽々園駅 ※2
広島電鉄　楽々園営業課 ※2
広電観光　千田町旅行センター ※2
※パセオカード・定期券・回数券の購入に際
しWポ イント金券を使用することができま
す。Wポイントカードは使用できません。

飲食店・レストラン
一心太助　アルパーク店 2
一心太助　胡町店 2
一心太助　福山店 2
一心太助　袋町店 2
一心太助　横川店 2
囲炉り茶屋　やまぼうし 1
魚舞亭 2
お好み焼・鉄板焼　DenDen 5
かつ藤　本店 1
カフェ　ダヴィンチ 2
釜飯酔心　本店 2
釜飯酔心　アルパーク店 2
釜飯酔心　五日市店 2
釜飯酔心　新幹線店 2

宮内串戸商店街
ジョイ薬局 1
スーパーエイト 1
第一ドライ　串戸店 1
廿日市交通 1
パパ・ドゥ 1

横川商店街
カンルーラン 1
ゴッドバーガー 1
茶房　パーヴェニュー 1
トイズ&ホビー　むらかみ 1
はきもの　武本 1
横川　ちから 1

衣　料　品
OUT-DOOR'S 船越店 2
キャン・ドゥ　可部店 3
キャン・ドゥ　並木店 3
キャン・ドゥ　廿日市店 3
キャン・ドゥ　ロフト 3
COOL INN. 大町店 2
住吉屋　宇品御幸店 2
住吉屋　観音店 2
住吉屋　呉店 2
住吉屋　呉ポポロ店 2
住吉屋　高陽店 2
住吉屋　西条店 2
住吉屋　サンモール店 2
住吉屋　フジグラン高陽店 2
住吉屋　フジグラン広島店 2
住吉屋　船越店 2
住吉屋　的場店 2
住吉屋　三篠店 2
住吉屋　三次店 2

スーパーマーケット
ナイスディ　エポックおかの ※1
ナイスディ　靴のチヨダ ※1
ナイスディ　化粧品ニュー双葉 ※1
ナイスディ　呉服のゆうぜん ※1
ナイスディ　サナーム ※1
ナイスディ　サンタ ※1
ナイスディ　ショップワンオーオー ※1
ナイスディ　スーパーサイクルリンリン ※1
ナイスディ　チャーム ※1
ナイスディ　チャムチャム ※1
ナイスディ　ポパイ ※1
ナイスディ　みどり手芸 ※1
ナイスディ　モバイルステーション ※1
マダムジョイ　アルパーク店　直営食品売場 ※1
マダムジョイ　アルパーク店　イタリアントマト ※1
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■Wポイントカードに 
   関するお問い合わせは 

1082-832-2606 
E-mail wpoint-e@fine.ocn.ne.jp（株）和多利広島営業所 

1082-242-1474 
E-mail csk@mb.kcom.ne.jp（株）中国総合研究所 

広島リビング新聞社グループ 

Wポイントカードホームページ　http://www.wpoint.co.jp

 会員カードでWポイントがつきます 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）の有効期限は７年◎ 
会員カードはクレジット機能を持ち、有効期限が７年です。（保険料・年会費等は無料） 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F
F

F
F

F

F
F

F
F

F

マダムジョイ　アルパーク店　ピーターパン ※1
マダムジョイ　アルパーク店　ベーカリープチ ※1
マダムジョイ　江波店　直営食品売場 ※1
マダムジョイ　己斐店　直営食品売場 ※1
マダムジョイ　己斐店　御菓子処　高木 ※1
マダムジョイ　己斐店　岡田薬品 ※1
マダムジョイ　己斐店　鯉城餅 ※1
マダムジョイ　千田店　直営食品売場 ※1
マダムジョイ　千田店　パレットプラザ ※1
マダムジョイ　千田店　焼きたてママン工房 ※1
マダムジョイ　矢野店　直営食品売場 ※1
マダムジョイ　楽々園店　直営食品売場 ※1
マダムジョイ　楽々園店　あさみや ※1
マダムジョイ　楽々園店　味の雅 ※1
マダムジョイ　楽々園店　御菓子処　高木 ※1
マダムジョイ　楽々園店　岡田薬品 ※1
マダムジョイ　楽々園店　クリーニング　白洋舎 ※1
マダムジョイ　楽々園店　宝屋寿司 ※1
マダムジョイ　楽々園店　TOP ※1
マダムジョイ　楽々園店　花の森　みやもと ※1
マダムジョイ　楽々園店　ピーターパン ※1
マダムジョイ　楽々園店　焼きたてママン工房 ※1
マダムジョイ　楽々園店　鯉城餅 ※1
マダムジョイ　楽々園店　リトルマーメイド ※1
※マダムジョイ・ナイスディ内の掲載専門
店のみWポイントカードを使用すること
ができます。他店では使用できません。
ポイントは100円につき1ポイントです。

和・洋菓子
にしき堂　本店 1
にしき堂　中筋店 1
広島ポエム 1

美容・理容・健康
英国式足健康法　リフレックス 2
髪処　ふくろう 2
星ビルB1F メディカルフィットネス 2

化　粧　品
アリモト　本店 3
リビング事業社　ゲル&ゲル 1

生活・日用品
カギのひゃくとう番 5
サカイ引越センター ※13
※車両代・人件費に対して100円につき2ポイン
ト付与されます。金券のご利用は出来ません。

レンタル
RCC文化センター　貸会議室 ※11
リースキン　家庭用事業部　広島支店 2

広島県Wポイントカード加盟店 平成16年12月1日現在
店舗名 ポイント 店舗名 ポイント 店舗名 ポイント

mailto:e@fine.ocn.ne.jp
mailto:csk@mb.kcom.ne.jp
http://www.wpoint.co.jp


徳川　南区民センター店 2
徳川　三原店 2
徳川　安古市店 2
トラバドール 2
東風 2
バー・エトワール 2
ビーフの館　ジュジュ苑 2
広島三次ワイナリー　喫茶ヴァイン 1
広島三次ワイナリー　バーベキューガーデン 1
フィレンツェ 2
フルーツレストラン　まるめろ 1
プルコギ亭 2
プロント 2
プロント　広島胡町店 2
平和工房 2
星ビル5F オルゴールティーサロン 2
ポルタポルテ 2
三井カーデンホテル広島25F コフレール 2
麺地鶏 2
ル・トランブルー 2
レストラン・アザレア 2
レストラン・フラワー 2
レストラン　味蔵 1

娯楽・レジャー
銀河（えひめでぃあ） 2
チチヤスハイパーク　ダイヤモンドプール 1
平田観光農園 1
ヒロデンボウル 1
ボウル国際 1

カルチャー・教育
星ビル3F ベビーワールド 2
リビング事業社 1
RCC文化センター 1

趣味・雑貨
インテリア　ミズグチ 2
えひめでぃあ 2
売店　さざなみ 1
ピカソ画房　本店 1
星ビル4F アンティークドール 2
星ビル2F 知育玩具とオルゴール 2
HOBBY TOWN 広島店 2
HOBBY TOWN 福山店 2

旅行・観光
ジャパンツゥリスト ※14
広島三次ワイナリー　ワイン物産館 1
広電宮島ガーデン 1

ホ　テ　ル
温井スプリングス 2
ホテルニューヒロデン ※12
※クレジットの支払いにはポイントは付
与されません。現金支払い時のみ100
円につき2ポイントがつきます。

ゴルフ用品
ゴルフバリュー　船越店 2
ゴルフバリュー　本通店 2
ダイナマイト　吉島店 2

スポーツ用品店
体育社　本店 1
体育社　呉店 1
体育社　東広島店 1

ゴルフ場・ゴルフ練習場
グリーンバーズヒロデン 1
チチヤス　ショートコース 1

釜飯酔心　流川店 2
釜飯酔心　毘沙門店 2
寿司道場酔心　支店　 2
惣菜酔心　アッセ店 2
惣菜酔心　立町店 2
京もみじ 2
くれない 1
芸州　本店 2
芸州　胡店 2
ごはんや 2
ごはんや　広島空港店 2
さざん亭　三次店 2
旬・酒・楽三昧　たまり場 2
瀬戸田すいぐん丸 2
ちから　本店 2
ちから　旭町店 2
ちから　五日市店 2
ちから　井口店 2
ちから　牛田店 2
ちから　宇品店 2
ちから　尾長店 2
ちから　海田店 2
ちから　上八丁堀店 2
ちから　観音店 2
ちから　祇園店 2
ちから　京口通店 2
ちから　呉駅店 2
ちから　己斐店 2
ちから　高陽店 2
ちから　新天地店 2
ちから　そごう店 2
ちから　タカノ橋店 2
ちから　出汐店 2
ちから　十日市店 2
ちから　中の棚店 2
ちから　八丁堀店 2
ちから　光町店 2
ちから　広島駅店 2
ちから　広テレプラザ店 2
ちから　府中店 2
ちから　舟入店 2
ちから　船越店 2
ちから　戸坂店 2
ちから　堀川店 2
ちから　本浦店 2
ちから　本通4丁目店 2
ちから　的場店 2
ちから　皆実町店 2
ちから　向洋店 2
ちから　八木店 2
ちから　矢野店 2
ちから　楽々園店 2
豆匠　広島本店 2
豆匠　福山店 2
とく　福山イトーヨーカドー店 2
とく　堀川店 2
徳川　総本店 2
徳川　五日市店 2
徳川　海田店 2
徳川　呉中通り店 2
徳川　高陽店 2
徳川　西条プラザ店 2
徳川　サンリブ可部店 2
徳川　温品店 2
徳川　廿日市店 2
徳川　毘沙門台店 2
徳川　広店 2
徳川　福島店 2
徳川　福山東深津店 2
徳川　戸坂店 2
徳川　ベスト電器広島本店 2
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カメラ・DPE・写真スタジオ
カメラのアート写夢　本店 1
カメラのアート写夢　アジナモール店 1
カメラのアート写夢　駅前店 1
カメラのアート写夢　スタジオハッピーゆめタウン大竹店 1
カメラのアート写夢　高取店 1
カメラのアート写夢　油見店 1
カメラのアート写夢　ゆめタウン大竹店 1

ビデオ・CD・文具
総商さとう　本店 ※4
総商さとう　ウィー東城店 ※4
TSUTAYA 安芸府中店 2
※各売場によりポイント数が異なります。

印鑑・名刺・ハガキ
横田印房 10

自　転　車
サイクルショップカナガキ　横川本店 1
サイクルショップカナガキ　五日市店 1
サイクルショップカナガキ　上安店 1
サイクルショップカナガキ　己斐店 1
サイクルショップカナガキ　東雲店 1
サイクルショップカナガキ　戸坂店 1

ガソリンスタンド
大野石油店　旭橋SS 1
大野石油店　五日市インターSS 1
大野石油店　井口SS 1
大野石油店　牛田大橋SS 1
大野石油店　観音SS 1
大野石油店　熊野団地SS 1
大野石油店　呉SS 1
大野石油店　高陽町SS 1
大野石油店　西条インターSS 1
大野石油店　東雲SS 1
大野石油店　商工センターSS 1
大野石油店　造幣局前SS 1
大野石油店　高取SS 1
大野石油店　高屋ニュータウンSS 1
大野石油店　出島SS 1
大野石油店　西白島SS 1
大野石油店　廿日市インターSS 1
大野石油店　八丁堀SS 1
大野石油店　東広島SS 1
大野石油店　広島東インターSS 1
大野石油店　緑井SS 1
大野石油店　皆実町SS 1
大野石油店　横川SS 1
山陽礦油　相生橋SS 1
山陽礦油　大州SS 1
山陽礦油　かめ山SS 1
山陽石油　蔵王インターSS 1
山陽石油　住吉町SS 1
山陽石油　多治米町SS 1
山陽石油　深津SS 1
山陽石油　南本庄SS 1
山陽石油　水呑町SS 1

バイクショップ
AUTO GARAGE うえるかむ ※9
※車体の購入・保険料にはポイントは付
与されません。

自動車整備・販売
車検の速太郎 ※10
車検の速太郎　カーケアプラザ ※10
※100円につき1ポイント。ただし、法定費
用・保険料にはポイントは付与されません。
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指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

事務機器

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

自動車部
品

車

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

㈱広島全日空ホテル

広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工　西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ふるがいち

㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
ＤＵＯ南広島
㈱モンテカルロ
（店舗名）
吉島店・安古市店
五日市店・可部店
高陽店
府中店・三次店
呉店・西条店
蔵王店・駅家店
尾道東店・三原店
㈲オートショップ
ヤスダ
㈱フタバ図書
㈱紀伊国屋書店
広島店
お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

宿泊20％引、宴会５％引、婚礼
５％引、料飲10％引外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1,500円引・ツイ
ン3,000円引、婚礼10％引、レス
トラン５％引
宿泊17％引、レストラン５％引、
宴会料理５％引、婚礼、料飲
５％引
オートローン3.6％、リフォーム
ローン3.9％外

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き　赤札より10～
15％

見積額の10％割引

機械警備10,000円／月～、ホー
ムセキュリティ4,000円／月～、
保証金免除

月額警備料金10,000～15,000円
（別途相談）、機器取付工事代
20,000～30,000円、保証金免除　
特別価格

割引率は商品で異なる。
文具事務用品30％引
15～20％引（企画品、相場価格商
品は除く）
現金のみ店頭表示価格から10～
20％引（一部除外品あり）
特別価格

専用カード（GOLDカード申込
者のみ）
モンテカルロ各店にて、通常価
格より10％引き、エンジンオイ
ル等交換工賃無料、８項目点検
無料、車検・鈑金・アウトレッ
ト割引有、ポイント有100円で１
ポイント、※従来のコーポレート
カードは廃止になります。
車検・板金・塗装20％引

現金のみ定価５％引（直営店のみ）
現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00～19:00

平日
８:30～18:00

年中無休

平日
９:00～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45～17:30

９:00～19:00

10:00～
19:00･20:00
閉店時間は曜
日により変更
となります。

10:00～20:00

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

年末年始、夏期
休暇等当社指定
定休日を除く
毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13～15、
12/29～1/4

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日

毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

年中無休

定休日不定

日お盆・年末年
始休業

所 在 地
広島市中区新天地1_1

呉市中央1_1_1

広島市中区中町7_20

広島市中区三川町10_1

福山市三之丸町8_16

広島市中区国泰寺町1_8_13

あいおい損保広島ＴＹビル
6Ｆ
呉市中通4_10_17

広島市安佐南区中須2_18_9

安芸郡府中町柳ケ丘77_37

呉市中央2_5_15

広島市中区幟町3_1

第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2_13_21

広島市南区松川町1_18

広島市中区堀川町5_10

広島市中区本通9_33

広島市中区吉島西2_2_35

本社
広島市西区商工センター
4_8_1

呉市中央5_8_25

広島市西区観音本町2_8_22

広島市中区基町6_27

広島バスセンター6Ｆ
広島市中区新天地5_23

広島市西区商工センター
7_1_19

電 話 番 号
(082)244_1623

(0823)20_1111

(082)241_1111

(082)244_0109

(084)922_2121

(082)249_8011

(0823)22_2250

(082)879_0131

(082)281_4331

(0823)32_7171

(082)222_7780

(082)283_5133

(082)262_0191

(082)246_7788

(082)248_1331

(082)541_3911

本社
(082)501_3447

(0823)24_1345

(082)294_0187

(082)225_3232

(082)246_2131

(082)277_8181

は新規加入指定店です。（今回はありません。）
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(082)293_4125

(082)245_0106

(082)231_9495

(082)239_0948

(082)261_4949

(082)248_0516

(082)279_5511

(082)248_4361

(082)243_5321

(082)542_5020

(082)244_6788

(082)222_7002

(082)247_2494

(082)278_2323

(084)920_3950

(0829)34_2508

部 門
レジャー

進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
紳士服・
洋品他
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

指 定 店
國富㈱広島営業所

㈱進物の大進

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈲玉屋

ひつじやサロン

㈱エクセル本社

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

㈱ J T B広島支店
（JTB紙屋町シャ
レオ店・JTB広島
駅前支店）
㈱中国新聞トラベ
ルサービス（広島）
（福山・福山市東桜
町12-5）
㈱日本旅行
広島支店
（県内各支店）
広電観光㈱千田町
旅行センター
（アルパーク営業
所・呉営業所・三次
営業所・紙屋町旅
行センター）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱デオデオ商事

会 員 価 格
Ｃカード取得コース45,000円、商品
購入：店頭価格より５％off、器材オ
ーバーホール：通常価格より５％off
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

５～25％（但し一部ブランド品
食品を除く）
祭壇金額定価２割引、
葬具（柩外）１割引
葬儀・花輪20％引、
生花５％引
店頭表示価格より10％引（一部
除外品有）
店頭表示価格（売出品含む）から
３％引
特別会員価格

仏壇平常店頭価格より30～40％
引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
ルックJTB３％引（ルックJTBス
リムを除く）、エースJTB３％引
本人とその家族対象

現金のみパッケージツアー３～
５％引（内容により異なる。）ニ
ッコウトラベル対象外

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

現金のみメープルワールド・メ
ープルツアー５％引、メープル
ニッポン４％引、他社パッケー
ジ商品４％引（カード利用及び
他の割引（ダブルポイント等）と
の重複はできない）
特別価格

車いす（アルミ製55％・スチール
製60％）、歩行補助ステッキ40％
引き
デオデオ店頭価格より家電製品
10％引、パソコン関連５％引

営業日時
８:30～20:00

６～９月
10:00～18:30

10～５月
９:30～18:00

年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00～17:30

年中無休

８:30～17:30

９:30～18:00

９:30～18:30

定 休 日
なし

毎週火曜

不定休

毎週土・日曜日、
祝祭日

日祭休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

土・日・祝日

所 在 地
広島市西区観音町13-9

広島市中区堀川町4_14

広島市中区猫屋町8_17

広島市安佐南区長束2_4_9

広島市南区段原南1_20_11

広島市中区本通9_26

広島市西区商工センター
2_3_1

広島市中区小町3_25

（ショールーム）
広島市中区堀川町2_16

広島市中区紙屋町2_2_2

広島市中区胡町3_19

広島市中区基町13_7

朝日ビル2Ｆ

広島市中区東千田町2_9_29

広島市西区商工センター
5_11_1

福山市卸町11_1

廿日市市木材港南8_22

電 話 番 号

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示下さい。

◎入会申込書は県薬事務局にあります

◎カードの作成は無料です
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２月21日 平成17年度保険薬局部会会費のランク

一覧表について（各支部長）

２月22日 花粉症一般向けパンフレット「的確な

花粉症の治療のために」の配布につい

て（各支部長）

２月23日 保険薬局部会支部担当者会議の開催に

ついて（３月10日）（各支部長、各担当

役員）

２月23日 在宅服薬管理指導モデル事業在宅服薬

管理指導員の選定・推薦および研修会

開催について（２月27日）（各支部長）

２月28日 振込手数料の有料化について（各支

部長）

２月28日 市町村合併に伴う定款細則の改正につ

いて（各支部長）

３月４日 尾道市・御調町・向島町の合併に伴う被

保険者番号の変更について（各支部長）

３月４日 向精神薬等不正譲渡事件に係る留意事

項について（各支部長）

３月10日 第34回広島県薬剤師会通常代議員会の

開催について（３月20日）（各支部長外）

３月14日 個人情報保護法の施行に係る薬局向け

Ｑ＆Ａについて（各役員、各支部長）

３月14日 広島大学病院・医薬品取扱変更につい

て（各支部長）

３月15日 平成16年度薬局・病院薬剤師指導者伝

達研修会（西部）旅費日当について（各

支部長）

３月15日 平成16年度薬局・病院薬剤師指導者伝

達研修会（東部）旅費日当について（各

支部長）

３月16日 県薬会誌への寄稿について（各支部長）

３月22日 中国新聞への広告掲載について（各支

部長）

３月22日 個人情報保護法の施行に係る薬局向け

Ｑ＆Ａについて（各支部長）

３月31日 会員名簿の送付について（各支部長）

４月１日 処方せん医薬品等の取扱いについて

（各支部長）

４月１日 インスリン注射器等を交付する薬局に

係る取扱いについて（各支部長）

４月１日 広大ＦＡＸ事業費について（各支部長）

４月６日 平成17年度広島県薬剤師会賞及び同功

労賞並びに同有功賞受賞候補者の推薦

について（各支部長）

４月５日「在宅服薬管理指導推進モデル事業」説

明会の開催について（4月17日）（各支

部長）

４月８日 院外処方せんの応需について（各支

部長）

４月８日 第38回日本薬剤師会学術大会ポスター

の掲示等について（お願い）（各支部長）

４月11日 平成17年度県薬会費について（各支

部長）

４月11日 平成17年度保険薬局部会会費の賦課納

入について（各支部長）

４月12日 「「療担規則及び薬担規則並びに療担

基準に基づき厚生労働大臣が定める掲

示事項等」及び「選定療養及び特定療

養費にかかる厚生労働大臣が定める医

薬品等」の制定に伴う実施上の留意事

項について」などの一部改正について

（各支部長）

４月12日 政府管掌健康保険及び船員保険に係る

診療報酬明細書等の開示について（各

支部長）

４月13日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更

新認定について（各支部長）

４月13日 広島県覚せい剤等薬物乱用防止指導員

の推薦について（お願い）（各支部長）

県薬より支部長への発簡
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平成17年１月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成17年１月20日（木）午後６時～同８時30分
場　所：広島県薬事衛生会館
出席者：前田会長、豊見、平井、森井各副会長、有村、

大塚、重森、澁谷、宗、谷川、野間、野村、
谷川各常務理事

欠席者：木平、松下各副会長、田口常務理事
議事要旨作製責任者：増田常務理事

１．協　議
（１）日本薬剤師会代議員中国ブロック会議について
（豊見日薬代議員）
１月22日（土）・23日（日）
於　広島県（佐伯郡大野町　安芸グランドホテル）
中国ブロック会議に提出する議題について協議
した。

（２）第98回日本薬剤師会通常代議員会について（豊見
日薬代議員）
２月26日（土）・27日（日）於　東京

２．報告事項
（１）12月定例常務理事会議事要旨
（２）諸通知
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告

（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．日本薬剤師会中・四国ブロック会議

12月18日（土）に広島市で開催されたことが報告
された。

イ．日本薬剤師会第４回地方連絡協議会、新年賀詞交
歓会
１月19日（水）に東京都で開催され、会長が出席
されたことが報告された。

（豊見副会長）
ア．第38回日本薬剤師会学術大会準備委員会（展示・
ランチョンセミナー担当）
１月13日（木）
県立総合体育館におけるポスター発表及び機器展
示等の会場使用計画、協賛金及びインターネット
環境の整備等について協議したことが報告された。

イ．薬局に対する行政処分（業務停止）について
広島県からの薬局等の適切な管理に関する通知に
ついて報告があり、会誌３月号において周知を図
ることとされた。

（平井副会長）
ア．業務分担④（薬局等の薬剤師業務への対応）担当
理事打合会
12月21日（火）
平成17年度事業計画案では、認定基準薬局制度を
推進し、更新薬局についても研修を実施して認定
基準項目の遵守とレベルアップを図ること、及び、
薬局業務運営ガイドラインに基づいて薬局業務の

整備充実を図ることを重点項目として取り組むこ
ととしたことが報告された。

イ．広報委員会
１月７日（金）
会誌３月号の発行について協議したことが報告さ
れた。

（森井副会長）
ア．第38回日本薬剤師会学術大会準備委員会（総務・
財務担当）
１月13日（木）
各部会から準備状況について説明があったことが
報告された。

イ．第38回日本薬剤師会学術大会準備委員会（式典・
懇親会担当）
１月13日（木）
開会式及び懇親会に係る担当業務ついて協議した
ことが報告された。

ウ．会員数について
平成16年10月31日現在
会員が2,982名となったことが報告された。

（宗常務理事）
ア．災害時医薬品等供給マニュアルに基づく支部担当
者会議打合会
１月６日（木）
本年度は、新潟県中越地震における新潟県薬剤師
会の対応についての報告、昨年度の災害医療救護
訓練参加者からの発表、災害時医薬品等供給マ
ニュアル及び連絡網を作成している支部からの
発表並びに災害時連絡訓練の実施を計画している
ことが報告がされた。

（野村常務理事）
ア．薬局機能評価事業に関する研修会打合会
１月12日（水）
この事業に関し239薬局を選定し、協力を要請す
ることとしていることが報告された。
なお、１月29日（土）に開催する研修会の出席者
には旅費及び日当を支給することとなり、規制緩
和対策費を充てることとされた。

イ．薬局機能評価制度導入整備事業の実施に関する説
明会の開催に伴う支部担当者会議
１月19日（水）

（増田常務理事）
ア．業務分担⑤（薬事情報）担当理事打合会

12月20日（月）
平成17年度事業計画において、県薬が薬事衛生会
館と統合された場合の事業について検討したこと
が報告された。

３．その他の委員会等報告事項
（１）第38回日本薬剤師会学術大会広島市議会議長への

要望
12月21日（火）
会長及び松下副会長が広島市議会議長を訪問し
て、補助金の交付について要望したことが報告さ
れた。
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（２）平成17年薬事関係者新年互礼会
１月６日（木）に広島県薬事衛生会館において開
催されたことが報告された。

（３）広島県医師会新年互礼会
１月９日（日）に広島全日空ホテルで開催された
ことが報告された。

４．審議事項
（１）平成17年度事業計画（案）及び収支予算（案）に

ついて（森井副会長）
事業計画案のとおり承認された。

（２）支部長･理事合同会議の開催について（回覧）（森
井副会長）
平成17年２月12日（土）午後２時～
平成17年度予算（案）等について協議することと
された。

（３）秋葉忠利氏出版記念講演会（又は、記念対談）並
びに記念祝賀会の出席について
２月12日（土） 於　リーガロイヤルホテル広島
（森井副会長）
記念講演会　午後４時～
記念祝賀会　午後５時～
会長、副会長等が出席することとされた。

（４）第34回広島県薬剤師会通常代議員会の開催につい
て（森井副会長）
３月20日（日）午前11時～
平成17年度予算（案）などについて審議するため
開催することとされた。

（５）日本薬剤師会中･四国会長会議について（前田会長）
２月５日（土） 於　山口県
会長が出席されることになった。

（６）平成16年度広島県四師会役員連絡協議会の参加に
ついて（回覧）（森井副会長）
と　き：２月10日（木）午後６時30分（期日変更）
ところ：広島全日空ホテル
会長、副会長、常務理事が出席することとされた。

（７）平成16年度広島県薬剤師会会員名簿の作製につい
て（平井副会長）
名簿に登載する事項は、個人情報保護の観点から
会員の氏名のほか勤務先名称とその所在地・電話
番号・ファックス番号及び会員区分とすることと
された。

（８）日本薬剤師会薬局機能評価制度導入整備事業都道
府県薬剤師会担当役員の推薦について（前田会長）
推薦者数：１名
野村常務理事を推薦することとされた。

（９）広島地方社会保険医療協議会委員の推薦について
（森井副会長）
推薦者数：１名（現委員　平井紀美恵）
任　　期：平成17年２月25月～平成19年２月24日
現委員を推薦することとされた。

（10）後援、助成及び協力依頼等について
ア．“第45回広島県公衆衛生大会～健やかな暮らしを
つくる人々の集い”の後援について
と　き：２月10日（木）

ところ：広島郵便貯金ホール
後援することとされた。

イ．第４回広島ケアマネジメント学会の協賛について
と　き：２月12日（土）
ところ：広島国際会議場
協賛金：１万円
協賛することとされた。

ウ．平成16年度「食品衛生講演会」の参加依頼につ
いて
と　き：２月24日（木）午後２時～４時
ところ：鯉城会館
一斉同報により、周知することとされた。

エ．広島大学霞室内管弦楽団 2005 Summer Concertの
後援について（資料１０）
と　き：６月18日（土）
ところ：広島市南区民文化センター　大ホール
後援することとされた。

５．その他
（１）次回常務理事会の開催について

２月17日（木）午後６時（議事要旨作製責任者
【予定】有村健二常務理事）

（２）第26回広島県薬剤師会学術大会の収支について
（回覧）（谷川常務理事）

（３）その他行事報告
ア．日本薬剤師会代議員会議事運営委員会
１月20日（木） 於　東京

イ．広島県薬剤師研修協議会
１月21日（金）

ウ．第38回日本薬剤師会学術大会日本製薬団体連合会
寄付の依頼
１月25日（火） 於　東京

エ．広島県医療審議会保健医療計画部会
１月25日（火） 於　県庁北館

オ．薬局実務実習受け入れに関する合同打合会
１月26日（水） 於　東京

カ．ＤＥＭ事業検討会
１月27日（木）

キ．平成16年度薬局・病院薬剤師指導者伝達研修会打
合会
１月28日（金）

ク．第38回日本薬剤師会学術大会準備委員会（会場・
運営・プログラム担当）
１月28日（金）

ケ．薬局機能評価制度導入整備事業の実施に関する説
明会
１月29日（土）

コ．平成16年度第２回広島県医療審議会
２月２日（水） 於　県庁北館

サ．総務部・会計部合同会議
２月３日（木）

シ．第21回北方領土返還要求広島県民大会
２月４日（金） 於　県民文化センター

ス．平成16年度圏域地対協研修会（回覧）
２月６日（日） 於　呉市
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セ．広島県議会議員林正夫君の藍綬褒章受章を祝う会
２月７日（月） 於　リーガロイヤルホテル広島

ソ．広報委員会
２月９日（水）

タ．平成16年度薬局・病院薬剤師指導者伝達研修会
東部：２月13日（日） 於　福山大学
西部：２月20日（日） 於　広島県薬事衛生会館

チ．広島県地域保健対策協議会健康食品の正しい知識
の普及に関する特別委員会
２月14日（月） 於　広島医師会館

ツ．第11回中国・四国地区病院・薬局実務実習調整機
構会議
２月18日（金） 於　岡山市

テ．日本薬剤師会学術大会準備委員会
３月６日（日）

ト．全体理事会
３月６日（日）

ナ．災害時医薬品等供給マニュアルに基づく支部担当
者会議
３月13日（日）

ニ．平成16年度社会保険指導者研修会
３月25日（金） 於　東京

ヌ．平成16年度医薬分業指導者協議会
３月25日（金） 於　東京

ネ．平成16年度全国医薬分業担当者会議
３月26日（土） 於　東京

ノ．第34回広島県薬剤師会通常代議員会
３月20日（日）

平成17年２月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成17年２月17日（木）午後６時～同９時
場　所：広島県薬事衛生会館
出席者：前田会長、木平、豊見、平井、松下、森井各副会長

有村、大塚、重森、澁谷、宗、谷川、野間、野村、
増田各常務理事

欠席者：田口常務理事
議事要旨作成責任者：有村常務理事

１．報告事項
（１）２月定例常務理事会議事要旨
（２）諸通知
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告

（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．広島県医療審議会保健医療計画部会
１月25日（火）に県庁北館で開催され、計画の進
捗状況や市町村合併による保健医療圏域の取扱い
等について協議したことが報告された。

イ．平成16年度第２回広島県医療審議会
２月２日（水）に県庁北館で開催され、医療機関
の開設等について審議したことが報告された。

ウ．中四国会長会議
２月５日（土）に山口市において開催され、医療
政策における薬局の医療提供施設としての位置づ
けについて要望していくこととしたこと等が報告
された。

（前田会長・木平副会長）
ア．薬局実務実習受け入れに関する合同打合会
１月26日（水）に東京で開催され、各県の実情を
聞いたこと、本格的に指導薬剤師の育成に取り組
むための厚生労働省における予算措置等について
報告された。

（木平副会長）
ア．広島県薬剤師研修協議会
１月21日（金）に、本年度のまとめ及び来年度事
業計画について協議したことが報告された。

イ．平成16年度薬局・病院薬剤師指導者伝達研修会打
合会
１月28日（金）に、２月13日（日）及び20日（日）
に開催する研修会について打合せをしたことが報
告された。

ウ．第38回日本薬剤師会学術大会準備委員会（会場・
運営・プログラム担当）
１月28日（金）、２月10日（木）及び14日（月）
に開催し、分科会の内容、ポスターや機器展に係
る会場の使用計画、演題募集要綱の掲載等につい
て協議したことが報告された。

エ．平成16年度薬局・病院薬剤師指導者伝達研修会
２月13日（日）に福山大学おいて開催し、30名の
参加者があったことが報告された。

（豊見副会長）
ア．ＤＥＭ事業検討会
１月27日（木）に、各支部担当者への説明会を開
催し、薬局の参加率が中国地区各県に比べて低い
ことから、積極的な参加を要請したことが報告さ
れた。

イ．休日診療､夜間診療､小児救急､一般名処方に関す
るアンケートの集計結果について
アンケートの集計結果について資料が配付され、
その説明と質疑等があった。

（平井副会長）
ア．広報委員会
２月９日（水）に、会誌３月号の発行について協
議したことが報告された。
（森井副会長・松下副会長）
イ．総務部・会計部合同会議
２月３日（木）・15日（火）に開催し、平成17年
度予算（案）については、現行の予算建てとする
こととしたことが報告された。
また、４月のペイオフ全面解禁については、３月
末までに決済用預金への変更や分散化により対応
していくこと、広島銀行の振込用紙を使用した振
込が有料化されることに伴う手数料の負担は、振
込人において負担とする方向で整理していること
が報告された。
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（松下副会長）
ア．日本薬剤師会代議員中国ブロック会議
１月22日（土）・23日（日）に佐伯郡大野町で開
催され、日本薬剤師会代議員会質問の取りまとめ
等について協議したことが報告された。

イ．第38回日本薬剤師会学術大会広島市長要望
１月28日（金）に、秋葉市長を訪問し、広島市補
助金の交付について２回目の要望をしたことが報
告された。

（森井副会長）
ア．第38回日本薬剤師会学術大会寄付依頼（日本製薬
団体連合会）
１月25日（火）に日本製薬団体連合会を日本薬剤
師会役員等と訪問し、寄付の要望をしたこと、４
月早々には書類を整えて要望していく予定である
ことが報告をされた。

イ．平成16年度圏域地対協研修会
２月６日（日）に呉市で開催され、子育て支援事
業について谷口厚生労働省医政局指導課長（元広
島県福祉保健部長）の講演等による研修をしたこ
と、来年の開催地は三次市であることが報告さ
れた。

ウ．支部長･理事合同会議
２月12日（土）に開催され、平成17年度事業計画
（案）等について協議したことが報告された。

（有村常務理事）
ア．在宅服薬管理ステーション（仮称）設置における
打合会
１月31日（月）に在宅服薬管理対策委員会を開催
し、在宅服薬管理ステーション設置（仮称）に関
する研修会の開催等について打合せをしたこと、
４月から実施の予定であるが広報の方法などが課
題であることが報告された。

イ．第４回広島ケアマネジメント学会
２月12日（土）に、広島国際会議場で開催された
ことが報告された。

（宗常務理事）
ア．広島県地域保健対策協議会健康食品の正しい知識
の普及に関する特別委員会
今回４回目となる特別委員会が２月14日（月）に
広島医師会館で開催され、情報誌「健康食品によ
る被害をなくするために」について協議したこと
が報告された。

（野村常務理事）
ア．薬局機能評価制度導入整備事業の実施に関する説
明会
１月29日（土）に110名が参加して開催され、日
本薬剤師会井上常務理事が意義、参加するための
動機づけについて講演されたことが報告された。

２．その他の委員会等報告事項
（１）平成16年度広島県四師会役員連絡協議会

２月10日（木） 於　広島全日空ホテル
（２）第45回広島県公衆衛生大会～健やかな暮しをつく

る人々の集い～

２月10日（木） 於　広島郵便貯金ホール
（３）秋葉忠利氏出版記念講演会並びに記念祝賀会

２月12日（土） 於　リーガロイヤルホテル広島

３．審議事項
（１）平成16年度会務並びに事業報告及び収支予算執行

状況報告について（別冊）（森井副会長）
事業執行報告について記載方法を一部整理するこ
ととした。
また、市町村合併に伴う支部の区域・職域に係る
定款細則の一部改正（案）については、支部の意
見を聞くこととした。

（２）平成17年度事業計画（案）及び収支予算（案）に
ついて（別冊）（森井副会長）
平成17年度の事業計画（案）及び予算（案）につ
いて概要説明があり、概ね平成16年度どおりとさ
れた。

（３）全体理事会の開催について
次により開催することとされた。

ア．日　時：３月６日（日）午後３時から
イ．付議事項：
第34回広島県薬剤師会通常代議員会付議事項につ
いて、その他

（４）後援、助成及び協力依頼等について
ア．広島県老人呆けの人を支える家族の会24周年記念
大会の後援（名義）について
と　き：平成17年５月28日（土）
ところ：広島県民文化センター
後援することとされた。

イ．ＮＰＯ在宅ケアを支える診療所・市民全国ネット
ワーク第11回全国の集いin広島
2005の後援について
と　き：平成17年９月18日（日）、19日（月・祝日）
ところ：広島国際会議場
前年度：千葉県薬剤師会後援（名義）のみ
後援することとされた。

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について
ア．常務理事会
３月３日（木）午後６時
３月17日（木）午後６時（議事要旨作製責任者
【予定】大塚幸三常務理事）

（２）その他行事報告
ア．第11回中国・四国地区病院・薬局実務実習調整機
構会議
２月18日（金） 於　岡山市

イ．広報委員会
２月18日（金）

ウ．第38回日本薬剤師会学術大会準備委員会（広報・
作製担当）
２月19日（土）

エ．平成16年度薬局・病院薬剤師指導者伝達研修会
（西部）
２月20日（日） 於　広島県薬事衛生会館
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オ．「薬局業務運営ガイドライン」についての打合会
２月22日（火）

カ．平成16年度食品衛生講演会
２月24日（木） 於　鯉城会館

キ．日本薬剤師会平成16年度第７回理事会
２月25日（金） 於　東京

ク．日本薬剤師会第98回通常代議員会
２月26日（土）・27日（日） 於　東京

ケ．行政支部総会
２月26日（土）

コ．「在宅服薬管理ステーション（仮称）」設置に伴う
薬局研修会
２月27日（日）午後２時～ 於 広島県薬事衛生会館

サ．広島大学退任記念講演会
３月２日（水） 於　広島大学医学部第５講義室

シ．第38回日本薬剤師会学術大会準備委員会（総務・
財務担当）
３月６日（日）午前11時

ス．第38回日本薬剤師会学術大会準備委員会の開催に
ついて
３月６日（日）午後１時～

セ．災害時医薬品等供給マニュアルに基づく支部担当
者会議
３月13日（日）午後１時～

ソ．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機
関評議員・運営委員会合同会議
３月13日（金） 於　岡山県薬業会館

タ．第34回広島県薬剤師会通常代議員会
３月20日（日）午前11時～

チ．平成16年度社会保険指導者研修会
３月25日（金） 於　東京

ツ．平成16年度医薬分業指導者協議会
３月25日（金） 於　東京

テ．平成16年度全国医薬分業担当者会議
３月26日（土） 於　東京

ト．広島県薬剤師会薬局実務実習指導薬剤師講習会
３月27日（日） 於　福山大学

ナ．広島県地域保健対策協議会緩和ケア推進専門委員
会（第２回）
３月28日（月） 於　広島医師会館

ニ．第34回広島県薬剤師会通常総会の開催について
５月28日（土）午後３時～

平成17年３月常務理事会議事要旨

日　時：平成17年３月３日（木）午後６時～９時30分
場　所：広島県薬事衛生会館
出席者：前田会長、木平、豊見、平井、松下、森井各副会長

有村、大塚、重森、澁谷、宗、谷川、野間、野村、
増田各副会長

欠席者：木平副会長、田口常務理事

１．協議事項
（１）第34回広島県薬剤師会通常代議員会提出議題につ

いて
①第34回広島県薬剤師会通常代議員会付議事項
（報　　告）

報告第１号　日本薬剤師会代議員会報告
報告第２号　平成16年度広島県薬剤師会会務並び

に事業執行状況報告
報告第３号　平成16年度広島県薬剤師会収支予算

執行状況報告
報告第４号　平成16年度保険薬局部会事業執行状

況報告
報告第５号　平成16年度保険薬局部会収支予算執

行状況報告
（議　　案）

議案第１号　社団法人広島県薬剤師会定款細則の
一部改正について（案）

議案第２号　平成17年度広島県薬剤師会事業計画
（案）

議案第３号　平成17年度広島県薬剤師会収支予算
（案）

議案第４号　平成17年度保険薬局部会事業計画
（案）

議案第５号　平成17年度保険薬局部会収支予算
（案）

平成17年３月20日開催の第34回広島県薬剤師会通
常代議員会に提出する付議事項について、別冊資
料に基づいて、各担当者から報告及び議案の説明
があった。内容について検討され、追加訂正等修
正があり、その結果を３月６日開催する全体理事
会に提出することになった。

（２）中国新聞広告掲載について（谷川常務理事）
掲載月日：平成17年３月23日（水）中国新聞朝刊
中国新聞朝刊に年３回で契約している広告掲載の
第３回目が諸事情により３月23日掲載となった。
今回に限り２色刷りとし、その上乗せの広告料を
保険薬局部会から支払う旨説明があり、諒承さ
れた。

（３）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成17年度「看護の日」広島県大会の後援（名義）
について
と　き：平成17年５月14日（土）
ところ：広島国際会議場
後援（名義）について討議され、諒承された。

２．その他
（１）次回常務理事会の開催について

３月17日（木）午後６時～
（議事要旨作成責任者【予定】大塚幸三常務理事）
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行　　事　　内　　容日　　付
３月17日 木 常務理事会

20日 日 第34回広島県薬剤師会通常代議
員会

23日 水 平成16年度第２回広島県地域保
健対策協議会定例理事会（広島
全日空ホテル）

24日 木 ・財団法人広島県健康福祉セン
ター理事会（広島県健康福祉
センター）
・在宅服薬管理対策特別委員会

25日 金 ・平成16年度社会保険指導者研
修会（東京）
・平成16年度医薬分業指導者協
議会（東京）

26日 土 ・平成16年度全国医薬分業担当
者会議（東京）
・呉支部総会（シティプラザカ
ンコー）

27日 日 広島県薬剤師会薬局実務実習指
導薬剤師講習会（福山大学）

28日 月 ・第97回広島地方社会保険医療
協議会（八丁堀シャンテ）
・広島県地域保健対策協議会緩
和ケア推進専門委員会（第２
回）（広島医師会館）

29日 火 認定基準薬局制度運営協議会
30日 水 福山支部総会（福山すこやかセ

ンター）
４月１日 金 日本薬剤師会薬局製剤・漢方委

員会（東京）
５日 火 広報委員会
７日 木 ・第38回日本薬剤師会学術大会

運営委員会（総務・財務担当）
・第38回日本薬剤師会学術大会
準備委員会（会場・運営・演
題処理・プログラム担当）

７日 木 在宅服薬管理指導推進モデル事
業打合会

12日 火 平成17年度厚生労働省薬剤師実
務研修面接

13日 水 日本薬剤師会平成17年度第１回
理事会（東京）

14日 木 ・広島県薬務室との平成17年度
事業打合会
・業務分担④担当理事打合会
・在宅服薬管理指導推進モデル
事業打合会

行　　事　　内　　容日　　付
２月22日 火 「薬局業務運営ガイドライン」

についての打合会
24日 木 平成16年度食品衛生講演会

（鯉城会館）
25日 金 日本薬剤師会平成16年度第７回

理事会（東京）
26日 土 行政支部総会

日本薬剤師会第98回通常代議員
会（東京）

27日 日 「在宅服薬管理ステーション
（仮称）」設置に伴う薬局研修会

28日 月 第38回日本薬剤師会学術大会準
備委員会（会場・運営・演題処
理・プログラム担当）

３月１日
子ども予防接種週間

～７日
３日 木 常務理事会
６日 日 ・第38回日本薬剤師会学術大会

準備委員会（総務・財務担当）
・第38回日本薬剤師会学術大会
準備委員会
・全体理事会

７日 月 「災害時医薬品等供給マニュア
ル」に基づく支部担当者研修会
打合会

９日 水 日本薬剤師会薬局業務に関す
る特別委員会役員打合会（東京）

10日 木 ・保険薬局部会支部担当者会議
13日 日 災害時医薬品等供給マニュアル

に基づく支部担当者研修会
14日 月 ・中国・四国地区薬剤師会薬局

実務実習受入調整機関評議
員・運営委員合同会議（岡山）
・広報委員会

15日 火 ・「向精神薬等密売を目的とし
た多重受診」対策に関する検
討会（広島南警察署）
・第38回日本薬剤師会学術大会
準備委員会（式典・懇親会担当）

17日 木 広島県健康増進普及啓発実行委
員会（広島県健康福祉センター）

県 薬 日 誌 

26日
～27日
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行　　事　　内　　容日　　付
４月16日 土 ・アカシア100市民健康フォー

ラム（広島国際会議場）
・JPPNW理事会・支部総会・総
会（広島医師会館）

行　　事　　内　　容日　　付
４月17日 日 在宅服薬管理指導推進モデル事

業研修会
18日 月 禁煙支援アドバイザー認定特別

委員会
19日 火 広報委員会

行事予定（平成17年5月～平成17年7月） 
 
 5月 1 日（日） 
　　　　　　　　　平成17年度不正大麻・けし撲滅運動 
 6月30日（木） 
 5月 7 日（土）　全体理事会 
 5月12日（土）　東広島支部総会 
 5月14日（土）　平成17年度「看護の日」広島県大会 
 5月22日（日）　安芸支部総会 
 　　　〃　　 　　 廿日市佐伯支部総会 
 5月25日（水）　日本薬剤師会平成17年度第2回理事会 
 　　　〃　　 　　 日本薬剤師会地方連絡協議会 
 5月26日（木）　常務理事会 
 5月28日（土）　支部長･理事合同会議 
 　　　〃　　 　　 第34回広島県薬剤師会通常総会 
 　　　〃　　 　　 三原支部総会 
 5月28日（土）　

第28回プライマリ・ケア学会京都大会（京都） 
 5月29日（日） 
 6月 2 日（木）　第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・財務担当） 
 6月16日（木）　常務理事会 
 6月16日（木）　

平成17年度試験検査センター連絡協議会（東京） 
 6月17日（金） 
 6月25日（土）　

平成17年度病院診療所薬剤師研修会 
 6月26日（日） 
 6月25日（土）　

平成17年度実務実習指導薬剤師養成ワークショップ（東京） 
 6月26日（日） 
 7月 7 日（木）　第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・財務担当） 
 7月15日（金）　平成17年度日本薬剤師会学校薬剤師部会研修会（東京） 
 7月21日（木）　常務理事会 
 7月23日（土）　

日本薬剤師会代議員中国ブロック会議（山口） 
 7月24日（日） 

｝ 

｝ 
｝ 
｝ 

｝ 

｝ 〜 

- 謹んでお悔やみ申し上げます -

伊藤　芳健氏 逝去
かねて病気療養中のところ、４月11日逝去さ
れました。
告別式は４月13日広島市安佐南区緑井の平安
祭典広島北会館において、執行されました。
自宅：広島市安佐南区中須2-14-10-409

伊藤　美樹氏

花岡　千代氏 逝去
かねて病気療養中のところ、４月18日逝去さ
れました。
告別式は４月19日広島市南区南蟹屋のセルモ
玉泉院大州通り会館において、執行されました。

自宅：広島市南区皆実町3-13-13
花岡　宏氏
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会 員 紹 介  会 員 紹 介  会 員 紹 介  ○ 30○ 30○ 30

呉支部 

脇 野 憲 子 

　20年余り調剤薬局に勤務しています。子供
達が独立した数年前より、水泳、フラワーア
レンジ、紅茶、オカリナ、フランス語、シャ
ンソン等を楽しんでいます。５月18日アステー
ルプラザのコンサートに良ければご一緒に…

わき の のり こ 

三原支部 

大 同 節 夫 

　京都生まれの47才。金沢で10年（MR６年）。
三原で生まれた二女が、今春京薬へ。三原は
第二の故郷になりました。ゴルフとスキーは
夫婦で楽しんでます。努力しないで薬剤師！
もうそんな時代は、終わりましたね！！ 

だい どう せつ お 

広島支部 

西 川 和 子 

　結婚して２年が過ぎ、仕事と主婦業の両立
は大変ですが充実した毎日を過ごしています。
趣味は、主人とたまに行く釣りです。日々、
成長していけるよう、頑張っていきたいと思っ
ています。 

にし かわ かず こ 

安芸支部 

郷 田 志 乃 

　４月より、船越南どんぐり薬局で勤務する
ことになりました。 
　何から何まで、初めてです。 
　どうぞ、よろしくお願い致します。 

ごう だ し の 

広島支部 

佐々木 啓 人 

　大阪から広島へ来て、約１カ月が経ち、街
にも徐々に慣れてきました。休みの日には家
の近くを散歩して、自分なりの地図を作って
います。野球が始まったので、球場へ見に行
きたいと思っています（広島ファンです）。 

さ さ き ひろ と 

東広島支部 

松 井 聡 政 

　私は、ばりばりの広島っ子です。子といっ
ても気づいたら今年39才になります。なにご
とも幅広くやってますが、本当はおたくにな
りきれないのが現状です。 
　まだまだ、頑張りますので、よろしくお願
いしま～す。 

まつ い さと まさ 

・・・ 
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平成17年度不正大麻・けし撲滅運動の
実施について（通知）

平成17年３月11日

社団法人　広島県薬剤師会会長 様

広島県福祉保健部長
（薬　　務　　室）

薬務行政の推進につきましては、平素から御配
慮いただいているところですが、この運動を平成
17年度も５月１日から６月30日までの間、別紙要
領に基づき実施します。
ついては、この運動の趣旨を貴組合員等関係者

に周知し、この運動の成果があがるよう御配慮く
ださい。

広島県不正大麻・けし撲滅運動実施要領

第１　目　的
大麻及びけしに係る事犯の発生は、関係機関
の努力にもかかわらず、依然として跡を絶たな
い現状にある。
このため、広く県民に対して大麻・けしに関
する正しい知識を普及するとともに、不正大
麻・けしの発見除去等に努め、併せて自生する
大麻・けしの撲滅を図る。

第２　名　称
広島県不正大麻・けし撲滅運動

第３　実施期間
平成17年５月１日～同年６月30日

第４　実施機関
広島県

第５　実施事項
１ この運動の趣旨の周知徹底を図るととも
に、大麻、けしについての正しい知識を普及
するため、次のとおり啓発指導を実施する。
（１）市町村等関係機関、団体にポスター、広

報資料等を提供するとともに、各種報道機
関の協力を求め、広く県民に対し広報活動
を実施する。

（２）教育委員会及び小・中学校に協力を求め、
児童・生徒に対する「植えてよいけし、植
えてはいけないけし」の見分け方等につい
ての教育を依頼する。

（３）各種講習会等を利用して、啓発活動につ
いて努める。

２ 不正に栽培されている大麻・けし及び自生
する大麻・けしの発見に努め、必要な措置を
講じる。
（１）県立保健所（分室）若しくは薬務室がそ
れらを発見したとき、又は一般から通報が
あったときには、「不正けし・自生けし処
理方針」（平成15年３月17日付け福祉保健
部衛生・被爆者総室薬務室長通知）により
対応する。

（２）公的機関から通報があったときは、当該
機関へ協力を依頼し、必要な措置を講じる。

３ ハカマオニゲシの認定にあたっては、形態
上の特徴によるもののほか、その主要な含有
アルカロイドであるテバインの分析を併用す
ることとする。テバインの分析については、
中国四国厚生局麻薬取締部に依頼するので、
薬務室に事前連絡のうえ検査必要量（花、け
しボウズ、茎、葉のいわゆる地上部２本）を
送付すること。
４ その他、地域の実情に応じた適切な措置を
創意工夫して実施し、この運動の成果があが
るよう配慮する。

「けし・大麻栽培に注意しましょう！
５月、６月は不正大麻・けし撲滅運動月間です。」
５月から６月にかけて、庭先などで美しい花を
咲かせて私たちの目を和ませてくれるけしには、
植えてはいけない種類があるのをご存知ですか。
植えてもよいけしは、「ひなげし」、「おにげし」、

「あざみげし」などで、全体に毛が多く生えてい
ます。
反対に、植えてはいけないけしには毛はほとん
ど無く、葉や茎は白っぽい緑色をしており、茎は
太く、葉が茎を巻き込むようにして付いているの
が特徴です。
また、大麻は、昔から「あさ」と呼ばれ、繊維
や種子を採るために栽培されていました。
しかし、麻薬成分を含み、マリファナやハシッ
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シュなどに悪用されるため一般には栽培が禁止さ
れています。
植えてはいけないけしや大麻を栽培することの
ないように十分注意しましょう。
けしの見分け方についてわからないことや、植
えてはいけないけしや大麻を見かけたときは、最
寄りの保健所・保健所分室又は県庁薬務室までご
連絡ください。

薬剤師法施行令及び覚せい剤取締法施
行令の一部を改正する政令第１条「薬
剤師法施行令の一部改正」及び薬剤師
法施行規則の一部を改正する省令につ
いて（通知）

平成17年３月28日

社団法人広島県薬剤師会会長 様

広島県福祉保健部長
（薬　　務　　室）

このことについて、平成17年３月24日付け薬食
発第0324002号で厚生労働省医薬食品局長から別
紙（写）のとおり通知がありましたので、貴会員
への周知方お願いします。

薬剤師法施行令及び
薬剤師法施行規則の手数料改正について

１　改正理由
薬剤師法施行令第10条に定められている受験

手数料、薬剤師法施行規則第５条第２項に定め
られている免許証の書換交付申請手数料及び第
６条第２項に定められている免許証の再交付申
請手数料の額について、人件費及び物件費の上
昇等に伴う手数料額の見直しの結果、額の改定
が必要となった手数料の額の改定を行うもので
ある。

２　改正内容
【薬剤師法施行令の一部改正】（第10条関係）
○受験手数料
5,400円　→　6,800円

【薬剤師法施行規則の一部改正】（第５条及び
６条関係）
○免許証書換交付申請手数料
2,700円　→　2,750円

○免許証再交付申請手数料
2,700円　→　2,750円

３　施行期日
平成17年４月１日

人事異動（薬務室関係）

平成17年４月１日
（ ）内は旧職名、敬称略

転入者
・福祉保健部衛生・被爆者総室

薬務室専任主査 金森　久幸
（保健環境センター理化学部長）

・福祉保健部衛生・被爆者総室
薬務室専門員 應和　卓治
（福祉保健部衛生・被爆者総室生活衛生室
専門員）

・福祉保健部衛生・被爆者総室
薬務室主任 寺岡由美子
（福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室
主任技師）

・福祉保健部衛生・被爆者総室
薬務室主任 森木　智男
（福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室
主任技師）

・福祉保健部衛生・被爆者総室
薬務室主任主事 坂田　陽子
（広島県福山教育事務所主事）

転出者
・保健環境センター理化学部長 黐池千恵子

（福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室
専任主査）

・広島地域事務所厚生環境局
海田分室監視指導専門員 難波　利元
（福祉保健衛生部・被爆者総室薬務室専門員）

・福祉保健部衛生・被爆者総室
薬務室主任 寺岡由美子
（福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室
主任技師）

・福祉保健部衛生・被爆者総室
薬務室主任 森木　智男
（福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室
主任技師）
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2005年日本国際博覧会開催に伴う協力
要請について（通知）

平成17年４月４日

社団法人　広島県薬剤師会　様

広島県福祉保健部長

（薬　　務　　室）

このことについて平成17年３月23日付け薬食化

発第0323001号により厚生労働省医薬食品局審査

管理課化学物質安全対策室長から別紙（写）のと

おり通知がありました。

ついては、貴会会員等へ周知してください。

2005年日本国際博覧会開催に伴う

協力要請について

薬食化発0323001号

平成17年３月23日

都 道 府 県

各　保健所設置市　衛生主管部（局）長　殿

特 別 区

厚生労働省医薬品局審査官理課

化学物質安全対策室長

毒物及び劇物による事故の未然防止等につきま

しては、かねてより種々のご配慮いただいている

ところです。

今般、警察庁交通局長、同警備局長及び同生活

安全局長から別添のとおり毒物及び劇物を取り扱

う事業所及び施設等に係る毒物劇物の保管管理の

強化について、協力要請がありました。

つきましては、当該要請の趣旨をご理解の上、

昭和52年３月26日付け薬発313号「毒物及び劇物

の保管管理について」、平成10年７月28日付け医

療発第693号「毒物及び劇物の適正な保管管理等

の徹底について」、平成11年１月13日付け医薬発

第34号「毒物及び向精神薬等の医薬品の適正な保

管管理及び販売等の徹底について」等に基づき、

適切な毒物及び劇物の保管管理がなされているか

改めて点検するよう貴管下関係業者及び関係団体

等に対する指導につきましてよろしくお取り計ら

い願います。

なお、平成16年５月 31日付け薬食化発第

0531003号「過酸化水素にかかる適正な販売等の

徹底について」に基づく爆発物原料となりうる劇

物の販売及び管理についても、特段のご配慮をお

願いいたします。

2005年日本国際博覧会の開催に伴う

警察諸対策に対する協力要請について

警察庁丙規　発第23号

警察庁丙備　発第84号

警察庁丙生企発第25号

平成17年３月14日

厚生労働大臣官房長　殿

警 察 庁 交 通 局 長

警 察 庁 警 備 局 長

警察庁生活安全局長

貴台におかれましては、平素から警察運営に際

して、ご理解と御協力を賜り、深く御礼と感謝を

申し上げます。

さて、2005年日本国際博覧会は、本年３月25日

（金）から９月25日（日）までの間、愛知県にお

いて開催される予定です。

この博覧会には、国内外から多数の要人や観客

の来場が見込まれている他、米国をはじめイラク

へ軍隊を派遣する国の参加が予定されております。

このため、博覧会の開催に当たり、国際的なテ

ロ等の不法事案や会場へ通じる幹線道路等におけ

る交通混乱の発生が懸念され、警察としても、博

覧会及び同関連行事の安全かつ円滑な遂行を確保
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するため、総力を挙げて諸対策を推進していると

ころであります。

貴台におかれましても、本博覧会における警察

諸対策の重要性をご賢察のうえ、次の事項につき

まして指導を強化させるなど、適切な処置が講じ

られるようご協力を要請いたします。

厚生労働省に対する要請事項

１　自主警備による庁舎管理等の徹底

２　関係事業者等に対する自主警備強化の指導

３　関係情報及び不審者情報等の通報連絡の徹底

４　博覧会会場周辺地域等におけるイベント等行

事の抑制

５　業務用車両、業務用制服等の管理及び盗難・

紛失時の連絡の徹底

６　不信情報に対する迅速な対応

７　交通総量抑制対策の推進

８　ホテル等における外国人等客の身元確認の

徹底

９　救急医療対策の強化

10 毒・劇物等危険物の保管管理体制の指導強化

11 博覧会開催期間中の会場周辺医療機関におけ

る生物テロ対応のための感染症発生動向調査

の実施

12 博覧会会場関連施設及びそれに直結するライ

フライン関連施設に対する自主警備の強化

13 テロ発生時の迅速な対応及び被害者の搬送、

除染、検知活動等にかかる連携の強化

14 専門家チーム等の緊急輸送に関する連携の

強化

15 博覧会会場へ通じる幹線道路等における路上

工事・作業（水道）の抑制、日程調整の指導

薬局の管理者の兼務について（通知）

平成17年４月４日

社団法人　広島県薬剤師会会長 様

広島県福祉保健部長

（薬　　務　　室）

このことについて、薬局等許可事務処理要領を

一部改正し、薬局の管理者が、その薬局以外の場

所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務

に従事する場合は、薬事法第７条第３項のただし

書きの規定に基づき、別紙のとおり「管理者兼務

の適用願い」を提出することとしましたので、貴

会会員に周知してください。

別紙

○管理者の兼務について

薬局の管理者が、その薬局以外の場所で業とし

て薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する

場合は、次のア～ウに限り、薬事法（以下「法」

という。）第７条第３項のただし書きの規定を適

用することとする。

ア　学校保健法に基づく学校薬剤師の業務

イ　薬剤師会が開設する休日夜間対応薬局に係

る業務

ウ　市町村が開設する休日診療所に係る業務

なお、この場合は、「管理者兼務の適用願い」

を提出することにより、法第７条第３項のただし

書きの許可を受けたものとみなす。

また、管理者兼務の内容に変更を生じた場合は、

法第７条第３項のただし書きの許可は、消滅する

ものとする。従って、管理者兼務の適用願いの内

容に変更を生じた場合は、再提出により、法第７

条第３項のただし書きの許可を受け直すこと。

（参考）薬事法第７条第３項抜粋

薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業
として薬局の管理その他薬事に関する実務に
従事するものであってはならない。ただし、
その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受
けたときは、この限りではない。
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平成17年度「ダメ。ゼッタイ」普及運動
の後援について（依頼）

平成17年４月６日

（社）広島県薬剤師会会長　様

広島県「ダメ。ゼッタイ。」

普 及 運 動 実 行 委 員 会

（ 県 庁 薬 務 室 内 ）

薬物乱用防止の推進については、日ごろから御

協力を頂き厚くお礼申し上げます。

さて、「国連薬物乱用根絶宣言」（1998年～2008

年）の支援事業として、６月20日（月）から７月19

日（火）までの１か月間、「ダメ。ゼッタイ。」普及

運動が全国一斉に実施されます。

本県でも、別紙のとおり「平成17年度広島県「ダ

メ。ゼッタイ。」普及運動実施要領」を定め、この

運動を実施することにしました。

ついては、この運動の趣旨を御理解いただき、

後援していただくようお願いします。

なお、後援いただける場合は、５月11日（水）ま

でに別紙様式にて回答してください。

平成17年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

実施要領

１　趣　旨

今日、麻薬等の薬物乱用問題は全世界的な広が

りを見せ、人間の生命はもとより、あらゆる社会

組織や国の安定を脅かすなど、人類が抱える最も

深刻な社会問題のひとつとなっている。

このような地球的規模での薬物乱用問題は、世

界の国々が一丸となって取り組むべきことであり、

かつ、国民一人ひとりの認識を高める必要がある。

このため、「国連薬物乱用根絶宣言」（1998年～

2008年）の支援事業の一環として、国連決議によ

る「6.26国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を官民一体

となって図り、併せて、内外における薬物乱用防

止に資することを目的として、全国一斉に「ダメ。

ゼッタイ。」普及運動が展開される。

本県においても広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及

運動を実施し、薬物乱用防止の思想を普及すると

ともに、併せて、（財）麻薬・覚せい剤乱用防止セ

ンターが実施する「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募

金に協力する。

２　実施期間

平成17年６月20日（月）から７月19日（火）までの

１か月間とする。

ただし、「626ヤング街頭キャンペーン」は、原

則として６月26日（日）に実施する。

３　実施機関

（1）主催

広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実行委

員会（以下「委員会」という。）

（2）協賛（予定）

広島県、広島県警察本部、広島県教育委員

会、広島県薬物乱用対策推進本部、広島県覚

せい剤等薬物乱用防止指導員協議会、マツダ

財団

（3）後援（予定）

ライオンズクラブ国際協会336―C地区、広

島県医師会、広島県歯科医師会、広島県薬剤

師会、広島県看護協会、広島県薬種商協会、

広島県配置医薬品連合会、広島県配置医薬品

協議会、広島県医薬品卸協同組合、広島県製

薬協会、広島県クリーニング生活衛生同業組

合、広島県公衆浴場業生活衛生同業組合、広

島県美容業生活衛生同業組合、広島県理容生

活衛生同業組合、広島県ホテル旅館生活衛生

同業組合、広島県飲食業生活衛生同業組合、

広島県喫茶飲食生活衛生同業組合、広島県興

行生活衛生同業組合、広島県食肉生活衛生同

業組合、広島県食鳥肉販売業生活衛生同業組

合、広島県社交飲食生活衛生同業組合、広島

県すし商生活衛生同業組合、広島県料理業生

活衛生同業組合、日本塗料商業組合広島県支

部、広島県バス協会、広島県遊技業協同組合、

広島県タクシー協会、広島県個人タクシー協

会、広島県毒物劇物安全協会、広島県コンビ
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ニエンス・ストアー防犯連絡協議会、広島県

建設業協会連合会、広島県ゴルフクラブ連盟、

広島県カラオケオペレーター協会、広島県ア

ミューズメント施設営業者協会、広島県麻雀

連合会、青少年育成広島県民会議、広島県保

護司会連合会、広島県更生保護女性連盟、広

島県暴力監視追放防犯連合会、広島県少年補

導協助員連絡協議会連合会、広島県ＰＴＡ連

合会、広島市ＰＴＡ協議会、広島県民生委員

児童委員協議会、広島市民生委員児童委員協

議会、広島市青少年健全育成連絡協議会

４　実施事項

（1）626ヤング街頭キャンペーン

覚せい剤等薬物乱用防止指導員地区協議会

（広島市、広島、海田、呉、芸北、東広島、

尾三、福山及び備北）が主体となり、ヤング

ボランティアの協力を得て、街頭啓発キャン

ペーン（啓発資材の配布等）を実施する。

①実施日時　　原則として平成17年６月26日

（日）午後２時～午後４時

②実施場所　　県内10カ所

③参加者　　　１カ所あたり

ヤングボランティア　　20人

広島県覚せい剤等

薬物乱用防止指導員　20人

ライオンズクラブ等　　10人

（2）地域団体キャンペーン

次の団体の協力を得て、店頭等へのポスター

掲示及び一声運動等を実施する。

広島県医師会、広島県歯科医師会、広島県

薬剤師会、広島県看護協会、広島県薬種商協

会、広島県医薬品卸協同組合、広島県製薬協

会、広島県クリーニング生活衛生同業組合、

広島県公衆浴場業生活衛生同業組合、広島県

美容業生活衛生同業組合、広島県理容生活衛

生同業組合、広島県ホテル旅館生活衛生同業

組合、広島県飲食業生活衛生同業組合、広島

県喫茶飲食生活衛生同業組合、広島県興行生

活衛生同業組合、広島県食肉生活衛生同業組

合、広島県食鳥肉販売業生活衛生同業組合、

広島県社交飲食生活衛生同業組合、広島県す

し商生活衛生同業組合、広島県料理業生活衛

生同業組合、日本塗料商業組合広島県支部、

広島県バス協会、広島県遊技業協同組合、広

島県タクシー協会、広島県個人タクシー協会、

広島県毒物劇物安全協会、広島県コンビニエ

ンス・ストアー防犯連絡協議会、広島県建設

業協会連合会、広島県ゴルフクラブ連盟、広

島県カラオケオペレーター協会、広島県ア

ミューズメント施設営業者協会、広島県麻雀

連合会、青少年育成広島県民会議、広島県保

護司会連合会、広島県更生保護女性連盟、広

島県暴力監視追放防犯連合会、広島県少年補

導協助員連絡協議会連合会、広島県ＰＴＡ連

合会、広島市ＰＴＡ協議会、広島県民生委員

児童委員協議会、広島市民生委員児童委員協

議会、広島市青少年健全育成連絡協議会

（3）「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金への協力

①（財）麻薬・覚せい剤乱用防止センターが、

開発途上国等で薬物乱用防止活動に従事し

ている民間団体（NGO）の活動資金として、

国連を通じて支援するために実施する「ダ

メ。ゼッタイ。」国連支援募金に協力する。

②実施方法については、別紙「「ダメ。ゼッ

タイ。」国連支援募金実施要領」のとおりと

する。

（4）広報による啓発活動

報道機関や関係機関等の協力を得て、本運

動の趣旨の徹底を図る。

５　その他

その他必要な事項は、委員会において決定する。

（別紙）

「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金実施要領

１　趣旨

（財）麻薬・覚せい剤乱用防止センターが実施す

る「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金に協力する。

これにより、県民一人ひとりはもちろんのこと、

中でも、青少年の健全育成とボランティア活動へ

の積極的参加意欲の増進を促し、地球的規模での

薬物乱用防止に対する理解と認識を高めるととも
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に、善意の浄財を募り開発途上国等で薬物乱用防

止活動に従事している民間団体（NGO）の活動資

金として国連を通じて支援することにより、薬物

乱用のない地球環境づくりに資する。

２　募金活動期間

平成17年６月20日（月）から７月19日（火）までの

１か月間とする。

３　協力主体

広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実行委員会

（以下「委員会」という。）が協力主体となり、募金

活動に必要な準備から募金の回収、振込み、報告

を行う。

４　募金活動の種類

（1）店頭募金活動

地域団体キャンペーンに参加している次の

団体等の協力を得て、店頭等に募金箱を設置

して実施する募金活動。

広島県理容生活衛生同業組合、広島県ホテル

旅館生活衛生同業組合、広島県飲食業生活衛

生同業組合、広島県喫茶飲食生活衛生同業組

合、広島県興行生活衛生同業組合、広島県食

肉生活衛生同業組合、広島県社交飲食生活衛

生同業組合、広島県すし商生活衛生同業組合、

広島県料理業生活衛生同業組合、広島県コン

ビニエンス・ストアー防犯連絡協議会、広島

県ゴルフクラブ連盟、広島県カラオケオペ

レーター協会、広島県アミューズメント施設

営業者協会、広島県麻雀連合会

（2）職域募金活動

官公庁を始めとする職域組織を対象に実施

する募金活動。

ライオンズクラブ国際協会336―C地区、広島

県医師会、広島県歯科医師会、広島県薬剤師

会、広島県看護協会、広島県薬種商協会、広

島県配置医薬品連合会、広島県配置医薬品協

議会、広島県医薬品卸協同組合、広島県製薬

協会、日本塗料商業組合広島県支部、広島県

毒物劇物安全協会、広島県建設業協会連合会、

広島県麻雀連合会、広島県保護司会連合会

（3）街頭募金活動

６月26日（日）に実施する626ヤング街頭キ

ャンペーン時に実施する募金活動。

（4）篤志家募金活動

篤志としての意思を表明し、募金活動に協

力しようとする団体又は個人を対象に実施す

る募金活動。

５　募金活動への協力要請等

委員会は、各種団体等に対して、募金活動への

協賛を呼びかけるとともに、募金活動に必要な啓

発用資材等の提供を行う。

インスリン注入器等を交付する薬局に
係る取扱いについて（通知）

平成17年４月４日

社団法人広島県薬剤師会会長　様

社団法人広島県薬事衛生会館理事長　様

広島県医薬品卸協同組合理事長　様

広島県福祉保健部長

（薬　　務　　室）

このことについて、平成17年３月25日付け薬食

機発第0325001号で厚生労働省医薬食品局審査管

理課医療機器審査管理室長から別紙（写）のとお

り通知がありました。

ついては、貴会員等への周知徹底方お願いし

ます。

なお、内容については、「インスリン皮下投与

注射筒を患者に交付する場合の取扱いについて」

（平成17年３月18日付け福祉保健部衛生・被爆者

総室薬務室長通知）と同様のものです。

インスリン注入器等を交付する

薬局に係る取扱いについて

薬食機発第0325001号

平成17年３月25日
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都道府県

各　政 令 市　衛生主管部（局）薬務主管課長長 殿

特 別 区

厚生労働省医薬食品局審査管理課

医療機器審査管理室長

平成17年４月１日より施行される改正後の薬事

法（昭和36年法律第145号）第39条の高度管理医

療機器販売業につき、特に、薬局（医療機関内の

薬剤部を含まない。）において高度管理医療機器

の交付を行う場合の取扱いにつき複数の都道府県

から照会があり、下記のとおり回答しているので、

参考にされたい。

なお、本通知の写しを各地方厚生局長、独立行

政法人医療品機器総合機構理事長、日本医療機器

関係団体協議会会長、日本薬剤師会会長、在日米

国商工会議所医療機器小委員会委員長及び欧州ビ

ジネス協議会医療機器委員会委員長あて送付する

ことを念のため申し添える。

記

１．インスリン注入用の医療機器

（１）インスリン自己注射用ディスポーザブル

注射器、注射針

インスリン皮下注射用注射筒は、針なし、

針付きとも高度管理医療機器に分類されてい

るところであるが、処方せんに記載すること

によりインスリンと合わせて、インスリン製

剤の自己注射のために用いる注射用ディスポ

ーザブル注射器（針を含む）を薬局において

交付する場合には、高度管理医療機器販売業

の許可を取得する必要はないこと。

なお、万年筆型インスリン注入器用注射針

（注入器は含まず注射針のみ）は管理医療機

器であるため、高度管理医療機器の販売業許

可を取得する必要はない。

（２）万年筆型インスリン注入器

①一体型インスリン注入器

薬液たるインスリンが注入器と一体であ

り、インスリンを使い切ったあと注入器を

再使用できない、薬液と一体となった注入

器は、全体として医薬品として取り扱われ

ているものであり、これを処方せんに基づ

き薬局において交付する場合、当該薬局は

高度管理医療機器販売業の許可を取得する

必要はないこと。

②分離型インスリン注入器

薬液たるインスリンのカートリッジが注

入器と分離でき、カートリッジ内のインス

リンを使い切った後も、新しいカートリッ

ジに交換の上、注入器を再利用できる分類

型のインスリン注入器を薬局において処方

せんに基づき交付することはないことか

ら、当該薬局は、高度管理医療機器販売業

の許可を取得する必要があること。

２．自己検査用グルコース測定器

薬局において自己検査用グルコース測定器を交

付する場合、当該薬局は、高度管理医療機器の販

売業の許可を取得する必要があること。

高度管理医療機器を交付する

薬局に係る取扱いについて（通知）

平成17年４月12日

社団法人　広島県薬剤師会会長　様

広島県福祉保健部

衛生・被爆者総室薬務室長

このことについて、「インスリン注入器等を交

付する薬局に係る取扱いについて」（平成17年４

月４日付け福祉保健部長通知）により、薬局が処

方せんに基づきインスリン皮下注射用注射筒等を

患者に交付する場合は、高度管理医療機器販売業

の許可を取得する必要はないこととしております

が、処方せんに基づき交付され保険診療の対象と

なるその他の高度管理医療機器（例：腹膜透析液

交換セット）についても同様の取扱いとしますの

で、貴会会員に周知してください。
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安芸地区学校薬剤師会では、発
足以来（平成８年）より学校で時
間をとっていただき、薬の基礎知
識やタバコの害についてお話をさ
せていただいております。

毎年一度は学校薬剤師の会員を対象に県の薬務
室の先生に薬物乱用防止に関する講習会をして頂
いたり、県薬剤師会で作製した「薬の基礎知識」
の冊子を児童・生徒に配布したりしています。
最近は、薬物乱用の問題も小学生といえども無
視はできません。驚くほどに子どもたちは知って
います。授業をしたら必ず児童生徒に感想文を書
いて貰います。次に学校へ行った時など話しかけ
られて、これがけっこう嬉しく励みになります。
感想文の一部をご紹介します。

【小学６年生】

私が学んだことは、タバコ、シンナー、覚せい
剤などのものが体にどのような影響を与えるかと
いうことでした。私のお父さんは、毎日、タバコ
を２箱吸います。だから、周りにいる私やお母さ
んも体に悪いことがわかりました。タバコを吸う
ことで肺があんなにも黒くなるのは驚きました。
シンナー、覚せい剤は、体に良いことなんてない
のにやってしまい、そのうちどんどんエスカレー
トしていくのがこわいです。私は、シンナーなど
を吸いたくありません。ずーとイライラしたり、
歯がボロボロになりたくもないと思いました。
やってしまった人のお手紙を聞いて、かわいそう
だと思いました。それに、さそってくる人もどう
かと思いました。
【小学６年生】

今日の野間先生の話を聞いて、たばこ、未成年

の飲酒、シンナーなとの覚せい剤等が大変危険な
もので、寿命が縮まったりするおそろしさを改め
て知りました。たばこは前、父が吸っていました
が、自分の命が削られてしまうことがわかり、家
族全員の反対でやめることができたのです。そし
てさらにその後とても驚きました。保健の本を見
ていると、今までは吸っているその本人だけに害
があると思っていたのですが、なんと、まわりに
いる人の方が害が強いらしいのです。父にタバコ
をやめさせて良かったと思いました。しかも、命
を削るものにお金をかけなくなりよかったと思い
ました。驚いたというよりこわくなりました。野
間先生が行って下さった、シンナーにカップラー
メンを入れた実験では、ラーメンがみるみるうち
に溶けていったのには、本当に背筋がゾクッとし
ました。友達でもマジックのにおいが好きといっ
ている子がいたので、将来もし薬物乱用をしてい
たら、止めてあげようと思いました。
【小学６年生】

薬のことについて、あらためて知ることができ
た。覚せい剤やコカインなどを飲むと、幻覚や妄
想などのしょうじょうがでるのを知って、とても
こわいものだと思いました。友人や先輩にさそわ
れて飲んだ人やダイエットで飲んだ人も、知って
いればよかったと思いました。
【中学生】

最近、中学生や高校生が薬物を使用していると
聞いてすごく身近な事だなあと思いました。今ま
で薬物なんて別世界のものだと思っていたので、
特に何も考えていなかったけれど、これからはさ
そわれたらどうするかなどをしっかり頭に入れて
おきたいです。
【高校生】

トローチの穴は、のどに詰まっても息ができる
ように開いている事をはじめて知った。自分の知
らない事ばかりで、少し驚きました。目薬につい
てが一番驚いたことです。これからは、風邪やイ
ンフルエンザにかかりやすい季節になっていくの

学校での「薬の授業」

理事　野間　　都

＜安芸支部＞

安芸支部／福山支部／呉支部／行政支部
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で、体調管理をしっかりし薬を飲むときは、今回
の授業を参考にしたいと思います。
【高校生】

薬にも期限があることを知った。薬の飲み忘
れには注意しないといけないと思った。錠剤を噛
んで飲んだことがあるので、噛まずに飲まないと
いけないことも分かった。自分に出された薬は、
自分以外の人は飲んだり貼ったりしてはいけない
事もわかった。薬は、ぬるま湯か水で飲まなく
てはいけないことも知った。

３月30日に「予算総会」を終了
いたしました。社団化後、通常総
会は年２回が必要です。「予算総会」
と「決算総会」で16年度中に行う
のが「17年度事業計画と17年度予

算」17年度になって行うのが「16年度事業（最終）
報告と16年度（最終）決算報告」となります。例
年県薬の「代議員会」が終了してからの開催で日
程的にかなりハードでした。本年は代議員会が１
週早めに開催されましたので余裕はありましたが
準備等からギリギリの30日となりました。１月31

日までの事業報告で16年度の新事業として台風
（20号）災害（高浪による浸水）への「消毒薬の
緊急供給」、「世界禁煙デー」に福山市役所ロビー
での「スモーカライザー」を用いた禁煙指導、福
山市医師会の小児メールマガジンでの「おくすり
一口メモ」連載、福山市禁煙窓口への「禁煙指導
薬局」リストの配布が主だったところでした。例
年事業としてバラ祭り、健康ふくやまフェスティ

バル2004での「ニコレットの使用方法」を通じて
の禁煙指導。福山大学教授陣の協力を得ての19回
のシリーズ研修を中心に28回の研修会開催。地対
協への委員派遣12回をはじめ各種機関への協力は
36回を数えています。学生受入は本年度「調整機
関」から７名でした。保険薬局部会では地対協事
業としての「救急の日アンケート」が16年度で５
年目となりそれなりの「まとめ」をしました。た
だ本年度は「鳥インフルエンザ」関連でタミフル
のアンケートや台風災害での消毒薬アンケート、
実践等続き「救急の日アンケート」の回答率が低
下しました。ＦＡＸ送信と集計だけですから本年
度もやれたらと思います。３月の総会には県薬の前
田会長を来賓としてお迎えできました。問題山積の
折柄、日薬理事としてもこれからのあるべき薬剤師
会や薬剤師像を盛り込んだ話をいただきました。
福山市薬剤師会事業計画は広島県薬剤師会事業
計画に沿った形で企画立案しています。従いまし
て１）は「地域住民の福祉保健衛生向上のための
活動」となります。
地対協での「保健医療計画」や「医薬品の適正
使用」事業や「健康ふくやま21」事業を通しての
活動が中心でしょう。３）の「薬局等の業務充実」
では前田会長も強く述べられた「規制緩和対策」
の一端としての「夜間休日対応」を盛り込んでい
ます。４）教育研修では「シリーズ研修」に「要
望講座」を入れていただき「現場」での興味、
ニードを捉えたいと思います。６）に新課題とし
て「第38回日本薬剤師会学術大会」への参加、協
力を立案しました。従来は関係団体への協力程度
でしたが代議員会での「全員登録決議」も広報し
ました。夜間小児診療所への協力、学生受け入れ
も充実していきたいと思っています。県薬では
「ＦＡＸ手数料」を値下げされましたが当会は
『値上げ』となりました。医療センター院外処方
せんが１万枚を採算ベースに経費按分をしていま
したので、長期処方シフトで6000枚を下回る現状
ではたちまちの値上げを上程、可決いただきまし
た。17年度中に「次策」を練らなければならない
と思っています。「薬局」と「薬剤師」それぞれ
に課題、難問を抱えています。最終的には「ひと
りから」「ひとりでも」ですが、それまでは「組
織力」の護送は必要です。現在会員344名、がん
ばらなくっちゃ。

通常総会を終えて

支部長　村上　信行

＜福山支部＞

講師はZ本悟先生（府中緑が丘中学校）
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平成17年３月26日（土）、シティー
プラザ・カンコーに於いて、第32

回呉市薬剤師会総会が開催されま
した。
正会員総数276名中235名の出席

（当日出席者38名、委任状出席者179名）により平
成16年度補正予算案、平成17年度事業計画案、平
成17年度収支予算案等９項目の議題について全て
満場一致で承認されました。挨拶の中で大塚会長
は、本年10月に開催される第38回日本薬剤師会学
術大会への会員の全員参加を要請され、呉支部と
して一致団結して大会を成功させるという決意表
明をされました。
呉市においては昨年４月に広島国際大学に薬学
部が新設され、近い将来薬剤師の数が増えること
が予想されており、６年制のカリキュラムを終え
た若い薬剤師を迎えるにあたり自己変革の必要性
を実感しておられる先生方が多く、今大会のテー
マはまさに呉の薬剤師の先生方にとっては興味深
いものではないでしょうか。
今回の総会において、呉支部では初めての「薬
剤師生涯教育研修会への出席優秀者」の表彰がお
こなわれました。今回16名の先生が表彰され、当
日出席の受賞者一人ひとりに大塚会長より表彰状
と副賞が渡されました。受賞者のお一人は「自分
のために勉強させてもらっているのに表彰までし
てもらうのは恐縮です」と謙遜されていましたが、
表情の中に来年もがんばろうという意欲を感じ取
る事が出来ました。

薬事講習会では呉市西消防署の救急救命士によ
る「自動体外式徐細動器（ＡＥＤ）の使い方」の
講習があり最近の自然災害の多発のためか各先生
方は真剣に受講されていました。
総会後の懇親会には呉市長はじめ多くの方がお
祝いに駆けつけ和やかなうちに無事総会を終了す
る事ができました。

行政支部では、県庁及び保健所
等において行政に携わる薬剤師の
知識向上に資するため、毎年、研
修会を開催しています。
平成16年度は、講師に藤沢薬品

工業株式会社のグローバル経営戦略本部 製品戦
略部課長原　健記氏に「医薬品開発と製品戦略」
と題して講演をお願いし、平成17年２月26日（土）
に薬事衛生会館研修室で開催しました。
藤沢薬品工業は、平成16年10月に山之内製薬と
一般用医薬品事業を統合した新会社「ゼファーマ」
を設立するとともに、平成17年４月からは、同じ
く山之内製薬と医療用医薬品の新会社「アステラ
ス製薬」を設立します。
藤沢薬品工業は発酵分野を得意としており、山
之内製薬は有機合成が専門ということで、それぞ
れの分野で持ち味を生かした開発が期待されます。
講師の原氏は、薬学部を卒業後、藤沢薬品工業
に入社され、タガメット（抗潰瘍剤）、オメプラー
ル（抗潰瘍剤）、シベノール（抗不整脈薬）など

第32回呉市薬剤師会総会開催される

呉市薬剤師会事務局　間宮　達夫

＜呉支部＞

平成16年度行政薬剤師会研修会

行政薬剤師会事務局　星野　響

＜行政支部＞
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の医薬品臨床開発を担当されました。
その後、米国フジサワＵＳＡに出向し、プログ

ラフ（免疫抑制剤）の臨床開発業務に携わる間に、
シカゴ大学経営大学院修士課程（Ｍ.Ｂ.Ａ）を修
了されるなどの経歴をお持ちです。
製薬企業の医薬品開発は、１万の創薬に対して、

上市される医薬品はその１個であり、１医薬品に
800億円の開発コストを必要とします。企業とし
て医薬品開発を行うには、継続的に利益を出さな
ければならず、経営的な戦略を持つ必要があると
いうことでした。
過去の医薬品開発は、効く薬であれば、採算性

が犠牲になっていたこともある。自社開発できな
くても、欧米企業からの導入は容易であったが、
今後は、日本の医薬品メーカーも自社品の開発が
必須で、利益を産み、再投資ができなければ、継
続的な新薬の研究開発はできないということで
した。

製薬企業は、世界の人々の健康で豊かな生活に
貢献するという社会的命題を持つ一方で、将来の
再投資（開発）のための利益追求もなくてはなら
ないという大変興味ある内容の講演でした。また、
講師の原氏の経歴も、企業にとって重要な職能で
あると思いました。
今、世界で注目されているのは、アルツハイ

マー病に効く医薬品の開発だそうで、日本の製薬
企業に創薬を期待したいと思います。



去る平成17年３月20日（日）・21

日（月）に、アステールプラザの宿
泊室・研修室を利用して、はじめ
て合宿を開催しました。講師は毎
回お馴染みの、東京大学病院臨床

試験部　青木　敦先生です。先生は、東京でも積
極的に薬剤師向けの研修会を開催されており、知
っピンノートの原作者でもあります。今回の参加
者は20名程度と、こぢんまりとした研修会となり
ました。その分ディスカッションは充実し、懇親
会では大いに盛り上がりました。
今回の内容は、今までの定例・第二火曜日勉強
会での質問に回答するという形で行われました。
たとえば、こむら返りの原因と治療に関してでは、
芍薬甘草湯以外にもさまざまな薬物が用いられて
いることを知りましたし、ステロイドによる多尿
の原因について考察もしました。またLactobacillus
GGが子供のアトピー性皮膚炎の発症を抑制する
効果があるかも知れないということも知り、その
機序についても学習しました。ともすれば、一方
的な講義になりかねないのがいまどきの勉強会で
すが、参加者からの積極的な質問・提案などもあ
り一つひとつ丁寧に学習することができました
（これが、青薬の勉強会の特徴でもあります）。

夜は、宿泊室に机を並べて鍋をつつきました。
ちょっとにぎやかでしたが、夜遅くまでトークが
止まない懇親会でした。この懇親会だけの参加の
者もいて、場を盛り上げてくれました。
また、今回の合宿のもう一つの目玉として、

「知っているとちょっと得？そんな小ネタで二人
三脚」というのを行いました。これは、会員から
の発案した企画です。今では行わない手分包大会
を実況中継つきで行いました。目についての考察
では、患者さん相手のとき、目が重要で目つきに
よって相手に伝わるイメージが変わること、また
糖尿病のディスカッションでは、インスリンの
カートリッジについてやブドウ糖の配布を実際に
現場ではどのように行っているか意見交換を行い
ました。
長いと思っていた２日間でしたが、あっという
間に過ぎた感があります。学習の場という意味で
は、たった２時間の研修会よりもはるかに身に
なったと思います。できることなら、今後もこの
ような形態の企画を続けていけたらと思います。
ちなみに、次回の青薬主催の定例勉強会は７月

31日（日）同じく青木先生による新薬剤師向け勉
強会「知っているとピンとくるそんな基本の勉強
法」・新人歓迎会を開催予定です。
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諸団体だより 

広島県青年薬剤師会

今年は合宿！知っているとピンとくる
そんな基本の半歩先を開催しました

会長　佐々木　順一
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研 修 だ よ り
薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をま

とめました。大学、同窓会が主催する研修会等で
公開で開催されるものについても掲載いたします
ので、事務局までご連絡下さい。
なお、他支部や他団体、薬事情報センターの研

修会については、準備の都合もありますので事前
にお問い合わせください。

広島県の研修認定薬剤師申請状況
平成17年３月末日現在　342名（内更新242名）

（※は会員のみ）

開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ

認定
その他

（参加費等）

5月8日（日）9:30～16:00 薬事衛生会館
漢方処方解説･漢方診療30年解説･漢方医学十講解説･漢方病理解説

吉本　悟先生、勝谷英夫先生、菊一瓔子先生、佐々木良忠先生

広島漢方研究会
薬王堂　吉本
082-285-3395

3 会員外3,000円

5月10日（火）19:30～21:00 薬事衛生会館
第二火曜日勉強会「甲状腺疾患」

広島赤十字原爆病院　山田智子先生

青年薬剤師会
福島生協病院薬剤部
小田　082-292-3171

1
会員500円
非会員1,000円
学生（社会人枠外）無料

5月13日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館　1階31101講義室
漢方医学による便秘の治療（大黄剤）

福山大学薬学部非常勤講師　小林　宏先生

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料各500円
（テキスト代2,000円）
※全て当日申込

5月14日（土）15:00～17:00 薬事衛生会館　4F講堂
第366回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）特別講演「漢方処方解説ベスト10」

やちよクリニック院長　西村　豊先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

5月18日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
第2回支部研修会　「COPD～スピりーバー～」

ファイザー製薬

三原支部
三原薬剤師会　事務局
0848-61-5571

1 支部会員外1,000円

5月19日（木）19:00～21:00 尾道ポートプラザホテル
「病位と症状別処方の運用法」『温度』（白虎湯、人参養栄湯など）

小太郎漢方㈱　学術専任講師　山内一晃先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

5月21日（土）19:00～21:00 エソール広島　2F 活動交流室
「すずめくらぶ」定例勉強会　健康食品（サプリメント）について

児玉　信子先生

広島県女性薬剤師会
辰本
082-274-0889

資料代：実費
茶菓代100円

5月22日（日）10:00～12:00 サンピア・アキ
薬事講習会「最近の薬務行政について」

広島地域保健所海田分室　難波　利元先生

安芸支部
安芸地区薬剤師会
事務局　082-282-4440

1 無料

5月25日（水）19:00～21:00 尾道国際ホテル
「糖尿病と高血圧関連」

くまもと成仁病院院長　上原　昌哉先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

6月3日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館　1階31101講義室
小柴胡湯をめぐる諸問題（柴胡剤）

福山大学薬学部非常勤講師　小林　宏先生

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料各500円
（テキスト代2,000円）
※全て当日申込

6月4日（土）15:00～17:00 薬事衛生会館　4F講堂
第367回薬事情報センター定例研修会　1）薬事情報センターだより
2）製品情報「肝不全用経口栄養剤　アミノレバンEN」
大塚製薬株式会社 広島支店 応用開発消化器担当 山口　隆弘先生
3）特別講演「肝硬変の栄養管理」

マツダ病院　消化器科医長　中塩　了先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

6月12日（日）13:00～16:00 薬事衛生会館　4階
第87回生涯教育研修会「腰部脊柱管狭窮症」 学術映画「糖尿病と
言われたあなたへ」 講演「キネダック錠・オパルモン錠」 特別
講演「腰椎疾患の診断と治療」

講演：小野薬品工業株式会社学術課　福永恭久先生
特別講演：ＪＡ広島総合病院整形外科　主任部長　藤本吉範先生

広島支部
広島市薬剤師会
事務局　082-244-4899

2 1,000円

6月12日（日）9:30～4:00 薬事衛生会館二階
漢方診療30年解説･方函口訣解説･漢方医学十講解説･漢方病理解説

吉本悟先生、山崎正寿先生、菊一瓔子先生、佐々木良忠先生

広島漢方研究会
薬王堂　吉本
082-285-3395

3 会員外3,000円
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開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ

認定
その他

（参加費等）

6月14日（火）19:30～21:00 薬事衛生会館
第二火曜日勉強会「精神・神経症」

己斐が岡病院　橋本　洋子先生

青年薬剤師会
福島生協病院薬剤部
小田　082-292-3171

1
会員500円
非会員1,000円
学生（社会人枠外）無料

6月15日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
未定

三原支部
三原薬剤師会　事務局
0848-61-5571

1 支部会員外1,000円

6月23日（木）19:00～21:00
未定 安芸支部

6月25日（土）19:00～21:00 グリーンヒルホテル尾道
「日常診療に直結した古典漢方の世界」第５回めまいの漢方治療

広中内科クリニック東洋医学研究所　広中　隆志先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

7月8日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館　1階31101講義室
人参剤が適応する胃腸症状（人参剤）

福山大学薬学部非常勤講師　小林　宏先生

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料各500円
（テキスト代2,000円）
※全て当日申込

7月9日（土）15:00～17:00 薬事衛生会館　4F講堂
第368回薬事情報センター定例研修会　1）薬事情報センターだより
2）製品情報「加齢黄斑変性症治療剤　ビスダイン静注用15mg 」
ノバルティスファーマ株式会社　眼科事業部　高井　昭芳先生

3）特別講演「高齢者の眼科疾患」

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

7月12日（火）19:30～21:00 薬事衛生会館
第二火曜日勉強会「緑内障」

広島鉄道病院　阿登　大次郎先生

青年薬剤師会
福島生協病院薬剤部
小田　082-292-3171

1
会員500円
非会員1,000円
学生（社会人枠外）無料

7月17日（日）10:00～4:30 薬事衛生会館　4階
46回・広島漢方研究会総会　会員発表・総会

特別講演：三谷和男先生

広島漢方研究会
薬王堂　吉本
082-285-3395

3 会員外3,000円

7月20日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
未定

三原支部
三原薬剤師会　事務局
0848-61-5571

1 支部会員外1,000円

7月21日（木）19:00～21:00 尾道ポートプラザホテル
「病位と症状別処方の運用法」『中暑霍乱 中食』（五苓散、平胃散など）
小太郎漢方_ 学術専任講師　山内　一晃先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

7月28日（木）19:00～21:00
未定 安芸支部

8月6日（土）15:00～17:00 薬事衛生会館　4F講堂
第369回薬事情報センター定例研修会　1）薬事情報センターだより
2）製品情報「ヒューマログミックス25・50注」

日本イーライリリー株式会社
3）特別講演「糖尿病治療におけるインスリン療法の最前線」

広島市立広島市民病院　内科副部長　河村　智一先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円
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主催　　福山大学薬学部・福山大学薬友会

共催　　&日本薬剤師研修センター

^広島県薬剤師会・広島県薬剤師研修協議会

協賛　　^日本薬学会

後援　　福山大学同窓会

日　時：　平成17年６月11日（土）

場　所：　広島県民文化センターふくやま（JR福山駅南口　徒歩３分　福山市役所前）

福山市東桜町１－21 TEL：084－921－9200

―――プログラム―――

14：00 受付開始

14：30～14：35 開会挨拶

14：35～16：05 講 演 １

「さらなる『医療事故防止』に向けて

―ターゲットは薬剤事故、キープレーヤーは薬剤師―」

九州大学大学院医学研究院 医療経営・管理学講座　助教授　鮎澤　純子先生

16：05～17：35 講 演 ２

「病院薬剤師の職能展開と展望

―卒後教育研修をどう活かすべきか―」

鳥取大学医学部附属病院　教授・薬剤部長　大坪　健司先生

17：35 閉会挨拶

●日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度による認定研修会（２単位）です。

●広島県病院薬剤師会の認定研修会です。

参加方法：当日受付（予約の必要はありません）

参 加 費：福山大学卒業生 500円　一般 900円

問 合 先：〒729-0292 福山市学園町１番地三蔵

福山大学薬学部卒後教育委員会　片山博和

TEL：084-936-2112-5142 FAX：084-936-2024

E-mail：katayama@fupharm.fukuyama-u.ac.jp

第24回福山大学薬学部卒後教育研修会のご案内

mailto:katayama@fupharm.fukuyama-u.ac.jp
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α リ ポ 酸
αリポ酸は、チオクト酸とも呼ばれ、抗酸化作用を有するビタミン様物質※1です。微量で生体の代謝

や恒常性の維持に重要な働きを担ってはいますが、ビタミンと異なり体内で合成することができるため
にビタミンとは区別されています。αリポ酸は、体内に広く分布しており、ミトコンドリアにおけるエ
ネルギー産生に重要な役割を担っています。生体のエネルギー源としては、炭水化物（糖）、脂肪、蛋
白質がありますが、αリポ酸はこれら三大栄養素の中でも、特に糖の代謝に関わっています。つまり、
糖はピルビン酸に変わり、ピルビン酸デヒドロゲナーゼによる酸化的脱炭酸反応によってアセチルCoA
に変換された後に、エネルギー（ATP）産生の場であるTCA回路に入りますが、αリポ酸は、デヒドロ
ゲナーゼの補酵素成分としてピルビン酸がアセチルCoAに変換される過程に関与します。さらに、TCA
回路の中でαケトグルタル酸がスクシニルCoAへ変換される過程においてもデヒドロゲナーゼの補酵素
として作用し、TCA回路を活性化することによりエネルギー産生を高めます。ただし、αリポ酸の体内
での生産量は加齢と共に減少するため、加齢と共に糖の利用効率が下がり、エネルギーとして消費され
なかった糖は脂肪細胞に蓄積されやすくなるといわれています。
※１ ビタミン様物質：ユビキノン（CoQ10）、カルニチン（ビタミンBt）、コリン、イノシトール、

ｐ-アミノ安息香酸（ビタミンBX）、オロット酸（ビタミンB13）、バンガミン酸（ビタミンB15）、
ビタミンF、バイオフラボノイド（ビタミンP）、ビタミンUなど。

その他にαリポ酸に関しては、糖尿病性微小循環障害改善作用、糖尿病性腎障害改善作用、心臓の糖
尿病性自律神経障害改善作用、インスリン感受性を高める作用、金属イオンのキレート作用、抗酸化物
質のグルタチオン量を増加させる作用、口腔病症の症状改善や上気道感染症後の嗅覚消失を改善する効
果など様々な報告があります。また、外用した場合には、日光による皮膚の老化に対する改善効果が報
告されています。
αリポ酸は、医薬品としては、チオクタンR（チオクト酸アミド）などの経口剤や、リポアランR

（チオクト酸）などの注射剤があります。「チオクト酸の需要が増大した時の補給（激しい肉体労働時）」、
「Leigh症候群（亜急性壊死性脳脊髄炎）」、「中毒性（ストレプトマイシン、カナマイシンによる）及び
騒音性（職業性）の内耳性難聴」に適応を有し、１日10～60mg、１～３回に分服（増減）、あるいは１

原田　修江

Ｈ 

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ 

Ｏ 

ＯＨ 

αリポ酸の構造式
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★医薬品の識別、薬事情報、多剤併用等について 

★『わからない！』『判断に…』　等々 
　　　　　　　こんな時にはご連絡ください！！ 

★パワーポイントでのスライド作成、資料作成 他 

★毎月の定例研修会 

薬事衛生会館１Ｆ 

　薬事情報センター 
Ｔ Ｅ Ｌ  082-243-6660 
Ｆ Ａ Ｘ  082-248-1904 
ホームページ http://www.hiroshima-di.or.jp 
　　　　　ID： 　 ：
おくすり相談電話 082-545-1193 
中毒119番 082-248-8268 
（フリーダイヤル　0120-279-119） 

日１回10～25mg、静注、筋注又は皮下注で使用されています。これらの適応は、動物実験において、
運動負荷時にチオクト酸の要求性が増加し、チオクト酸を負荷することによって血中ピルビン酸やβ-
ヒドロキシ酪酸レベルの上昇が抑えられること、運動負荷による網内系機能の低下が防止されること、
実験的脳浮腫に対して浮腫の予防や治療効果などが認められていること、あるいはヒトの脳循環におい
て酸素消費量を促進すること、さらに、動物実験において、ジヒドロストレプトマイシン、カナマイシ
ンの投与や音響刺激による内耳の酸素消費量の低下がチオクト酸により抑制されること、などに基づく
とされています。また、ドイツでは高用量で糖尿病の末梢神経障害の治療にも使用されています。糖尿
病性神経障害では、フリーラジカルの増加や抗酸化防御機構の低下、酸化ストレスの増強が示唆されて
おり、αリポ酸は神経伝導性や神経線維内鞘の血流増加作用などにより症状を改善するといわれています。
αリポ酸の副作用は、医薬品としての使用範囲内ではほとんどなく、経口投与では食欲不振、悪心、

下痢などの消化器症状が頻度不明で報告されているのにとどまっています。しかし、効果がないのに漫
然と長期使用するべきではないと注意がなされています。
医薬品として使用される一方で、αリポ酸は2004年３月の「医薬品の範囲に関する基準の一部改正」

により食品使用が認められました。最近、美容やダイエットのためのサプリメントとして話題になって
います。少し文献を調べてみますと、前述した糖代謝の促進作用以外に、αリポ酸には視床下部の
AMP-activated protein kinase（AMPK）を介して食欲を低下させたり、エネルギー消費を高めることによ
り体重を減少させる作用があることが報告されていました。また、インスリンによる脂肪細胞への脂肪
の蓄積を抑制するという報告もありました。しかし、これらは全て動物実験や細胞レベルでのデータで
あり、ヒトでのデータはありません。αリポ酸のダイエットに対する効果については、これからの検証
が待たれる段階のようです。
サプリメントとしてのαリポ酸の１日量は幅広く、だいたい50～600mgで、わが国での医薬品として

の１日量よりも多い傾向にあります。比較的安全性の高い物質とはいえ、長期間に亘って使用すること
に対しては、安全性についての十分なデータがないため慎重に考慮する必要があります。なお、妊婦や
授乳婦に対しては摂取を控えること、糖尿病治療薬、アミカシンやゲンタマイシン、シスプラチンやシ
クロフォスファミド、甲状腺ホルモンなどを服用している場合には事前に医師に申し出ることなどの注
意がされています。ちなみに、食品中に含まれるαリポ酸は表のごとくですが、いずれも微量です。

食物（起源） 食物一人分（重量） α-リポ酸/一人分（μg）
牛腎臓 85g 32

牛心臓 85g 19

牛肝臓 85g 14

ほうれん草 30g 5

ブロッコリー 71g 4

トマト 123g 3

グリーンピース 145g 7

芽キャベツ 88g 3

卵黄 17g 0.3

表　食物起源のα-リポ酸含有量（食物1人分あたり）

＜引用文献＞
・健康食品の安全性・有効性情報　http://hfnet.nih.go.jp/main.php ・医薬ジャーナル, 33（10）：175-178, 1997
・日医雑誌, 132（9）：1123-1126, 2004 ・日経バイオビジネス, 2005年１月号　・兵薬界, No591, 2005年
・Nat.Med., 10（7）：681-2, 2004 ・Health and Age http://www.healthandage.com/

http://hfnet.nih.go.jp/main.php
http://www.healthandage.com
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お薬相談電話　事例集 No.34お薬相談電話　事例集 No.34
（甲状腺機能低下症の患者が注意すべき内服薬）

甲状腺機能低下症は甲状腺ホルモンの合成または分泌機能が障害された病気です。甲状腺ホルモンの
産生には
①ヨードの捕捉。
②ペルオキシダーゼによるヨードとチロシンとの結合。
③モノヨードチロシンまたはジヨードチロシンの縮合による
T3（トリヨードチロニン）またはT4（チロキシン）の
形成。
④T3およびT4の放出。
⑤末梢組織でのT4から活性の高いT3への転換。
など合成、貯蔵、放出、および転換の過程が関わっており、

体には甲状腺ホルモンの量を調節する複雑なメカニズムが存在
しています。
さて甲状腺機能低下症の患者には、病状を悪化させるおそれ

があるためキャベジンU散、健胃消化剤、沈降炭酸カルシウム、
スルカイン顆粒などは禁忌となっています。炭酸カルシウムは
医療用医薬品のほかに、一般用医薬品、健康食品・健康補助食
品・特定保健用食品、カルシウム強化食品などにも含まれるの
で累積的に高用量となることがあるので注意が必要です。
また甲状腺機能低下症の治療のためにレボチロキシンナトリウム（チラーヂンS）を使用している場

合、制酸剤、緩下薬、スクラルファート、鉄剤などと併用するとレボチロキシンナトリウムの消化管吸
収が低下し、Total T4やFT4（遊離チロキシン）の低下、TSH（甲状腺刺激ホルモン）の上昇などを
引き起こす可能性があります。やむを得ず併用する場合は、両剤の服用時間を4時間以上あける工夫を
してください。

〈甲状腺ホルモンの代謝経路〉 ヨード

TRH TSH T4、T3
視床下部　　　　　　下垂体　　　　　　　甲状腺　　　　　　　末梢組織

TSH T4、T3 TRH：甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
TSH：甲状腺刺激ホルモン

T4、T3

作　　　　　用 薬　　　　　　　　　　　　剤

T4の腸管吸収抑制
鉄剤　炭酸カルシウム　ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
水酸化マグネシウム （乾燥）水酸化アルミニウムゲル
スクラルファート　コレスチミド　コレスチラミン

T4の排泄促進 リファンピシン　フェニトイン　カルバマゼピン
T4の排泄低下 男性ホルモン
T4→T3の変換抑制 糖質コルチコイド　β遮断薬　プロピルチオウラシル　アミオダロン
チロキシン結合グロブリンを増加 エストロゲン
チロキシン結合グロブリンを減少 糖質コルチコイド　男性ホルモン

作用が変化
ワルファリンとカテコールアミン(作用増強)
インスリンと経口糖尿病薬(血糖コントロール条件変化)
ジギタリス（ジギタリス濃度低下または上昇）

【参考資料】
医薬ジャーナル39（3）2003，year note2003（MEDIC MEDIA），シンプル薬理学（南江堂），
今日の治療薬2003（南江堂），臨床と薬物治療20（11）2001.

表．レボチロキシンナトリウム（チラージンS）との相互作用に注意する主な薬剤

図　甲状腺ホルモンの合成分泌過程
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医薬品・医療用具等 
安全性情報 

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

 No.210・211
厚生労働省医薬食品局 

この医薬品・医療用具等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用情報をもとに、医薬品・医療
用具等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。
医薬品・医療用具等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）

又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能です。
また、NTTのファクシミリ通信網サービス「Ｆネット」を通じ、最近１年間の「医薬品・医療用具等安全性情

報」がお手元のファクシミリから随時入手できます（利用者負担）。
「Ｆネット」への加入等についての問い合わせ先：10120-161-011

平成17年（2005年）２月・３月
厚生労働省医薬食品局

◎連絡先

0100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

1
03-3595-2435（直通）
03-5253-1111（内線）2756、2753

（Fax）03-3508-4364

｛
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検 査 セ ン タ ー だ よ り

有助　美奈子

今回は、食中毒を起こす原因としてよく知られているものの一つ、サルモネラについて少しお話した

いと思います。

サルモネラは、ほ乳類、爬虫類、両生類や下水、河川および食品などに広く分布し、牛・豚・鶏など

の家畜・家禽、私たちの身近にいる犬や猫などのペットも保有しています。

一般に、10,000個/g以上の菌が増殖した食品を食べると感染するといわれています。しかし、幼児や

高齢者はわずかな菌量でも感染する場合もあり、二次感染を起こすこともあるので注意が必要です。

サルモネラには2,000以上の種があり、その中の約100種が食中毒を引き起こす原因菌といわています。

その１種のSalmonella enteritidisは、サルモネラが原因でおこる食中毒の中で一番多く60～70％を占め、

近年急激に増加を示し、食中毒防止対策が重要課題になっています。

S.enteritidisの特徴としては、卵焼きやオムレツ、手作りケーキやマヨネーズなどの鶏卵食品が原因と

いわれており、特に近年では鶏卵のサルモネラ感染率が増加し、卵内にも菌が認められることがあるの

で注意が必要です。

また、熱には弱いが、乾燥や低温に強く、冷蔵庫の中などでも卵から他の食品に汚染が拡大すること

があるため、冷蔵庫の管理も重要になります。

症状としては喫食後、８～24時間の潜伏期間を経て、下痢、へそ周辺の腹痛、発熱等の症状が起こり

ます。風邪と症状がよく似ていますので注意が必要です。また、治療法としては主に点滴や抗生物質の

投与で治ります。

予防法としては、

１．食品は十分に加熱する。

（S.enteritidisは熱に弱いため70℃１分の加熱で死滅する。）

２．まな板、包丁、ふきんなどはよく洗い、熱湯や漂白剤で殺菌する。

３．卵は、きれいでひび割れのない新鮮なものを買う。

４．買った卵はすぐに冷蔵庫に入れ、出来るだけ早く食べる。

以上のことがあげられます。

サルモネラに限らず食中毒予防は手洗いなど普段あまり意識しないで行っていることをきちんと見直

すことが第一歩です。食中毒予防の三原則である「清潔」「迅速」「温度管理」を徹底し、食中毒に気を

つけましょう。そして、体に異常を感じたら検査を受けましよう。

参考文献：社団法人　日本食品衛生協会ＨＰ

千葉県　市川健康福祉センターＨＰ

～サルモネラ食中毒～
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告　　知　　板【1】

第34回広島県薬剤師会通常総会開催通知

標記の会議を次により開催しますので、定款第25条の規定により通知します。

日　時：平成17年５月28日（土）午後３時より
会　場：広島県薬事衛生会館４Ｆホール
議　事：（報告）１．日本薬剤師会代議員会報告

２．広島県薬剤師会代議員会報告
３．平成16年度広島県薬剤師会会務並びに事業報告
４．平成16年度広島県薬剤師会収支決算報告
５．平成16年度保険薬局部会事業報告
６．平成16年度保険薬局部会収支決算報告

（議案）１．社団法人広島県薬事衛生会館からの財産及び業務引継ぎについて

（資料）１．社団法人広島県薬剤師会定款細則の一部改正について
２．平成17年度広島県薬剤師会事業計画
３．平成17年度広島県薬剤師会収支予算
４．平成17年度保険薬局部会事業計画
５．平成17年度保険薬局部会収支予算
６．社団法人広島県薬事衛生会館からの財産及び業務引継ぎについて
７．広島県薬剤師会における第38回日本薬剤師会学術大会の成功に向け
た取り組みに関する決議

支　部　総　会

東広島支部総会　　　　　　　　　　　　廿日市佐伯支部総会
月日：平成17年５月12日（木） 月日：平成17年５月22日（日）
場所：東広島平安閣　　　　　　　　　　　　　場所：宮島コーラルホテル

第49回広島県病院薬剤師会総会　　　　　三原支部総会
月日：平成17年５月14日（土） 月日：平成17年５月28日（土）
場所：エソール広島　　　　　　　　　　　　　場所：三原グランドパレス

安芸支部総会
月日：平成17年５月22日（日）
場所：サンピア安芸
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平成17年度（社）広島県薬事衛生会館総会開催通知
平成17年５月吉日

会員各位
（社）広島県薬事衛生会館

理事長　前田　泰則
新緑の候、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、下記の通り広島県薬事衛生会館総会を開催致しますので、ご多忙中とは存じますが、
万障お繰合せの上、是非ご出席下さいますようご案内申し上げます。

記

日　時 平成17年６月23日（木）15時
場　所 広島市中区富士見町11-42 広島県薬事衛生会館　４階大ホール
議　案（１）平成16年度一般会計事業報告並びに収支決算報告の承認について

（２）平成16年度検査センター事業報告並びに収支決算報告の承認について
（３）平成16年度薬事情報センター事業報告並びに収支決算報告の承認について
（４）平成17年度各事業計画並びに各予算（案）について
（５）社団法人広島県薬事衛生会館の解散及び統合（案）について
（６）その他

お願い
後日総会案内（資料および出欠通知票）を送付します。
総会出席者が少ないときは、総会が成立しない場合がありますので、ご欠席

の方は必ず委任状を提出して下さい。

告　　知　　板【2】

第38回日本薬剤師会学術大会当日の各同窓会のご案内

神戸学院大学薬学会同窓会開催と
スタッフ募集のお知らせ

日時：平成17年10月9日（日）

日本薬剤師会学術大会懇親会終了後

開催（20：30頃を予定しております）

場所：リーガロイヤルホテル広島

三階　音戸の間

＊スタッフ募集！

受付・会場係等募集しており

ます。お手伝いいただける方

は下記までご連絡ください。

連絡先：

TEL 082-261-6033（受付時間：14時～18時）

ひかりが丘薬局　井上（第11期生）まで

ファイラブくん

明治薬科大学同窓会のお知らせ

日時：平成17年10月９日（日）

午後７時30分より

会場：リーガロイヤルホテル広島

三階 宮島の間

会費：6,000円

参加申込み・お問い合せ

幹事　木村章彦

広島市中区三川町2-8

マザー薬局

TEL 082-544-1414

FAX 082-544-1415

参加申込期限

平成17年９月30日（日）
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平井紀美恵　　谷川　正之　　上原　　貢　　増田　和彦　
宗　　文彦　　西谷　　啓　　井上　映子　　松井　聡政
星野　　響　　原田　修江　　城崎　利裕

編 集 委 員

鯉のぼりの季節、昨年の55

を今年は息子に譲り、連れ
合いは25、娘は２、私は４
で行きます。薬剤師大改革
の年ならプロ野球改革元年
REBORN TO WIN

＜△▽＞

今年の花粉飛散量は例年より多いとい
う事ですが、私のアレルギー歴もかれこ
れ何十年です。
一通りの抗アレルギー剤を試してみま

したが、現在は、市販の抗ヒスタミン薬
でうまくコントロール出来ています。就
寝前に規定の用量を飲んでいますが、翌
日中ほとんど効果が持続しまた眠気も少
ないので何とかなっていますが、皆様何
か良い予防法、対処法等あれば教えて下
さい。 ＜Ｆ・Ｓ＞

五月といえば待ちに待った大型連休。
皆様もすでに予定を立てていらっしゃる
のではないでしょうか。しかし楽しい連
休が終わった後のあの気だるさは何とも
言えないものがありますね。眠気という
か、脱力感というかほんとにつらいです
よね。それで、ついつい横着者の私は、
五月症候群に効く特効薬が開発されるこ
とを期待してしまいます。でもやっぱり
休養が一番の特効薬なんでしょうね。連
休中に一日くらいは休みましょう。休め
るかな。休めないだろうな。

＜一年中五月病のトッピー＞

カープが開幕巨人戦に３連
勝と順調なスタートを切り
ました。この会報が届く頃
にはどのあたりを走ってい
るのでしょうか？

＜水無月＞

市町村合併やメーカー合併で、聞き覚えのあ
るものから新しい名前に変わっていくものがた
くさんあり、コンピュータや頭のデータベース
の更新が追いつかない今日この頃です。薬の包
装が新しいものが入荷したら写真撮影して。会
誌３月号を利用して保険者番号の変更をもう一
度確認しておかないと…国保請求書の記載欄は
減りますが、ちょっとさびしい気もします。

＜メリッサ＞

最近、来賓として小中学校の卒業式、入学式
に出席してきました。来賓祝辞はなく、国歌斉
唱で始まります。全員起立して国旗に向かって
厳粛に国歌を歌うわけですが、私の後の方がす
っごい「こぶし」で歌うので、もう、おかしく
て…調子が狂ってしまいました。(*^-^*)ゞポリポリ

＜う＞

少し混んでいる電車の中。女の子が乗ってき
て、座っている私の前に立った。目深にかぶっ
た帽子の後から長い髪が肩にかかっている。ジ
ーパン姿。化粧気まるで無し。色白の端正な顔
にピアス。手首にはブレスレット。ハンドバッグ
は持たずボストンバッグ。見るともなしに見上げ
た。“ん？　女の子だと思ったけど男の子！
ん？　いや女の子！”膝に目を落とし考えてみ
たが分からず、又見上げた。優しい顔をしてい
る。性別不明のまま下車。どうでもいい事だけ
れどこの頃、分からないことの一つ。

＜K.H＞
昨今焼酎ブームですが、新しい発
見を先日しました。かき氷で余っ
たレモンシロップを使ってレモン
酎ハイをつくってみました。なか
なかいけるぞ。最近の大発見、こ
の夏はこれでのりきるぞ！

＜ピンクゴジラ55＞
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広大ＦＡＸ事業費について
さて、広島大学病院のＦＡＸ送信事業の経費につきまして、従来はＦＡＸ送信１枚につき180円の負

担をお願いをしておりましたが、本年度より１枚につき160円にいたします。今後ともご協力をお願い
いたします。

調剤基本料の再設定について
４月１日より、新たに調剤基本料を再設定しなくてはなりません。
昨年２月末日以前に保険薬局に指定されている薬局については、昨年３月１日から本年２月末日まで

に受けた処方せんの受付回数、及びその処方せんのうち特定の保険医療機関に係るものの受付回数を、
当該期間に受け付けたすべての処方せんの受付回数で除して得た割合が70％を超えるか否かで判定し、
４月１日から来年３月31日までその調剤基本料を適用します。

調剤基本料（処方せんの受付1回につき）
調剤基本料１　　49点
・処方せんの受付回数が１月に4,000回以下の保険薬局であって、特定の保険医療機関からの処方せ
んの集中度が70％以下の場合
・１月における処方せん受付回数が多い上位３の保険医療機関からの処方せんの集中度が80％以下の
場合
調剤基本料２　　21点
・処方せんの受付回数が１月に4,000回を超える保険薬局であって、特定の保険医療機関からの処方
せんの集中度が70％を超える場合
調剤基本料３　　39点
・調剤基本料１及び２に該当しない場合
＊長期投薬（14日分を超える投薬をいう。以下同じ。）に係る処方せん受付において、薬剤の保存が
困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方せんに基づく当該保険薬局に
おける２回目以降の調剤については、１分割調剤につき５点を算定する。なお、当該調剤において
は指導管理料は算定しない。

※詳しくは「保険薬局業務指針（2004年版）」Ｐ68をご覧下さい。

福祉医療費請求書について
広島県福祉保健部長寿社会総室長より下記のとおり連絡がありました。
○福祉医療費請求書の刷り色について
①刷り色を黒色とし、右側面及び左下の帯をなくします。
②記入内容についての変更はありません。
③従来使用していた請求書（青色・帯付き）については、在庫がある間は使用してください。
④コピーを使用することも可能です。ただし、審査に差し支えがないよう記入内容や文字は鮮明に
してください。

○福祉医療費請求総括表について
記入内容及び用紙の色（黄緑色）についての変更はありません。
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厚労省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長、厚生労働省医薬食品局長より、以下の内容の通
知がありました。

○インスリン注入器等を交付する薬局に係る取扱いについて
１．インスリン注入用の医療機器
（１）インスリン自己注射用ディスポーザブル注射器、注射針

インスリン皮下注射用注射筒は、針なし、針付きとも高度管理医療機器に分類されているが、
処方せんに記載することによりインスリンと合わせて、インスリン製剤の自己注射のために用い
る注射用ディスポーザブル注射器（針を含む）を薬局で交付する場合には、高度管理医療機器販
売業の許可を取得する必要はない。
なお、万年筆型インスリン注入器用注射針（注入器は含まず注射針のみ）は管理医療機器であ

るため、高度管理医療機器の販売業許可を取得する必要はない。
（２）万年筆型インスリン注入器
①　一体型インスリン注入器
インスリンを使い切ったあと注入器を再使用できない、薬液と一体となった注入器は、全体
として医薬品として取り扱われるので、これを処方せんにより薬局で交付する場合には、高度
管理医療機器販売業の許可を取得する必要はない。
②　分離型インスリン注入器
カートリッジ内のインスリンを使い切った後も、カートリッジを交換し、注入器を再利用で
きる分離型インスリン注入器を処方せんにより薬局で交付する場合はないことから、高度管理
医療機器販売業の許可を取得する必要がある。

２．自己検査用グルコース測定器
薬局で交付する場合、高度管理医療機器販売業の許可を取得する必要がある。

○処方せん医薬品等の取扱いについて
１．処方せん医薬品を販売する際の原則

処方せん医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売（授与を含む。以下同じ。）する場合を
除き、新薬事法第49条第１項の規定に基づき、医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対
して、正当な理由なく、販売を行ってはならないものであること。
なお、正当な理由なく、処方せん医薬品を販売した場合については、罰則が設けられているもので

あること。
２．処方せん医薬品以外の医療用医薬品についての原則
処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、処方せん医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、
薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものであること。
このため、処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、効能･効果、用法･用量、使用上の注意等
が医師、薬剤師等の専門家が判断･理解できる記載となっているなど医療において用いられることを前
提としており、特別な場合を除き、薬局においては、処方せんに基づく薬剤の交付が原則であること。

※この文にある「正当な理由」や、処方せん医薬品以外の医療用医薬品をやむを得ず販売する場合の遵
守事項などは、日薬ホームページ、あるいは日薬雑誌５月号、県薬会誌５月号を参考にされたい。
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［4成分6品目］
［内用薬］

平成17年3月18日薬価基準新収載品目

商品名
［会社名］
識別コード

一般名
薬効 規格 薬価

クレストール錠2.5mg
アストラゼネカ＝塩野義製薬

ロスバスタチンカルシウム
高コレステロール血症、家族性高コ
レステロール血症

2.5mg1錠 91.00

クレストール錠5mg
アストラゼネカ＝塩野義製薬 5mg1錠 174.60

アレジオンドライシロップ1％
日本ベーリンガーインゲルハイム＝
三共

塩酸エピナスチン
アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾
患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）
に伴うそう痒

1％1g 141.80

［注射薬］
商品名
［会社名］

一般名
薬効 規格 薬価

エンブレル皮下注用25mg
ワイス－武田薬品

エタネルセプト（遺伝子組換え）
関節リウマチ（既存治療で効果不十
分な場合に限る）

25mg1瓶 15,396

ジオン注無痛化剤付
三菱ウェルファーマ

硫酸アルミニウムカリウム、タンニ
ン酸
脱出を伴う内痔核

10mL1瓶
（希釈液付） 4,615

ジオン注生食液付
三菱ウェルファーマ

10mL1瓶
（希釈液付） 4,553

［3成分3品目］
［内用薬］

平成17年4月6日薬価基準新収載品目

商品名
［会社名］
識別コード

一般名
薬効 規格 薬価

エムトリバカプセル200mg
日本たばこ産業－鳥居薬品

エムトリシタビン
ＨＩＶ－１感染症

200mg
1カプセル 1,750.90

ツルバダ錠
日本たばこ産業－鳥居薬品

エムトリシタビン・フマル酸テノホ
ビルジソプロキシル
ＨＩＶ－１感染症

１錠 3,862.80

［注射薬］
商品名
［会社名］

一般名
薬効 規格 薬価

エルプラット注射用100mg
ヤクルト本社

オキサリプラチン
治癒切除不能な進行・再発の結腸・
直腸癌

100mg１瓶 74,087



平成17年度における受付対応について（連絡）
事　務　連　絡
平成17年２月16日

広島県薬剤師会　御中
広島県社会保険診療報酬支払基金

平素、支払基金の業務運営へのご協力に対しまして厚くお礼申し上げます。
さて、平成17年度における診療報酬請求書等の受付日につきまして、別紙のとおり対応することとい

たしました。
つきましては、このことを広島県基金広報紙に掲載し、保険調剤薬局へお知らせすることといたしま
すのでご連絡いたします。

別紙
保険医療機関・調剤薬局等の皆様へ

平成17年度における受付対応について（お知らせ）

診療（調剤）報酬請求書等の平成17年度における受付につきましては、受付日（10日）が土曜日・日
曜日・祝日の場合は、下記のとおり事務所を開所し、対応いたしますのでお知らせいたします。

記
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指定番号 医薬品の名称 予定される効能・効果又は対象疾病 申請者の氏名又は名称

（17薬）第176号 イブリツモマブ
ティウキセタン

ＣＤ20陽性のＢ細胞性
非ホジキンリンパ腫

日本シエーリング
株式会社

薬事法（昭和35年法律第145号）第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品が下記のと
おり指定されたので、通知する。

平成17年1月13日　薬食審査発第0113001号

希少疾病用医薬品の指定について

平成17年2月8日　薬食審査発第0208001号
指定番号 医薬品の名称 予定される効能・効果又は対象疾病 申請者の氏名又は名称

（17薬）第177号 ＳＯＴ－107 神経膠腫 株式会社そーせい

（17薬）第178号 サリドマイド 多発性骨髄腫（既治療で効果不十
分な場合に限る） 藤本製薬株式会社

指定番号 医薬品の名称 予定される効能・効果又は対象疾病 申請者の氏名又は名称

（17薬）第179号 静注用フェノバルビ
タールナトリウム 新生児けいれん ノーベルファーマ

株式会社

平成17年3月24日　薬食審査発第0324001号

提　　出　　月 受　　付　　日 開　　所　　日
５月 10日（火）
６月 10日（金）
７月 10日（日） ９日（土） 10日（日）
８月 10日（水）
９月 10日（土） 10日（土）
10月 10日（月） ８日（土） 10日（月）
11月 10日（木）
12月 10日（土） 10日（土）
１月 10日（火）
２月 10日（金）
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申請・届出等手続きの電子化の実施について

日薬業発第246号
平成17年３月23日

都道府県薬剤師会会長　殿
日 本 薬 剤 師 会
会長　中西　敏夫

標記について、厚生労働省保険局医療課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたし
ます。
当該通知は、保健医療に係る申請・届出等について、電子化による手続き（以下、「電子申請」とい

う。）の対象が追加されたことに関するものです。
保険医療機関等の指定等の18手続きの電子申請実施については、平成15年10月21日付日薬業発第178

号にてお知らせしたところですが、今般、これに加え、診療報酬の請求に関する各種届出等の９手続き
が、電子申請の対象となりました。
また、電子申請の際に添付する各種届出書添付書類についても、併せて電子化を実施することとされ、
電子申請手続きの追加に係る事務処理の手順及び電子添付書類に関しては、既に電子申請を実施してい
る18手続きと同様であることなどの留意事項が示されております。
今回の電子申請は、平成17年3月28日より実施されますので、貴会会員にご周知下さいますようお願

い申し上げます。
なお、本件につきましては、日本薬剤師会雑誌5月号に掲載予定であることを申し添えます。

申請・届出等手続の電子化について
保医発第0316002号
平成17年３月16日

社団法人日本薬剤師会長　殿
厚生労働省保険局医療課長
（ 公　印　省　略　）

標記について、別添のとおり地方社会保険事務局あて通知したのでお知らせします。

別添

申請・届出等手続の電子化について〈抄〉
保医発第0316001号
平成17年３月16日

地方社会保険事務局長　殿
厚生労働省保険局医療課長
（ 公　印　省　略　）

「厚生労働省の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」及び「厚生労働省所管法令に基づく地
方公共団体の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」（平成14年８月８日厚生労働省行政情報化
推進会議決定）に基づき、平成15年10月14日付保医発第1014001号により、保険医療機関等の指定等の
18手続について、申請・届出等の電子化（以下「電子申請」という。）を実施したところである。
今般、診療報酬の請求に関する各種届出等の９手続について、下記のとおり電子申請の対象手続とし

て追加することにしたので通知する。
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併せて、電子申請の際に添付する届出書添付書類について、下記のとおり電子化を実施することにし
たので申し添える。
なお、貴事務局管下の保険医療機関等に対しては、取り扱いについて十分周知を図るようお願いし

たい。

記

１．電子申請手続の追加
別紙１に掲げる診療報酬の請求に関する各種届出等について、電子申請を可能としたこと。

２．電子添付書類
原則、電子申請に添付する届書添付書類の電子化（以下「電子添付書類」という。）を可能とした

こと。
ただし、別紙２に掲げる拡張子（ファイルの種類）に限るものであること。

３．事務処理の手順
（１）電子申請手続の追加

電子申請手続の追加に係る事務処理の手順については、平成15年10月14日付保医発第1014001

号と同様であること。
（２）電子添付書類

電子申請手続の追加に係る事務処理の手順については、次のとおりであること。
なお、当該事務処理は、既に電子申請を実施している18手続及び今回実施する9手続に共通す

るものであること。
①申請データの受信

電子添付書類は、申請者から送信される申請データ（電子証明書を含む。以下同じ。）に併
せて地方社会保険事務局の医療サーバに配信されるものであること。
②申請書の審査及び処理

配信された申請データ及び電子添付書類（以下「申請書等」という。）は、印字出力した上
で審査を行い、医療電子申請に申請内容を登録すること。
ただし、審査の結果、書類不備等により申請者に返戻する必要がある場合は、医療電子申請
に返戻の登録を行うこと。
③決裁（決裁確認登録）

登録した申請書等については、決定通知書及び処理結果リスト等を添付し、決裁を受ける
こと。
なお、医療電子申請に決裁が完了した旨を登録すること。

④処理結果の送信（処理結果返却）
決裁が完了し、処理修了の登録により、処理結果が振り分け等システムへ返却される際、電
子添付書類は地方社会事務局の医療サーバから削除されるものであること。
なお、原本は申請データと同様に振り分け等システムにおいて保管されるものであること。

⑤その他
ア 電子添付書類の実施に伴い、別紙３に掲げる様式に添付することとされていた届出書の写
しについて、電子申請の際の添付を不要としたこと。
イ　その他、詳細な業務処理の取扱いについては、別途連絡することとしていること。

４．実施年月日
平成17年3月28日から実施することとしたこと。
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別紙２
電 子 申 請 追 加 手 続 一 覧
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別紙２
医療電子申請機能で受付対象とする

電子添付書類の拡張子

拡張子 ファイル名

.DOC Microsoft wordファイル

.PDF PDFファイル(Adobe Acrobat)

.XLS Microsoft Excelファイル

.CSV CSVファイル

.TXT テキストファイル

.XML XMLファイル

.BMP ビットマップイメージファイル

.JPEG JPEG形式画像ファイル

.JPG JPEG形式画像ファイル

.PNG PNG画像ファイル

.ZIP

ZIP圧縮ファイル
振分け等システムにて解答する。
社会保険事務局には、解答された後の
ファイルで受信される。

〈拡張子とは〉

・ファイル名のうち、「.」（ピリオド）で区切ら
れた一番右側の部分。
・例えばファイル名が「書類.DOC」ならば
「.DOC」が拡張子である。
・ファイルの種類・形式を拡張子により識別して
いる。
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薬剤師連盟のページ

平成16年度定時評議員会並びに総会報告

日薬連評議員　玉浦　巖

上記の日程で評議員会があり、前田会長、松下幹事長と玉浦が出席しました。
開会に先立ち顧問の挨拶があり、常田（鳥取）、藤井各参議院議員、松本（神奈川１区）、三井（北海

道）各衆議院議員の挨拶がありました。引き続き中西会長挨拶があり、議事では、報告２件、16年度会
務並びに事業中間報告と小西恵一郎後援会の決算報告があり、小西参議院選挙費用は２億550万円かかっ
たと説明がありました。議案４件で平成17年度事業計画案と予算案が上程され審議を致しました。審議
終了後、執行部原案通り可決された。その後、平成16年度定時総会が開催され、報告２件が執行部原案
通り可決され、議員会は終了を致しました。
先ず前回の臨時評議員会から、執行部は目立った動きが感じられる物は何も無いと、私は思いました。
落選した小西候補について、将来どうするのかも決めていない。小西氏の現況の不確実な報告があった
だけで、多額の選挙費用を使ったのだから、日本薬剤師連盟は、小西候補を引き続き育てるのか、どう
するのか位に指針があって然るべきなのに、指針も考えも無い。次回の会までには、本人の意向を確か
めたいという答弁だけでした。
平成17年度の事業計画では、次期参議院候補藤井先生の後援活動は具体的な計画案は何も無い。２年

半後には選挙がある事は誰も承知している事なのに、まだ遠いよそ事の様な計画しか立てていない。小西
選挙で落選原因を究明し反省したのに、それが全然生かされていないのには、驚きと失望感で残念でな
らない。藤井先生が政務次官という立場で大変忙しく、日程的に余裕が無いだけによりきめ細かい活動
方針が求められ、早い時期での対応が大切で、この時期で具体案がないのは、かなりの遅れを取ると思
われてならない。これも早い時期に対応策を考えるという答弁で終わりました。以上、悔しい報告しか
出来ない事は、皆様の代表で出て、お役に立てられなかったことに対し、お詫び申し上げます。
次回は、必ずいいレポートが書ける様、頑張ります。

日　時：平成17年3月9日（水）13：30～16：30

場　所：長井記念ホール（東京）

藤井もとゆき
「国会レポート」が掲載
されています。

http://www.mfujii.gr.jp

http://www.mfujii.gr.jp


「日薬学術大会広島大会」開催まであと161日（平成17年５月１日現在）

会期：平成17年10月9日（日）・10月10日（月）




